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第１第１第１第１    調査・検討の趣旨調査・検討の趣旨調査・検討の趣旨調査・検討の趣旨    

    １１１１    経緯経緯経緯経緯 

現在，我が国では，少子高齢化が進行し，社会保障制度の改革が最重要課題とな

っている。とりわけ，介護については，高齢化が進む中で，仕事との両立をいかに

図っていくかが喫緊の課題となっている。 

介護分野については，平成２６年に介護保険法が改正

1

され，「地域包括ケアシス

テムの構築」に向けた改革が行われたほか，平成２７年度にスタートした第６期介

護保険事業計画では，平成３７（２０２５）年

2

を見据えた内容の計画が策定される

など，平成３７年を当面の目標に，地域医療介護提供体制の整備に関する種々の取

組が行われてきている。 

また，介護分野については，平成２７年１１月に取りまとめられた「一億総活躍

社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」（緊急対策）において，「介護離職ゼロ」

の実現に向けて，必要な介護サービスの供給確保の観点から，介護の受け皿を３８

万人分以上から５０万人分以上へ拡大することなど，ニーズに見合った介護施設・

在宅サービスの整備等が盛り込まれ，「ニッポン一億総活躍プラン」（平成２８年６

月２日閣議決定）において，「介護サービスが利用できずやむを得ず離職する者をな

くすとともに、特別養護老人ホームに入所が必要であるにもかかわらず自宅で待機

している高齢者を解消することを目指し、介護ニーズに応じた機動的な介護サービ

ス基盤を整備し、地域包括ケアを推進する」とされるなど，高齢者の利用ニーズに

対応した介護サービス基盤の確保への取組がなされている。加えて，「日本再興戦略

２０１６」（平成２８年６月２日閣議決定）において，介護分野について生産性向上

が求められているほか，公的保険外の介護予防や生活支援等のサービス市場を創出・

育成し，高齢者の選択肢を充実させていくことが求められている。 

これらを踏まえ，公正取引委員会では，事業者の公正かつ自由な競争を促進し，

もって消費者の利益を確保することを目的とする競争政策の観点から，介護分野の

現状について調査・検討を行い，競争政策上の考え方を整理することとした。 

競争政策は，事業者の新規参入や創意工夫の発揮のための環境を整備することに

より，事業者間の競争を促進し，これによって，消費者に良質な商品・サービスが

提供されることを確保するとともに，消費者がそれを比較・選択することを通して，

事業者に商品・サービスの質の更なる改善を促すことを目指すものである。 

このような競争政策の観点から介護分野の考え方を整理することは，介護サービ

スの供給量の増加や質の向上が図られることにつながると考えられる。 

公正取引委員会としては，上記のような競争政策の観点から介護分野について検

討を行うに当たっては，①多様な事業者の新規参入が可能となる環境，②事業者が

                                                   
1

 後記第２の２(2)エ（１４ページ）参照。 

2

 団塊の世代が全て７５歳以上の高齢者となる年（４ページ参照）。 
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公平な条件の下で競争できる環境，③事業者の創意工夫が発揮され得る環境，④利

用者の選択が適切に行われ得る環境が整っているかといった点が重要であると考え

られることから，主にこれらの点について検討を行った。 

 

    ２２２２    調査・検討の対象調査・検討の対象調査・検討の対象調査・検討の対象    

介護サービス事業者が提供する介護保険の給付の対象となる介護サービス（予防

給付を除く。）を対象として調査・検討を行った。 

なお，保険外サービスとして提供される生活支援サービスについては，いわゆる

家事代行業者も同様のサービスを提供しているが，ここでは介護サービス事業者が

主に利用者及びその家族に対して提供する保険外サービスを対象として調査・検討

を行った。 

 

    ３３３３    調査方法調査方法調査方法調査方法    

調査は次の方法により実施した。 

    

⑴ 書面アンケート調査 

介護サービスの提供の実態等を把握するため，平成２８年１月２８日から同年

２月２３日の間，次の株式会社及び有限会社（以下「株式会社等」という。），社

会福祉法人並びに自治体を対象に，郵送で調査票を配布・回収（希望者にはＥ－

ｍａｉｌで調査票の電子データを送付・回収）するアンケート調査を実施した。 

 

ア 介護サービスを提供する株式会社等      送付先１０００社 

          （回収数４８８，有効回答数４８３，有効回収率

3

４８．５％） 

イ 介護サービスを提供する社会福祉法人     送付先１０００法人 

          （回収数４７４，有効回答数４６９，有効回収率４７．１％） 

ウ 自治体（市区町村）              送付先６００団体 

  〔送付団体の内訳： 政令指定都市，中核市及び特別区８８団体並びにこれ

ら以外の市町村から無作為に抽出した５１２団体〕 

          （回収数４２０，有効回答数４２０，有効回収率７０．０％） 

 

⑵ ウェブアンケート調査 

介護サービスの利用者又はその家族における介護サービスに関する意識等を把

握するため，ウェブ調査会社に調査を委託し，平成２８年２月１０日から同月１

５日の間，次の者を対象に，ウェブサイト上でアンケート調査を実施した。 

                                                   
3

 有効回収率の算出方法：有効回答数／（送付数－（回収数－有効回答数）） 
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ア 居宅サービス

4

利用者及びその家族             ３０４名 

イ 居宅扱い施設介護サービス

5

利用者及びその家族       ３０６名 

ウ 施設サービス

6

利用者及びその家族             ３２１名 

 

⑶ ヒアリング調査 

次の者に対するヒアリング調査を実施した。 

 

ア 株式会社等              ２１社 

イ 社会福祉法人             ４法人 

ウ 自治体                ５団体 

エ 学識経験者等             １１名 

オ その他（事業者団体）         １団体 

 

⑷ 意見交換会の開催 

有識者から介護分野の実態等に関する意見を聴取するため，全２回の意見交換

会を開催した。 

 

ア 開催日 

第１回 平成２８年４月１９日 

議題「参入規制の緩和等」 

第２回 平成２８年５月２３日 

議題「介護サービス・価格の弾力化（混合介護）」 

 

イ 座長・委員 〔五十音順，敬称略，役職は開催日時点のもの〕 

（座 長）井手 秀樹 慶應義塾大学 名誉教授 

（委 員）齊木  大 株式会社日本総合研究所 

創発戦略センターシニアマネジャー 

（委 員）鈴木  亘 学習院大学 経済学部 経済学科教授 

（委 員）森  信介 一般社団法人日本在宅介護協会 副会長 

           （株式会社ニチイ学館 専務取締役） 

（委 員）八代 尚宏 昭和女子大学 グローバルビジネス学部 

ビジネスデザイン学科特命教授 

（委 員）結城 康博 淑徳大学 総合福祉学部 社会福祉学科教授 

                                                   
4

 居宅サービスについては，後記第２の３(1)ア（１６ページ）参照。 

5

 居宅扱い施設介護サービスについては，後記第２の３(1)ア（１６～１７ページ）参照。 

6

 施設サービスについては，後記第２の３(1)イ（１７ページ）参照。 
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第２第２第２第２    介護分野の現状等介護分野の現状等介護分野の現状等介護分野の現状等    

    １１１１    社会的背景社会的背景社会的背景社会的背景    

⑴ 介護サービスの需要の増大 

平成１２年４月に社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして介護保険制度が

創設され，従来の措置制度

7

とは異なり，利用者による介護サービスの選択が可能

となった。介護保険制度創設後１７年目を迎えて，介護サービスの利用者は着実

に増加しており，介護保険制度創設当初の平成１２年度には１８４万人であった

介護サービス受給者数は，平成２４年度には４５８万人となっている。また，要

介護認定者数（要支援認定者数を含む。以下同じ。）でみると，平成１２年４月末

には２１８万人であった要介護認定者は，年々増加し，平成２７年４月末には６

０８万人となっている。 

さらに，我が国では，平成３７（２０２５）年にいわゆる「団塊の世代」（昭和

２２年～２４年の第一次ベビーブーム期に出生した世代）が全て７５歳以上とな

り，超高齢社会を迎える。平成３７年には，およそ５．５人に１人が７５歳以上

高齢者となり

8

，認知症の高齢者の割合や，単独世帯・夫婦だけの高齢者の世帯の

割合が増加していくと推計されている。 

これらの状況からすれば，今後，確実に介護サービスの需要が増大していくこ

とが見込まれ，介護サービスを利用する国民のニーズに見合った介護サービスが

効率的に提供されることが一層望まれている現状にあるといえる。 

 

図表１図表１図表１図表１    介護サービス受給者数の推移介護サービス受給者数の推移介護サービス受給者数の推移介護サービス受給者数の推移    

 

【出所】厚生労働省「平成２７年版厚生労働白書」 

                                                   
7

 措置制度とは，行政が，サービスの利用に当たって，サービスの実施の要否，サービスの内容，提供

主体等を決定して，行政処分という形で要援護者にサービスを提供し，サービス提供者には，行政がそ

の費用を公費で支払う仕組みをいう。 

8

 厚生労働省「平成２７年版厚生労働白書」 
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図表２図表２図表２図表２    要介護認定者数の推移要介護認定者数の推移要介護認定者数の推移要介護認定者数の推移    

 

【出所】厚生労働省老健局総務課「公的介護保険制度の現状と今後の役割（平成２７年度）」 

 

⑵ 介護離職・特別養護老人ホーム待機者の問題 

現在，我が国では，介護と仕事の両立ができず，介護のために希望に反して離

職せざるを得ないといういわゆる「介護離職」が大きな社会問題となっている。

家族の介護・看護を理由とした離職・転職者は年間約１０万人に上るとされてお

り，今後，更に高齢化が進行する中で，介護と仕事の両立をいかに図っていくか

が喫緊の課題となっている。 

また，特別養護老人ホームへの入所を希望する多くの高齢者が入所できていな

いという現状がある。特別養護老人ホームへの入所を待つ高齢者は平成２１年度

には約４２万１０００人であったが，平成２５年度には約５２万４０００人とな

っており，このうち入所の必要性が高い要介護４及び５の入所申込者は約８万７

０００人となっているなど，高齢者のニーズを満たしきれていない状況が見受け

られる。このように特別養護老人ホームへの入所が必要であるにもかかわらず自

宅で待機している高齢者を解消することも重要な課題となっている。 

なお，特別養護老人ホームの待機者数については，取りあえず申込みを行って

おくという者も相当数いると考えられること，また，１人で複数の施設に申し込
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んでいる場合に重複して集計している自治体があることなどから，特別養護老人

ホームへの入所に対する本当の需要を示していないとの指摘もある。 

 

図表３図表３図表３図表３    介護・看護のために前職を離職した１５歳以上の人口介護・看護のために前職を離職した１５歳以上の人口介護・看護のために前職を離職した１５歳以上の人口介護・看護のために前職を離職した１５歳以上の人口    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     （注）有業者及び無業者とは，現在の就業状態を表す。 

【出所】総務省統計局「平成２４年就業構造基本調査」を基に作成 

 

図表４図表４図表４図表４    特別養護老人ホームの入所申込者の状況特別養護老人ホームの入所申込者の状況特別養護老人ホームの入所申込者の状況特別養護老人ホームの入所申込者の状況    

 

【出所】厚生労働省「平成２６年３月２５日付け報道発表資料」 

＜うち，平成 23年 10月～ 

平成 24年 9月を抜き出し＞ 

＜平成 9年 10月～平成 24年 9月における 5年ごとの推移＞ 
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⑶ 介護人材の不足・財政上の問題（介護給付費の増加） 

高齢化の進行に伴い，介護サービスのニーズが高まる中で，平成３７（２０２

５）年度には約２５３万人の介護人材が必要になるとの見通しが示されており，

介護分野を支える介護人材の確保が一層重要となっている。その一方で，介護職

員の処遇をみると，医療・福祉分野における他の職種と比べて平均賃金が低い傾

向にあり

9

，離職率も全産業平均と比べ高い水準にある

10

。これまで，介護報酬に

おける加算の新設や介護職員処遇改善交付金

11

の創設など，介護職員の処遇の改

善のための取組がなされてきたが，依然として，人材の確保が困難である状況が

続いている。 

このような状況を踏まえれば，介護職員の更なる処遇の改善が望まれるところ

である

12

が，介護サービスの利用の大幅な伸びに伴い，介護給付費が急速に増大し

ているという大きな問題があり，介護職員の処遇を改善するための財政上の措置

には限界がある。介護保険制度創設当初の平成１２年度は約３．６兆円だった介

護費用は，平成２５年度には約９．２兆円となっており，平成３７年には，介護

費用は約２１兆円になると推計されている。また，介護給付費の増大に伴い，介

護保険制度創設当初に全国平均３，０００円程度であった介護保険料は，現在約

５，５００円になっており，平成３７年には約８，２００円になると見込まれて

いる。 

 

図表５図表５図表５図表５    ２０２５年２０２５年２０２５年２０２５年に向けた介護人材に係る需給推計（確定値）に向けた介護人材に係る需給推計（確定値）に向けた介護人材に係る需給推計（確定値）に向けた介護人材に係る需給推計（確定値）    

 

【出所】厚生労働省「平成２７年６月２４日付け報道発表資料」 

  

                                                   
9

 厚生労働省「平成２７年賃金構造基本統計調査」 

10

 厚生労働省「平成２６年雇用動向調査」及び公益財団法人介護労働安定センター「平成２６年度介護

労働実態調査」 

11

 介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して，平成２１年１０月から平成２３年度末までの間，計

約３９７５億円（全国平均で介護職員〔常勤換算〕１人当たり月１．５万円に相当する額）を交付する

もの。 

12

 「ニッポン一億総活躍プラン」（平成２８年６月２日閣議決定）において，平成２９年度からキャリ

アアップの仕組みを構築し，月額平均１万円相当の改善を行うなど介護人材の処遇改善に向けた取組が

なされることとされた。 
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図表６図表６図表６図表６    介護給付介護給付介護給付介護給付費費費費と保険料の推移と保険料の推移と保険料の推移と保険料の推移    

 

【出所】厚生労働省老健局総務課「公的介護保険制度の現状と今後の役割（平成２７年度）」 

 

    ２２２２    制度の変遷制度の変遷制度の変遷制度の変遷    

 介護分野に係る現行制度を把握するに当たり，まず，現在に至るまでの制度の変

遷を概括する。 

 

⑴ 高齢者保健福祉政策の流れ 

ア 高齢者福祉政策の始まり（昭和３５〔１９６０〕年～） 

昭和３４年に国民年金法が制定されるなどして，いわゆる国民皆年金体制が

整った。しかし，こうした年金制度を別とすれば，６５歳以上の人口が少なか

った当時の我が国の高齢者福祉政策は，生活保護法による養老施設

13

への保護

が主なものであった。しかし，高齢者の増加，産業構造の変化による高齢者の

就業機会の減少，人口の都市集中に伴う家族制度の変化など，高齢者を取り巻

く環境も変わりつつあった。こうした状況を受けて，高齢者の福祉を幅広く推

進し発展させていくための独立した制度が期待されるようになり，昭和３８年

に福祉六法

14

の一つである「老人福祉法」が制定された。老人福祉法には，具体

                                                   
13

 第二次世界大戦後に旧生活保護法が改正され，それまで養老院と呼ばれていた施設が養老施設へと

名称が変更された。 

14

 老人福祉法のほか精神薄弱者福祉法（平成１０年に「知的障害者福祉法」に改称），母子福祉法（昭

和５６年に「母子及び寡婦福祉法」に，平成２６年に「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改称）と「福

祉三法」（生活保護法，児童福祉法，身体障害者福祉法）を総称して「福祉六法」と呼んだ。 
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的施策として，老人福祉施設

15

の設置，健康診査の実施，社会参加の奨励等が盛

り込まれた。これらのうち，老人福祉施設については，生活保護法に位置付け

られてきた養老施設が「養護老人ホーム」という類型で引き継がれたほか，新

しく「特別養護老人ホーム」と「軽費老人ホーム」

16

という類型が加えられた。

これにより，我が国で初めて，経済的な状況にかかわらず介護を必要とする高

齢者を養護する施策が制度的に登場した。 

このほか，老人福祉法により，老人家庭奉仕員（現在の訪問介護員〔ホーム

ヘルパー〕）制度が法制化された。老人家庭奉仕員が自宅を離れたくない高齢者

に対し，洗濯，炊事，身の回りの世話等のサービスを提供することにより，施

設への入所の代替的役割を果たすことになった。 

 

イ 老人医療費の増大（昭和４５〔１９７０〕年～） 

老人福祉法の制定後，昭和４６年を初年度とする「社会福祉施設緊急整備５

カ年計画」が策定され，特別養護老人ホームを中心に，量的整備への取組が進

められるなど，高齢者福祉は徐々に充実が図られてきた。 

しかしながら，より国民の関心を集めていたのは，高齢者の医療費負担であ

った。当時は，加入する医療保険によって保険給付率が異なり，複数の病気を

抱えて長期の療養生活を送ることも多い高齢者の医療費負担をいかに軽減する

かが大きな問題となっていた。こうした中で，昭和４４年に秋田県と東京都が

老人医療費の無料化に踏み切ったことを契機に，その後，この動きが全国の多

くの自治体に広がっていった。 

こうした状況を受けて，「福祉元年」と呼ばれた昭和４８年１月から国の制度

として，一定の所得水準以下の７０歳以上の高齢者を対象に医療費が無料化さ

れた（老人医療費支給制度）。この老人医療費の無料化の影響により，高齢者が

医療機関にかかりやすくなったことや，高齢者福祉施設が量的に十分ではなか

ったことから，必ずしも入院治療を要しないが，入院を継続するという「社会

的入院」の現象等が現われ始めた。 

 

ウ 社会的入院や寝たきり老人の社会的問題化（昭和５５〔１９８０〕年～） 

社会的入院やいわゆる「寝たきり老人」

17

の増加が社会問題化してくると，こ

                                                   
15

 現行の老人福祉法においては，老人福祉施設とは，老人デイサービスセンター，老人短期入所施設，

養護老人ホーム，特別養護老人ホーム，軽費老人ホーム，老人福祉センター及び老人介護支援センター

とされている（老人福祉法第５条の３）。 

16

 軽費老人ホームとは，家庭環境，住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な老人を

無料又は低額な料金で入所させ，食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与する施設をいう（老人

福祉法第２０条第６項：後記図表１１参照）。軽費老人ホームには，食事付きのＡ型，自炊のＢ型，ケ

アハウス等の種類があったが，平成２０年６月１日以降，ケアハウスの基準に統一され，Ａ型及びＢ型

については，建替えを行うまでの経過的軽費老人ホームとされた。 

17

 昭和４３年９月の全国社会福祉協議会「居宅寝たきり老人実態調査」の結果公表が契機となった。 
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れらに対応するための施設整備が進む一方で，老後も可能な限り住み慣れた地

域社会で暮らしたいという高齢者の希望を尊重すべく，在宅での福祉が推進さ

れるようになった。在宅福祉施策は，自治体の先行する動きを受ける形で，昭

和５５年頃からその充実が図られるようになり，デイサービス（現在の通所介

護）やショートステイ（現在の短期入所生活介護）もこの時期に制度化された。 

他方，老人医療費支給制度が導入されて以降，老人医療費は著しく増大し，

各医療保険者，とりわけ高齢者加入率の高い市区町村国民健康保険の財政負担

が大きくなった。こうした問題に対応するため，昭和５７年８月に老人保健法

18

が制定され，高齢者の一部負担と各保険者からの拠出金により老人医療費を

拠出する仕組みが導入された。その後，昭和６１年に，同法は改正され，社会

的入院や寝たきり老人といった問題等に対応するために，医療施設と福祉施設

の両者の機能を併せ持った中間的な施設として，「老人保健施設」が創設された。 

 

エ ゴールドプランの推進（平成２〔１９９０〕年～） 

平成元年には，高齢者福祉を一層充実すべきとの声がますます高まる中，消

費税導入の趣旨を踏まえ，高齢者の在宅福祉や施設福祉などの基盤整備を促進

することとし，２０世紀中に実現を図るべき１０か年の目標を掲げた「高齢者

保健福祉推進十カ年戦略」（ゴールドプラン）が策定され，基盤の計画的整備が

図られることになった。このゴールドプランにより，平成１２年までにホーム

ヘルパー１０万人，デイサービス１万か所，ショートステイ５万床と在宅福祉

対策を飛躍的に拡充することとしたほか，特別養護老人ホーム２４万床に増設

する等の大幅な拡充が目標とされた。このゴールドプランは，平成６年に全面

的に見直され，当面緊急に行うべき高齢者介護サービス基盤の整備目標の引上

げが図られ，「新ゴールドプラン」が策定された。この新ゴールドプランでは，

ホームヘルパーは１７万人，デイサービス１万７０００か所，ショートステイ

６万床，特別養護老人ホーム２９万床といった整備目標が設定された。 

一方，平成２年には，ゴールドプランを実施するための体制づくりを図るな

どの観点から，福祉関係八法

19

の改正が行われた。このうち，改正老人福祉法に

おいては，①在宅福祉サービスの積極的な推進，②在宅・施設サービスの実施

に係る権限の市区町村への一元化，③各自治体における老人保健福祉計画策定

の義務付け等が図られた。 

                                                   
18

 老人保健法では，高齢者にも一部負担を求めることとしたことのほか，疾病予防や健康づくりを含む

総合的な老人保健医療対策が盛り込まれた。なお，同法は，平成２０年に「高齢者の医療の確保に関す

る法律」に改称され，その内容も大幅に改正された。 

19

 老人福祉法，身体障害者福祉法，知的障害者福祉法，児童福祉法，母子及び寡婦福祉法（平成２６年

に「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改称），社会福祉事業法，老人保健法（平成２０年に「高齢者

の医療の確保に関する法律」に改称）及び社会福祉・医療事業団法（独立行政法人福祉医療機構法の制

定に伴い廃止）をいう。 
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オ 介護保険制度の創設 

２１世紀に向けた高齢者介護の制度の在り方について，平成６年３月に厚生

大臣の私的懇談会である「高齢社会福祉ビジョン懇談会」が取りまとめた「２

１世紀福祉ビジョン」において，誰もが介護を受けることができる新たな仕組

みの構築が提言され，また，同年１２月に厚生省の内部検討組織である高齢者

介護対策本部の本部長の私的検討会である「高齢者介護・自立支援システム研

究会」が取りまとめた報告書において，高齢者の自立支援という基本理念の下，

介護に関連する既存制度を再編成し，社会保険方式に基礎を置いた新たな仕組

みの創設を目指すべきことが提言された。これらの報告を踏まえ，平成７年２

月から，厚生大臣の諮問機関である「老人保健福祉審議会」において議論が重

ねられ，厚生省は，平成８年６月に介護保険制度案大綱を同審議会等に諮問し，

答申を得た。この時点では，介護保険法案が国会へ提出されるには至らなかっ

たが，要綱案を基本として次期国会に法案提出を図る旨が与党３党間で合意さ

れた。その後，介護保険法案は，平成８年１１月に国会に提出され，翌平成９

年１２月に成立し，同月１７日に公布，平成１２年４月に施行された。 

 

図表７図表７図表７図表７    高齢者保健福祉の変遷高齢者保健福祉の変遷高齢者保健福祉の変遷高齢者保健福祉の変遷    

 

【出所】厚生省「平成１２年版厚生白書」 
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⑵ 介護保険制度の改正の経緯 

平成１２年４月に介護保険法が施行されてから，これまで大きく４回の改正が

行われている。その改正の概要は次のとおりである。 

 

ア 平成１７（２００５）年介護保険法改正

20

 

平成１７年改正では，①予防重視型システムへの転換，②施設入所者の利用

者負担の見直し，③新たなサービス体系の確立等を内容とした改正が行われた。 

具体的には，①予防重視型システムへの転換を内容とする改正としては，介

護保険の基本理念である「自立支援」をより徹底する観点から，軽度者（当時

の要支援及び要介護１）に対する保険給付について，給付内容を見直した「新

予防給付」（現行の要支援１及び要支援２）が創設され，併せて，要支援や要介

護状態になる前からの介護予防を推進する観点等から，市区町村が実施する「地

域支援事業」

21

が創設された。また，②施設入所者の利用者負担の見直しを内容

とする改正としては，居宅サービスの利用者負担と施設サービスの利用者負担

の不均衡等を是正する等の観点から，施設における居住費・食費について，保

険給付の対象から外し，在宅の場合と同様に，利用者の負担とされるとともに，

所得に応じた負担の上限額を設け，低所得であっても施設の利用が困難になら

ないような仕組みが設けられた。さらに，③新たなサービス体系の確立を内容

とする改正としては，認知症高齢者や一人暮らし高齢者の増加等を踏まえ，で

きる限り住み慣れた地域での生活を継続できるよう，住民に身近な市区町村で

提供されるべき新たなサービス類型として「地域密着型サービス」（後記３⑴ウ

〔１７ページ〕参照）が創設された。これらのほか，利用者の適切な介護サー

ビスの選択に資するべく，介護サービス情報公表制度（後記第３の４⑴ア〔６

８～６９ページ〕参照）が創設され，また，保険料の設定方法について，より

きめ細かく所得状況に配慮した仕組みとするなどの見直しが行われた。 

 

イ 平成２０（２００８）年介護保険法改正

22

 

平成２０年改正では，一部の広域的な介護サービス事業者による悪質かつ組

織的な不正事案の発生を受けて，このような不正事案の再発を防止し，介護事

                                                   
20

 平成１７年２月に「介護保険法等の一部を改正する法律案」が国会に提出され，同年５月１０日に一

部修正の上，衆議院において可決され，同年６月２２日に参議院で可決・成立した（主要な改正部分は

平成１８年４月施行）。 

21

 地域支援事業とは，要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進し，高齢者が地域において自

立した生活を継続できるよう市区町村が実施する事業のこと。事業内容は，介護予防事業，地域におけ

る包括的・継続的なケアマネジメントを行う包括的支援事業，市区町村の判断により行われる任意事業

の３つの柱からなる。 

22

 平成２０年３月に「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律案」が国会に提出され，同年４

月２５日に衆議院において可決され，同年５月２１日に参議院で可決・成立した（平成２１年５月施行）。 
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業運営の適正化を図る観点から，事業者規制の見直しが行われた。主な改正の

内容は，①法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられたこと，②事業所

の休止届が事前届出制に変更されたこと，③事業廃止時のサービス確保に係る

事業者の義務が明確化されたことであった。 

 

ウ 平成２３（２０１１）年介護保険法改正

23

 

平成２３年改正では，高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営めるよう，

日常生活圏域内において，医療，介護，予防，住まい，生活支援サービスが切

れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取組を進めるべ

く，①医療と介護の連携の強化等，②高齢者の住まいの整備等を内容とした改

正が行われた。 

具体的には，①医療と介護の連携の強化等を内容とする改正としては，市区

町村は，日常生活圏域ごとにニーズ調査を実施し，地域の高齢者の心身の状況

やその置かれている環境などの課題を踏まえて介護保険事業計画を策定するよ

うその策定方法の見直しが行われたほか，単身・重度の要介護者が，できる限

り在宅生活を継続できるよう，地域密着型サービスに，新たに「定期巡回・随

時対応型訪問介護看護」及び「複合型サービス」（現在の看護小規模多機能型居

宅介護）が創設された。また，②高齢者の住まいの整備等については，諸外国

と比較して，高齢者に配慮された住宅の割合が少なく整備が立ち遅れているこ

と等から，「高齢者の居住の安定確保に関する法律」（平成１３年４月６日法律

第２６号。以下「高齢者住まい法」という。）を改正し，厚生労働省と国土交通

省が連携して，高齢者を対象とした状況把握サービスや生活相談サービスを提

供する「サービス付き高齢者向け住宅」（以下「サ高住」という。）（後記３⑵イ

〔１８ページ〕参照）の供給促進が図られることとなった。あわせて，有料老

人ホーム等において，入居者を保護する観点から，入居後一定期間内に契約が

解除され又は入居者が亡くなった場合に，家賃，サービス費用等の実費相当額

を除いて，前払金を全額返還する契約を義務付けることとされた。これらのほ

か，平成１７年改正により創設された介護サービス情報公表制度（後記第３の

４⑴ア〔６８～６９ページ〕参照）について，介護サービス事業者等に対する

調査方法の見直しが行われ，また，保険者による主体的な取組を推進するため

に，一部の地域密着型サービスについて，公募・選考による指定を可能とする

制度が盛り込まれた。 

 

                                                   
23

 平成２３年４月に「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」が国会

に提出され，同年５月３１日に一部修正の上，衆議院において可決され，同年６月１５日に参議院で可

決・成立した（主要な改正部分は平成２４年４月施行）。 
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エ 平成２６（２０１４）年介護保険法改正

24

 

平成２６年改正では，医療・介護を含む社会保障制度改革の全体像や進め方

を明らかにした「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関

する法律」（平成２５年１２月１３日法律第１１２号。プログラム法）が成立し

たこと等を受けて，地域包括ケアシステムの構築と介護保険制度の持続可能性

の確保のための見直し事項が盛り込まれた。 

具体的には，地域包括ケアシステムの構築の観点からは，在宅医療・介護連

携の推進等の地域支援事業の充実を図ることと併せて，介護予防給付の訪問介

護及び通所介護を地域支援事業に移行し，地域の多様な主体による多様なサー

ビスの提供体制を整えることとした（新しい介護予防・日常生活支援総合事業

に再編）。さらに，特別養護老人ホームについては，原則として，入所者を要介

護３以上の高齢者に限定し，中重度の要介護高齢者を支える施設としての機能

に重点化を図ることとした。 

また，費用負担の公平化の観点からは，低所得者の高齢者の保険料軽減を強

化する一方，一定以上の所得者の利用者負担を２割とする措置等を講じること

とした。 

 

図表８図表８図表８図表８    介護保険制度の改正の経介護保険制度の改正の経介護保険制度の改正の経介護保険制度の改正の経緯緯緯緯 

 

【出所】厚生労働省老健局総務課「公的介護保険制度の現状と今後の役割（平成２７年度）」 

                                                   
24

 平成２６年２月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律案」（地域医療・介護総合確保推進法）が国会に提出され，同年５月１５日に衆議院にお

いて可決され，同年６月１８日に参議院で可決・成立した（主要な改正部分〔介護保険法関係〕は平成

２７年４月施行）。 
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図表９図表９図表９図表９    地域支援事業の概要地域支援事業の概要地域支援事業の概要地域支援事業の概要 

 

【出所】厚生労働省老健局振興課「介護予防・日常生活支援総合事業の推進に向けて（平成２７年５月）」 

    

    ３３３３    制度の概要制度の概要制度の概要制度の概要    

⑴ 介護サービス（介護保険適用サービス）の概要 

介護保険の適用を受ける介護サービスを利用する際には，市区町村から要介護

又は要支援の認定を受ける必要があり，それぞれの認定の状況に応じて利用でき

る介護サービスが分かれる。 

まず，「要介護」の認定を受けた場合，介護給付の対象となる介護サービスが利

用できる。介護給付の対象となる介護サービスには，「居宅サービス」，「施設サー

ビス」及び「地域密着型サービス」がある。次に，「要支援」の認定を受けた場合，

予防給付の対象となる介護サービスが利用できる。予防給付の対象となる介護サ

ービスには，「介護予防サービス」及び「地域密着型介護予防サービス」がある。 

これらの介護サービスは，指定・監督を行う自治体により分類することができ

る。都道府県（政令市・中核市を含む。）が指定・監督を行う介護サービスは居宅

サービス，施設サービス及び介護予防サービスであり，市区町村が指定・監督を

行う介護サービスは地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスである。    
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図表１０図表１０図表１０図表１０    介護サービスの種類介護サービスの種類介護サービスの種類介護サービスの種類    

 都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービス 市区町村が指定・監督を行うサービス 

介
護

給
付

を
行

う
サ

ー
ビ

ス
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予
防

給
付

を
行

う
サ

ー
ビ

ス
 

 

  

※ 網掛け文字のサービスは，医療系サービス（後記⑵ア参照）と位置付けられているサービスである。 

【出所】厚生労働省老健局総務課「公的介護保険制度の現状と今後の役割（平成２７年度）」を基に作成 

 

ア 居宅サービス 

居宅サービスには，「訪問サービス」である訪問介護，訪問入浴介護，訪問看

護，訪問リハビリテーション及び居宅療養管理指導，「通所サービス」である通

所介護及び通所リハビリテーション，「短期滞在サービス」である短期入所生活

介護及び短期入所療養介護がある。 

また，居宅サービスに含まれる特定施設入居者生活介護とは，介護付き有料

老人ホーム，軽費老人ホーム（ケアハウス）又は養護老人ホームといった施設

（以下，これらの施設を「特定施設」という。）に入居する要介護者に対して行

うサービスであるが，これらの施設は，利用者の住居と位置付けられているこ

とから，居宅サービスに含まれる（以下，このように利用者の住居とされる施

◎◎◎◎居宅居宅居宅居宅サービスサービスサービスサービス    

 
 
 
 
 
 
 
 
○特定施設入居者生活介護 
○特定福祉用具販売       ○福祉用具貸与 

○訪問介護 
○訪問入浴介護 
○訪問看護 
○訪問リハビリテーション 
○居宅療養管理指導 

○通所介護 
○通所リハビリテーション 

○短期入所生活介護 
○短期入所療養介護 

◎◎◎◎施設施設施設施設サービスサービスサービスサービス 
○介護老人福祉施設 
○介護老人保健施設 
○介護療養型医療施設 

◎◎◎◎地域地域地域地域密着型密着型密着型密着型サービスサービスサービスサービス 
○定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
○夜間対応型訪問介護 
○認知症対応型通所介護 
○小規模多機能型居宅介護 
○認知症対応型共同生活介護 
○地域密着型特定施設 

入居者生活介護 
○地域密着型介護老人福祉 

施設入所者生活介護 
○看護小規模多機能型 

居宅介護 

◎◎◎◎居宅介護居宅介護居宅介護居宅介護支援支援支援支援 

◎◎◎◎介護介護介護介護予防予防予防予防サービスサービスサービスサービス    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○介護予防特定施設入居者生活介護 
○特定介護予防福祉用具販売    ○介護予防福祉用具貸与 

○介護予防訪問介護 

○介護予防訪問入浴介護 

○介護予防訪問看護 

○介護予防訪問リハビリテーション 

○介護予居宅療養管理指導 

○介護予防通所介護 

○介護予防通所リハ

ビリテーション 

○介護予防短期入所生

活介護 

○介護予防短期入所療

養介護 

◎◎◎◎地域地域地域地域密着型密着型密着型密着型介護介護介護介護予防予防予防予防    

サービスサービスサービスサービス    

○介護予防認知症対応型 
通所介護 

○介護予防小規模多機能型 
居宅介護 

○介護予防認知症対応型 
共同生活介護 

◎◎◎◎介護介護介護介護予防支援予防支援予防支援予防支援    

【訪問サービス】 【通所サービス】 

【短期滞在サービス】 

【訪問サービス】

【通所サービス】 

【短期滞在サービス】 

【通所サービス】 
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設に入居して介護サービスの提供を受ける特定施設入居者生活介護，後記ウの

認知症対応型共同生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護を併せて

「居宅扱い施設介護」という。）。 

 

イ 施設サービス 

施設サービスとは，介護福祉施設サービス，介護保健施設サービス及び介護

療養施設サービスをいう。介護福祉施設サービスとは，介護老人福祉施設（特

別養護老人ホーム）に入所する要介護者に対して行うサービスをいい，介護保

健施設サービスとは，介護老人保健施設に入所する要介護者に対して行うサー

ビスをいい，介護療養施設サービスとは，介護療養型医療施設の療養病床等に

入院する者に対して行うサービスをいう（以下，介護老人福祉施設，介護老人

保健施設及び介護療養型医療施設を併せて「介護保険３施設」という。）。 

介護保険３施設には，それぞれ異なる役割があり，介護老人福祉施設は，要

介護高齢者のための生活施設，介護老人保健施設は，要介護高齢者にリハビリ

等を提供し在宅復帰を目指す施設，介護療養型医療施設は，医療の必要な要介

護高齢者の長期療養施設となっている。 

なお，介護療養型医療施設については，平成２４年度以降の新設は認めない

こととされており，平成２９年度末の廃止を目指して，老人保健施設等への転

換が進められている。 

 

ウ 地域密着型サービス 

地域密着型サービスとは，高齢者の住み慣れた地域での生活を支えるため，

身近な市区町村で提供されることが適当と考えられるサービスとして，平成１

７年の介護保険法の改正により導入されたサービスである。現在，介護給付を

行うサービスとしては，定期巡回・随時対応型訪問介護看護，夜間対応型訪問

介護，認知症対応型通所介護，小規模多機能型居宅介護，認知症対応型共同生

活介護（認知症高齢者向けグループホーム），地域密着型特定施設入居者生活介

護，地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（小規模特別養護老人ホーム）

及び複合型サービス（平成２７年度の介護報酬改定において看護小規模多機能

型居宅介護に名称を変更）がある。 

なお，平成２８年４月，定員１８名以下の小規模の通所介護が地域密着型通

所介護として，地域密着型サービスに含まれることになった。 

 

⑵ 介護サービス等のその他の分類 

ア 福祉系サービスと医療系サービス 

介護保険法の介護サービスは，その起源や目的，性格等に応じて，福祉系サ
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ービスと医療系サービスに分類することができる。 

医療系サービス（予防給付を除く。）とは，訪問看護，訪問リハビリテーショ

ン，通所リハビリテーション，短期入所療養介護，居宅療養管理指導，介護老

人保健施設及び介護療養型医療施設をいい，福祉系サービス（予防給付を除く。）

とは，これら以外のものをいう。 

なお，地域密着型サービスについては，基本的には，福祉系サービスに分類

されるが，定期巡回・随時対応型訪問介護看護（一体型事業所で訪問看護を利

用する場合）と複合型サービス（医療系サービスを含む組合せにより提供され

るもの）について，医療系サービスに分類する場合がある。 

 

イ 高齢者向け住まい・施設 

これまで述べてきた介護保険３施設，有料老人ホーム，軽費老人ホーム，養

護老人ホーム，認知症高齢者向けグループホームのほかに，高齢者向けの住ま

いとして，サ高住がある。 

サ高住とは，高齢者住まい法に基づく，都道府県知事の登録を受けた一定の

基準を満たしている住宅であって，入居者に対し安否確認や生活相談のサービ

スの提供が義務付けられている。ただし，サ高住の入居者が介護サービスの提

供を受ける場合には，通常，外部の介護サービスを利用する必要がある

25

。 

 

図表１１図表１１図表１１図表１１    高齢者高齢者高齢者高齢者向け向け向け向けの住まいの住まいの住まいの住まいの概要の概要の概要の概要 

 

【出所】厚生労働省「厚生労働省（老健局）の取組について」（平成２７年４月１０日） 

                                                   
25

 サ高住のうち，有料老人ホームの定義に該当し，一定の基準を満たした場合には，特定施設入居者生

活介護の指定を受けることが可能であり，逆に，有料老人ホームがサ高住の登録を受けることも可能で

ある。 
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⑶ 介護サービスの利用（手続） 

ア 要介護認定 

介護保険の被保険者が介護保険の給付を受けるためには，市区町村から要介

護又は要支援の認定（以下「要介護認定」という。）を受ける必要がある。 

この認定の手続は，①利用者（代行も可）による申請，②市区町村による利

用者の心身の状況の訪問調査（認定調査）及び主治医意見書の受領，③調査結

果等を踏まえた介護認定審査会による審査・判定，④介護認定審査会の審査・

判定に基づく市区町村による認定という流れで行われる（図表１２－１参照）。 

介護予防・日常生活支援総合事業

26

を開始している市区町村の場合は，利用者

からの相談を受けた市区町村窓口等が，「チェックリスト」による質問・チェッ

クを実施するなどして，要介護認定申請を行うべきか，又は介護予防・生活支

援サービス事業等の対象者となるのかを決めることになる（図表１２－２参照）。 

介護保険制度においては，訪問調査は原則として，市区町村が自ら行うこと

とされている。ただし，市区町村は訪問調査を指定市町村事務受託法人

27

に委託

することもできる。また，要介護認定の更新申請及び区分変更申請の認定調査

に限っては，居宅介護支援事業者や介護支援専門員が実施することも可能であ

る。居宅介護支援事業者とは，要介護者又は要支援者（以下「要介護者等」と

いう。）が介護保険のサービスを適切に利用できるよう介護サービス計画（以下

「ケアプラン」という。）の作成やサービス事業者との連絡調整等のケアマネジ

メントを行う事業者のことをいう。居宅介護支援事業は，株式会社等を始めと

して，社会福祉法人，医療法人等が行うことができ，居宅サービス事業者が併

せて営むことも可能である。また，利用者からの依頼により要介護認定の申請

代行を行うこともできる。介護支援専門員は，居宅介護支援事業所，介護保険

３施設等に所属し，各事業所において，ケアプランの作成等を実施しており，

一般的にケアマネジャーと呼ばれている。 

 

イ ケアプランの作成 

要介護認定を受けた利用者は，それらの状況に合ったケアプランを作成する

必要がある。ケアプランについては，自ら作成することも可能であるが，要介

護の場合は居宅介護支援事業者に，要支援の場合は地域包括支援センター

28

に，

                                                   
26

 介護予防・日常生活支援総合事業については，従来，各保険者（市区町村）が任意で実施していたが，

平成２６年改正により改編された上で，平成２７年４月から平成２９年３月までの間に，全ての保険者

において実施することとされた。 

27

 保険者から委託を受けて保険者事務（要介護認定調査事務や照会等の事務）の一部を実施する法人と

して，都道府県が指定した法人をいう。社会福祉法人やＮＰＯ法人が指定されている。 

28

 地域包括支援センターは，地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行う

ことにより，地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設（介

護保険法第１１５条の４６第１項）として，平成１７年の介護保険法改正により制定されたものである。

その設置主体は市区町村等であり，運営に関して外部に委託することも可能である。 
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その作成を依頼することもできる。ケアプランにおいては，①利用する居宅サ

ービス等の種類，内容及び担当者，②健康上及び生活上の問題点及び解決すべ

き課題，③各サービスの目標と達成時期，④提供日時，⑤サービスの提供上の

留意事項，⑥本人の負担額を定めることになっている。 

なお，ケアプラン作成費用は全額保険給付となっており，利用者の負担はな

い

29

。 

 

ウ サービスの利用 

作成されたケアプランにより，都道府県又は市区町村の指定を受けた介護サ

ービス事業者との契約に基づいて要介護度

30

に応じた支給限度基準額の範囲内

で各種サービスを利用できることになっている。 

 

図表１２－１図表１２－１図表１２－１図表１２－１    介護サービスの利用の流れ（１）介護サービスの利用の流れ（１）介護サービスの利用の流れ（１）介護サービスの利用の流れ（１） 

    

【出所】厚生労働省ウェブサイト「介護事業所・生活関連情報検索」の介護保険の解説 

                                                   
29

 新聞報道によれば，厚生労働省は，平成３０年度の介護報酬改定に併せて，ケアプラン作成費用の１

割を自己負担とする案を検討しているようである（平成２７年９月７日付け日本経済新聞）。 

30

 要介護認定の判定の際の状態区分のことをいい，介護の必要の程度に応じて，要支援１～２，要介護

１～５の７段階に区分されている。 
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図表１２－２図表１２－２図表１２－２図表１２－２    介護サービスの利用の流れ（２）介護サービスの利用の流れ（２）介護サービスの利用の流れ（２）介護サービスの利用の流れ（２）    

    

【出所】厚生労働省ウェブサイト「介護事業所・生活関連情報検索」の介護保険の解説 

 

エ 介護保険の運営と給付（介護報酬） 

介護保険の保険者は市区町村となっており，国，都道府県，医療保険者及び

年金保険者が重層的に支え合う構造となっている。 

介護保険の保険料は，第１号被保険者（６５歳以上）は年金からの天引き（特

別徴収）又は市区町村による個別の徴収（普通徴収）により行われ，第２号被

保険者（４０歳以上６５歳未満）は加入している医療保険の保険料と一括して

徴収されることになっている。 

介護サービス事業者が利用者に介護サービスを提供した場合に，当該事業者

に対し，その対価として介護報酬と呼ばれるサービス費用が支払われる。この

介護報酬は，介護保険法上，厚生労働大臣が社会保障審議会（介護給付費分科

会）の意見を聴いて決めることとされている。介護報酬はサービスごとに設定

されており，各サービスの基本的なサービス提供に係る費用に加えて，各事業
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所のサービス提供体制や利用者の状況に応じて加算・減算される仕組みとなっ

ている。 

介護保険制度では，原則として介護報酬の９割分が介護保険から支給され，

１割分が利用者の負担となっている。ただし，平成２７年８月から一定以上の

所得を有する利用者は２割分を負担することとなった。 

    

図表１３図表１３図表１３図表１３    介護報酬支払いの流れ介護報酬支払いの流れ介護報酬支払いの流れ介護報酬支払いの流れ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出所】厚生労働省ウェブサイト「介護報酬について」 

 

⑷ 参入規制 

多くの介護サービスは，社会福祉法上の社会福祉事業，老人福祉法上の老人居

宅生活支援事業・老人福祉施設による事業又は医療法上の医療として位置付けら

れており，それぞれの法律により，サービスの提供主体等に係る規制が課せられ

ている。 

また，介護サービス事業者が介護サービスを提供し，介護報酬を請求するため

には，介護サービスの種類ごと，事業所ごとに，都道府県知事又は市区町村長の

指定を受ける必要がある（介護老人保健施設については都道府県知事の開設許可

を受ければ他の介護サービスのように別途前記指定を受けることなく，介護保険

が適用される。）。この指定を受けることができる条件（欠格条項に該当しない等）

については，介護サービスの類型ごとに介護保険法に定められているところ，当

該条件を満たしていれば，基本的には，都道府県知事又は市区町村長は指定を拒

否することはできない。ただし，一部の介護サービスにおいては，サービスの提

供が過剰とみなされた場合に指定を拒否すること等ができる。 

 

ア 介護サービスの提供主体等に関する規制 

介護サービスの提供主体等に関する規制の状況は次のとおりである。 

被保険者（利用者） 

介護サービス事業者 保険者（市区町村） 

①要介護認定の 
申請 

②認定 

③サービスの提供 

④利用者負担 

（原則として介護報酬の１割分） 

⑤介護給付費等の請求 

⑥介護給付費の支払い 

（原則として介護報酬の９割分） 
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(ｱ) 施設サービス 

介護福祉施設サービスは，介護老人福祉施設に入所して受けるサービスで

あり，その提供主体は，特別養護老人ホームに限られている。特別養護老人

ホームの経営は，社会福祉法上の第一種社会福祉事業であり，その経営主体

は，国，地方公共団体又は社会福祉法人に限られている（社会福祉法第６０

条第１項等）。さらに，老人福祉法において，特別養護老人ホームの設置主体

は，都道府県，市町村，地方独立行政法人，社会福祉法人等と定められてい

る（老人福祉法第１５条等）。 

介護保健施設サービスは，介護老人保健施設に入所して受けるサービスで

あり，その開設に当たっては，施設所在地の都道府県知事の許可を受ける必

要があるところ，開設主体は，地方公共団体，医療法人，社会福祉法人その

他厚生労働大臣が定める者（国，地方独立行政法人，日本赤十字社等）に限

られている。 

介護療養施設サービスは，介護療養型医療施設に入院して受けるサービス

であり，その提供主体は，療養病床等を有する病院又は診療所に限られる。 

 

(ｲ) 居宅サービス 

前記⑵ア（１７～１８ページ）のとおり，居宅サービスは，福祉系サービ

スと医療系サービスに分類でき，このうち福祉系サービスと位置付けられて

いる居宅サービスについては，基本的には，提供主体の制限はない。 

しかし，福祉系サービスに分類される介護サービスのうち，介護付き有料

老人ホーム等の特定施設に入居して受ける介護サービスである特定施設入居

者生活介護については，介護サービスを提供する特定施設の種類に応じて，

当該特定施設を設置できる者が異なっている。例えば，有料老人ホームにつ

いては，その設置主体に制限はないが，養護老人ホームやケアハウスの経営

については，社会福祉法上の第一種社会福祉事業であることから，その主体

は，原則として，国，地方公共団体又は社会福祉法人に限られる。ただし，

ケアハウスについては，株式会社等が都道府県知事の許可を受けた上で設置

が可能となっている。 

居宅サービスのうち，医療系サービスと位置付けられている訪問リハビリ

テーション，通所リハビリテーション，短期入所療養介護及び居宅療養管理

指導については，提供主体は病院・診療所に限られている（訪問リハビリテ

ーション，通所リハビリテーション及び短期入所療養介護にあっては介護老

人保健施設も可能，居宅療養管理指導にあっては薬局も可能）。 

なお，医療系サービスである訪問看護については，病院・診療所以外の法

人も行うことができる。 



 

24 
 

    

図表１４図表１４図表１４図表１４    主要な介護サービスの開設主体主要な介護サービスの開設主体主要な介護サービスの開設主体主要な介護サービスの開設主体    

福祉系 ● ●

● ● ●

● ●

有料老人ホーム

養護老人ホーム（注１） ● ●

軽費老人ホーム（ケアハウス） （注２） ● （注２） ●

（注３） ● ●

地域 ● ●

密着型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開設主体

　

　介護サービスの種類

（注２）　株式会社等や医療法人についても，都道府県知事の許可を受けた上で，設置可能となっている。

（注３）　介護老人保健施設も開設が可能であることから，同施設を開設する社会福祉法人が開設主体となってい

        る場合がある。

特定施設入居者生活介護

　

株

式

会

社

等

　

社

会

福

祉

法

人

　

医

療

法

人

（

病

院

等

）

　

地

方

公

共

団

体

限定なし

限定なし

（参考）

福

祉

系

居

宅

限定なし訪問介護，通所介護等

訪問リハビリテーション，通所リハビリテーション等

（注１）　養護老人ホームは，入所について市区町村長の決定が必要な措置施設であるが，入所者が個別に介護

　　　　サービスを契約して利用することができる。また，特定施設の指定を受けて介護サービスを提供している施

　　　　設がある。

訪問看護

サービス付き高齢者向け住宅

施

設

医

療

系

限定なし

医

療

系

介護福祉施設サービス（特別養護老人ホーム）

介護保険施設サービス（介護老人保健施設）

介護療養施設サービス（介護療養型医療施設）

認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者向けグループホーム） 限定なし

福祉系

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（小規模特別養護老人ホーム）

【出所】公正取引委員会調べ 

 

イ 需給調整を目的とした規制 

介護サービス事業者の指定等に当たって，サービスの提供が過剰とみなされ

た場合に指定を拒否することができる，いわゆる「総量規制」と呼ばれる規制

等，需給調整を目的とした規制の状況は次のとおりである。 

 

(ｱ) 施設サービス 

社会福祉法人が特別養護老人ホームを設置する場合には都道府県知事の認

可が必要であるとされているところ，都道府県知事は，特別養護老人ホーム

の入所定員の総数が都道府県の老人福祉計画において定める区域の必要入所

定員総数に既に達しているか，又は設置によってこれを超えることになると

認めるとき等は，認可をしないことができる（老人福祉法第１５条第６項）。 
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介護老人保健施設を開設しようとする者は，都道府県知事の許可を得るこ

とが必要であるとされているところ，都道府県知事は，介護老人保健施設の

入所定員の総数が都道府県の介護保険事業支援計画において定める区域の必

要入所定員総数に既に達しているか，又は開設によってこれを超えることに

なると認めるとき等は，許可をしないことができる（介護保険法第９４条第

５項）。 

 

(ｲ) 居宅サービス 

都道府県知事は，介護専用型特定施設

31

の利用定員の総数及び地域密着型

特定施設入居者生活介護の総数の合計数が，都道府県の介護保険事業支援計

画において定める区域の必要利用定員総数の合計数に既に達しているか，又

は指定によってこれを超えることになると認めるとき等は，指定をしないこ

とができる（介護保険法第７０条第４項）。また，混合型特定施設

32

について

も同様の場合には指定をしないことができる（介護保険法第７０条第５項）。 

また，都道府県知事に指定権限がある訪問介護及び通所介護について，市

区町村長が指定権限を有する地域密着型サービス（定期巡回・随時対応型訪

問介護看護，小規模多機能型居宅介護及び複合型サービス）の見込量との兼

ね合いで，都道府県知事は，指定に当たって市区町村長からの申出に応じて

協議を行わなければならず，協議の結果，指定をしないこと等ができる（介

護保険法第７０条第７項及び第８項）。 

 

(ｳ) 地域密着型サービス 

市区町村長は，認知症対応型共同生活介護，地域密着型特定施設入居者生

活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について，これらの

地域密着型サービスの利用定員の総数が，市区町村が介護保険事業計画にお

いて定める区域等の必要利用定員総数に既に達しているか，又は指定によっ

てこれを超えることになると認めるとき等は，指定をしないことができる（介

護保険法第７８条の２第６項第４号）。 

また，市区町村長は，地域密着型サービス（定期巡回・随時対応型訪問介

護看護，小規模多機能型居宅介護及び複合型サービス）の見込量の確保等の

ために特に必要な場合に，これらの地域密着型サービスの指定を公募により

行うものとすると規定されており（介護保険法第７８条の１３ないし１５），

公募により選定された介護サービス事業者のみを選定することができるよう

になっている。 

                                                   
31

 介護専用型特定施設とは，入居者が要介護者とその配偶者に限られる特定施設をいう。 

32

 混合型特定施設とは，要介護者に限らず要支援者や自立者も入居できる特定施設をいう。 
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図表１５図表１５図表１５図表１５    いわゆる「総量規制」の内容いわゆる「総量規制」の内容いわゆる「総量規制」の内容いわゆる「総量規制」の内容 

 

【出所】規制改革会議第２４回健康・医療ＷＧ（平成２６年１０月１７日）厚生労働省提出資料 

 

⑸ 料金規制 

前記⑶エ（２１～２２ページ）のとおり，介護報酬については，国が決める公

定価格となっている。しかし，医療系サービス及び福祉用具関係サービス

33

を除く

居宅サービス及び介護福祉施設サービスにおいては，公定価格を下回る価格を設

定することが認められている

34

。他方，現行制度下では，公定価格を上回る価格を

設定することはできないとされている。 

 

⑹ 業務規制 

介護サービス事業者が介護サービスの提供に当たり，遵守すべき基準として，

介護サービスの種類ごとに，①人員基準，②設備基準及び③運営基準が定められ

ている。これらの基準を満たすことが，介護サービス事業者の指定

35

を受けるため

の条件の一つとなっていることから，これらの基準は総称して指定基準などと呼

                                                   
33

 福祉用具貸与や特定福祉用具販売に関しては自由価格である。福祉用具貸与については，原則１割が

自己負担であり，他の介護サービスと併せて要介護度に応じた区分支給限度基準額の枠内で介護保険が

利用できる。また，特定福祉用具販売については，区分支給限度基準額とは別枠で，年度ごとに１０万

円を上限として介護保険が利用できる。 

34

 介護保険法第４１条及び厚生省老人保健福祉局企画課長通知「指定居宅サービス事業者等による介

護給付費の割引の取扱いについて」（平成１２年３月１日老企第３９号） 

35

 介護サービス事業者の指定については，前記３⑷（２２ページ）参照。 
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ばれている。 

以前は，これら指定基準は厚生労働省令で定められていたが，「地域の自主性及

び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」

（地方分権一括法）等により，現在は都道府県又は市区町村が条例でこれら指定

基準を定めることとされている。 

なお，厚生労働省令は，都道府県又は市区町村が定める基準における事項ごと

に「従うべき基準」，「標準」，「参酌すべき基準」等を定めていることから，これ

に沿って条例が制定されている。 

 

図表１６図表１６図表１６図表１６    介護サービスの提供に係る介護サービスの提供に係る介護サービスの提供に係る介護サービスの提供に係る国の国の国の国の指定基準（予防給付を除く。）指定基準（予防給付を除く。）指定基準（予防給付を除く。）指定基準（予防給付を除く。） 

介護サービス等の類型 指定基準 

居宅サービス事業者 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 

（平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号） 

地域密着型サービス事業者 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 

（平成十八年三月十四日厚生労働省令第三十四号） 

居宅介護支援事業者 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 

（平成十一年三月三十一日厚生省令第三十八号） 

介護老人福祉施設 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 

（平成十一年三月三十一日厚生省令第三十九号） 

介護老人保健施設 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 

（平成十一年三月三十一日厚生省令第四十号） 

介護療養型医療施設 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準 

（平成十一年三月三十一日厚生省令第四十一号） 
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第３第３第３第３    実態及び意見交換会における議論等実態及び意見交換会における議論等実態及び意見交換会における議論等実態及び意見交換会における議論等    

１１１１    参入規制参入規制参入規制参入規制    

 参入規制については，前記第２の３⑷（２２～２６ページ）のとおり，①提供主

体等による規制，②需給調整を目的とした規制に分けられるところ，多様な事業者

の新規参入が可能となる環境が整っているかとの視点から，参入に係る規制とその

実態等について調査を行った。 

 

⑴ 提供主体等による規制 

ア 現行制度の概要・実態 

提供主体等による規制についてみると，介護サービスのうち医療系のもの

36

を除けば，株式会社等の参入が制限されているのは，介護老人福祉施設（特別

養護老人ホーム〔小規模特別養護老人ホームを含む。〕）のみである

37

。このよう

な制限がなされている理由について，厚生労働省は，特別養護老人ホームには

中重度の要介護者や低所得者の支援を中心とした公的性格を有した役割を担っ

てもらうこととしているためであるなどと説明

38

しており，また，株式会社等の

参入希望の声も耳にしていないと述べている

39

。平成２６年には，前記第２の２

⑵エ（１４ページ）のとおり，上記厚生労働省の説明に沿う介護保険法の改正

が行われ，特別養護老人ホームについて，原則として新規入所者を要介護３以

上の高齢者に限定し，在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設と

しての機能に重点化するといった制度改正が行われた（平成２７年４月１日施

行）。 

 

イ 現行制度・実態に係る意見 

 株式会社等による特別養護老人ホームへの参入に関して，株式会社等に対す

るアンケートでは，回答者の７５．４％が「希望する全ての株式会社等に特別

養護老人ホームの設立・運営を認めるべき」（１４．５％）又は「一定の条件を

満たす株式会社等であれば，特別養護老人ホームの設立・運営を認めてもよい」

（６０．９％）と回答している。さらに，株式会社等に対するアンケートによ

り，特別養護老人ホームへの参入意欲を確認したところ，回答者の６６．０％

が「設立・運営を行う意欲がある」（１５．３％）又は「条件次第で，設立・運

営を検討したい」（５０．７％）と回答しており，後者の具体的な条件の内容と

しては，「補助制度・融資制度の充実」，「税制面での優遇措置」等が挙げられて

                                                   
36

 医療系の介護サービスの開設者は医療関係法令の規制を受けることから，医療制度と併せた検討を

行う必要があるものと考えられるため，ここでの検討対象から除外している。 

37

 養護老人ホームについては，措置施設であることからここでの検討対象から除外している。 

38

 内閣府「規制改革会議」第２５回会合（平成２６年２月４日）厚生労働省提出資料参照。 

39

 内閣府「規制改革会議」第２７回会合（平成２６年３月１７日）議事録（１８ページ）参照。 
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いる。 

 

図表図表図表図表１７１７１７１７    株式会社等による特別養護老人ホームへの参入に関する意見株式会社等による特別養護老人ホームへの参入に関する意見株式会社等による特別養護老人ホームへの参入に関する意見株式会社等による特別養護老人ホームへの参入に関する意見    

 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

図表図表図表図表１８１８１８１８    株式会社等による特別養護老人ホームの設立・運営への意欲株式会社等による特別養護老人ホームの設立・運営への意欲株式会社等による特別養護老人ホームの設立・運営への意欲株式会社等による特別養護老人ホームの設立・運営への意欲 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

 

 

70
14.5%

294
60.9%

33
6.8%

44
9.1%

13
2.7%

29
6.0%

アアアア 希望する全ての株式会社等に特別養希望する全ての株式会社等に特別養希望する全ての株式会社等に特別養希望する全ての株式会社等に特別養

護老人ホームの設立・運営を認めるべき護老人ホームの設立・運営を認めるべき護老人ホームの設立・運営を認めるべき護老人ホームの設立・運営を認めるべき

イイイイ 一定の条件を満たす株式会社等であれ一定の条件を満たす株式会社等であれ一定の条件を満たす株式会社等であれ一定の条件を満たす株式会社等であれ

ば，特別養護老人ホームの設立・運営を認ば，特別養護老人ホームの設立・運営を認ば，特別養護老人ホームの設立・運営を認ば，特別養護老人ホームの設立・運営を認

めてもよいめてもよいめてもよいめてもよい

ウウウウ 現状のままでよい現状のままでよい現状のままでよい現状のままでよい

エエエエ 特に考えはない特に考えはない特に考えはない特に考えはない

オオオオ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

74
15.3%

245
50.7%

45
9.3%

103
21.3%

13
2.7% 3

0.6%
アアアア 設立・運営を行う意欲がある設立・運営を行う意欲がある設立・運営を行う意欲がある設立・運営を行う意欲がある

イイイイ 条件次第で，設立・運営を検討したい条件次第で，設立・運営を検討したい条件次第で，設立・運営を検討したい条件次第で，設立・運営を検討したい

ウウウウ 設立・運営を行う意欲はない設立・運営を行う意欲はない設立・運営を行う意欲はない設立・運営を行う意欲はない

エエエエ 特に考えていない特に考えていない特に考えていない特に考えていない

オオオオ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４８３４８３４８３４８３）））） 

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４８３４８３４８３４８３）））） 
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図表図表図表図表１９１９１９１９    図表図表図表図表１８１８１８１８で「条件次第で，設立・運営を検討したい」と回答したで「条件次第で，設立・運営を検討したい」と回答したで「条件次第で，設立・運営を検討したい」と回答したで「条件次第で，設立・運営を検討したい」と回答した株式株式株式株式

会社等会社等会社等会社等が選択したが選択したが選択したが選択した条件条件条件条件    

    

【出所】公正取引委員会調べ 

  

88.2

79.6

56.7

28.2

45.7

3.7

0.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

アアアア 補助制度・融資制度の充実補助制度・融資制度の充実補助制度・融資制度の充実補助制度・融資制度の充実

イイイイ 税制面での優遇措置税制面での優遇措置税制面での優遇措置税制面での優遇措置

ウウウウ 指定基準の緩和指定基準の緩和指定基準の緩和指定基準の緩和

エエエエ 従来型（多床室）又は一部ユニット型の容認従来型（多床室）又は一部ユニット型の容認従来型（多床室）又は一部ユニット型の容認従来型（多床室）又は一部ユニット型の容認

オオオオ 特定施設と同程度の利用料の設定の自由度特定施設と同程度の利用料の設定の自由度特定施設と同程度の利用料の設定の自由度特定施設と同程度の利用料の設定の自由度

カカカカ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：２４５２４５２４５２４５）））） 

（％）（％）（％）（％） 

（（（（※※※※複数回答可）複数回答可）複数回答可）複数回答可） 
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 一方，株式会社等による特別養護老人ホームへの参入に関して，社会福祉法

人に対するアンケートでは，回答者の８１．５％が「反対」（４８．０％）又は

「どちらかというと反対」（３３．５％）と回答しており，その理由としては，

「特別養護老人ホームは，公的性格を有した施設であり，営利法人である株式

会社等が設立・運営をすることにはそもそもなじまないから」，「株式会社等は

利益を最大化することを目的としてコスト削減を優先するため，サービスの質

を維持することがおろそかになるから」等が挙げられている。 

 

図表図表図表図表２０２０２０２０    株式会社等による特別養護老人ホームへの参入に対する社会福祉法人株式会社等による特別養護老人ホームへの参入に対する社会福祉法人株式会社等による特別養護老人ホームへの参入に対する社会福祉法人株式会社等による特別養護老人ホームへの参入に対する社会福祉法人

の意見及び理由の意見及び理由の意見及び理由の意見及び理由    

① 株式会社等が特別養護老人ホームへの参入に対する社会福祉法人の意見 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21
4.5%

49
10.4%

157
33.5%

225
48.0%

16
3.4%

1
0.2%

アアアア 賛成賛成賛成賛成

イイイイ どちらかというと賛成どちらかというと賛成どちらかというと賛成どちらかというと賛成

ウウウウ どちらかというと反対どちらかというと反対どちらかというと反対どちらかというと反対

エエエエ 反対反対反対反対

オオオオ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４６９４６９４６９４６９））））
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② ①の回答の理由 

【出所】公正取引委員会調べｓ 

66.7

34.7

4.5

4.0

25.0

0.0

90.5

79.6

1.9

0.9

43.8

0.0

0.0

6.1

63.1

70.7

37.5

0.0

0.0

8.2

52.9

66.7

25.0

0.0

0.0

6.1

59.9

78.2

37.5

0.0

9.5

8.2

6.4

8.0

25.0

0.0

0.0

0.0

1.9

0.0

6.3

100.0

0.0 50.0 100.0

アアアア 賛成賛成賛成賛成

イイイイ どちらかというとどちらかというとどちらかというとどちらかというと

賛成賛成賛成賛成

ウウウウ どちらかというとどちらかというとどちらかというとどちらかというと

反対反対反対反対

エエエエ 反対反対反対反対

オオオオ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

アアアア 株式会社等が参入することに株式会社等が参入することに株式会社等が参入することに株式会社等が参入することに

より，特別養護老人ホームの入所より，特別養護老人ホームの入所より，特別養護老人ホームの入所より，特別養護老人ホームの入所

を待つ待機者数の減少につながるを待つ待機者数の減少につながるを待つ待機者数の減少につながるを待つ待機者数の減少につながる

からからからから

イイイイ 多様な主体が参入した方が多様な主体が参入した方が多様な主体が参入した方が多様な主体が参入した方が

サービスの質の向上につながるかサービスの質の向上につながるかサービスの質の向上につながるかサービスの質の向上につながるか

らららら

ウウウウ 株式会社等は利益を最大化す株式会社等は利益を最大化す株式会社等は利益を最大化す株式会社等は利益を最大化す

ることを目的としてコスト削減を優ることを目的としてコスト削減を優ることを目的としてコスト削減を優ることを目的としてコスト削減を優

先するため，サービスの質を維持先するため，サービスの質を維持先するため，サービスの質を維持先するため，サービスの質を維持

することがおろそかになるからすることがおろそかになるからすることがおろそかになるからすることがおろそかになるから

エエエエ 株式会社等は倒産・撤退するリ株式会社等は倒産・撤退するリ株式会社等は倒産・撤退するリ株式会社等は倒産・撤退するリ

スクが高く，安定的・継続的なサースクが高く，安定的・継続的なサースクが高く，安定的・継続的なサースクが高く，安定的・継続的なサー

ビスを提供できないからビスを提供できないからビスを提供できないからビスを提供できないから

オオオオ 特別養護老人ホームは，公的特別養護老人ホームは，公的特別養護老人ホームは，公的特別養護老人ホームは，公的

性格を有した施設であり，営利法性格を有した施設であり，営利法性格を有した施設であり，営利法性格を有した施設であり，営利法

人である株式会社等が設立・運営人である株式会社等が設立・運営人である株式会社等が設立・運営人である株式会社等が設立・運営

することはそもそもなじまないからすることはそもそもなじまないからすることはそもそもなじまないからすることはそもそもなじまないから

カカカカ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４６９４６９４６９４６９））））

（（（（※※※※複数回答可）複数回答可）複数回答可）複数回答可）

（％）（％）（％）（％）

（１（１（１（１/４６９）４６９）４６９）４６９）

（１６（１６（１６（１６/４６９）４６９）４６９）４６９）

（２２５（２２５（２２５（２２５/４６９）４６９）４６９）４６９）

（１５７（１５７（１５７（１５７/４６９）４６９）４６９）４６９）

（４９（４９（４９（４９/４６９）４６９）４６９）４６９）

（２１（２１（２１（２１/４６９）４６９）４６９）４６９）
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 また，意見交換会では，「介護保険制度が始まってから約１５年が経過し，株

式会社等による介護付き有料老人ホームの経営についての実績・ノウハウが蓄

積されてきていることを踏まえて，特別養護老人ホームへの参入も認めるべき

である」，「要介護３以上の者や低所得者を公的な性格で守っていかなければな

らないとしても，株式会社等や医療法人に同じ条件を課して参入を認めればよ

い」といった全面的に参入を認めるべきであるという意見や「特別養護老人ホ

ームへの営利法人の参入は反対であるが，社会医療法人の参入は認めてよいと

考える」といった参入を一部緩和してもよいのではないかという意見があった。 

一方，「特別養護老人ホームは低所得中重度要介護高齢者への使命を担ってお

り，事業の継続性が担保されなければならず，これを踏まえると，社会福祉法

人以外のいかなる法人格にも特別養護老人ホームへの参入を認めるべきではな

い」といった参入を認めるべきではないという意見があり，その理由として，

「社会福祉法人制度改革等を経て，特別養護老人ホームを運営する社会福祉法

人には以前より高度な公益性が具備された」，「営利法人は採算が合わなければ

撤退することになり，利用者にとって不利益が大きい」という意見があった。

ただし，このような株式会社等に対する懸念については，「例えば，保証金を積

み立てておくなど，簡単に撤退できないように担保するという方法がある」と

いう意見があった。 

 なお，株式会社等の参入を認めるとしても，「社会福祉法人が補助制度・税制

により競争上優遇されているというイコールフッティングの問題を併せて議論

することが必要である」という意見や「法人格を問わず，一定数の認知症高齢

者や処遇困難者を引き受ける規制を設けるなどして，クリームスキミング

40

へ

の対応を検討すべきである」という意見もあった。 

 

ウ 指定管理者制度に係る意見 

 特別養護老人ホームの経営主体の多様化を図る方法の一つとして，指定管理

者制度

41

を活用するという方法が考えられる。自治体が設置する特別養護老人

ホームについては，株式会社等であっても指定管理者として管理を行うことが

できる取扱いとなっている。意見交換会においても，「指定管理者制度が積極的

に活用されることになれば，営利法人にとって特別養護老人ホームへの参入機

会が増えることになり大変望ましいものである」という意見があった。しかし，

株式会社等が指定管理者になることができるかどうかについて，自治体に対す

るアンケートでは，回答者の８６．５％が「できない」（１５．５％）又は「取

                                                   
40

 規制緩和によって参入した新規事業者が，需要のある事業のうち，収益性の高い分野にのみサービス

を集中させることをいう。 

41

 「公の施設」の管理者について，地方公共団体の指定する者が管理を代行する制度。 
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扱いが決まっていない又は分からない」（７１．０％）と回答しており，このう

ち，「できない」と回答した理由としては，「特別養護老人ホームの設置主体に

なり得ない株式会社等が管理･運営を行うのはふさわしくないから」等が挙げら

れている。 

 

図表図表図表図表２１２１２１２１    株式会社等が特別養護老人ホームの指定管理者になることができるか株式会社等が特別養護老人ホームの指定管理者になることができるか株式会社等が特別養護老人ホームの指定管理者になることができるか株式会社等が特別養護老人ホームの指定管理者になることができるか

どうかについての自治体における運用状況どうかについての自治体における運用状況どうかについての自治体における運用状況どうかについての自治体における運用状況 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

    

図表図表図表図表２２２２２２２２    図表図表図表図表２１２１２１２１で「できない」と回答した自治体が，特別養護老人ホームので「できない」と回答した自治体が，特別養護老人ホームので「できない」と回答した自治体が，特別養護老人ホームので「できない」と回答した自治体が，特別養護老人ホームの

指定管理者に株式会社等を指定しない理由指定管理者に株式会社等を指定しない理由指定管理者に株式会社等を指定しない理由指定管理者に株式会社等を指定しない理由 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

25
6.0%

65
15.5%

298
71.0%

32
7.6%

アアアア できるできるできるできる

イイイイ できないできないできないできない

ウウウウ 取扱いが決まっていない又は分か取扱いが決まっていない又は分か取扱いが決まっていない又は分か取扱いが決まっていない又は分か

らないらないらないらない

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４２０４２０４２０４２０））））

13.8

9.2

46.2

6.2

0.0

7.7

44.6

1.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

アアアア 株式会社等は，経営の安定性・継続性に懸念があるから株式会社等は，経営の安定性・継続性に懸念があるから株式会社等は，経営の安定性・継続性に懸念があるから株式会社等は，経営の安定性・継続性に懸念があるから

イイイイ 株式会社等からの要望がない，又は少なかったから株式会社等からの要望がない，又は少なかったから株式会社等からの要望がない，又は少なかったから株式会社等からの要望がない，又は少なかったから

ウウウウ 特別養護老人ホームの設置主体になり得ない株式会社特別養護老人ホームの設置主体になり得ない株式会社特別養護老人ホームの設置主体になり得ない株式会社特別養護老人ホームの設置主体になり得ない株式会社

等が管理・運営を行うのはふさわしくないから等が管理・運営を行うのはふさわしくないから等が管理・運営を行うのはふさわしくないから等が管理・運営を行うのはふさわしくないから

エエエエ 株式会社等が提供するサービスの質に懸念があるから株式会社等が提供するサービスの質に懸念があるから株式会社等が提供するサービスの質に懸念があるから株式会社等が提供するサービスの質に懸念があるから

オオオオ 利用者の理解を得られないから利用者の理解を得られないから利用者の理解を得られないから利用者の理解を得られないから

カカカカ 特に理由はない又は理由は不明であるが，制度上，株特に理由はない又は理由は不明であるが，制度上，株特に理由はない又は理由は不明であるが，制度上，株特に理由はない又は理由は不明であるが，制度上，株

式会社等を指定管理者にできないようになっている式会社等を指定管理者にできないようになっている式会社等を指定管理者にできないようになっている式会社等を指定管理者にできないようになっている

キキキキ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：６５６５６５６５））））

（（（（※※※※複数回答可）複数回答可）複数回答可）複数回答可）

（％）（％）（％）（％）
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 この指定管理者制度に関連して，「規制改革実施計画」（平成２６年６月２４

日閣議決定）において，「厚生労働省は、業務委託や指定管理者制度などの公募

要件に理由もなく株式会社を除外しないよう地方公共団体に対して通知する」

こととされ，これを受けて，同年９月２９日に厚生労働省は，各自治体宛てに

通知

42

を発出した。 

 

参考１参考１参考１参考１    厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知「社会福祉施設に係る指定厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知「社会福祉施設に係る指定厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知「社会福祉施設に係る指定厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知「社会福祉施設に係る指定

管理者制度の運用について」（平成２６年９月２９日社援基発０９２９第管理者制度の運用について」（平成２６年９月２９日社援基発０９２９第管理者制度の運用について」（平成２６年９月２９日社援基発０９２９第管理者制度の運用について」（平成２６年９月２９日社援基発０９２９第

１号）（抜粋）１号）（抜粋）１号）（抜粋）１号）（抜粋）    

社会福祉施設を含む公の施設に係る指定管理者の対象については、（中

略）「地方公共団体が設置する介護サービス提供施設における指定管理者

制度の取扱いについて」（平成 19 年 3月 30 日厚生労働省老健局計画課・

振興課・老人保健課長通知）[参考２]により、民間事業者等が幅広く含

まれるものであるとされているところですが、今般、「規制改革実施計画」

（平成 26 年 6月 24 日閣議決定）[別添]において、社会福祉施設におけ

る指定管理者制度等の運用の改善の観点から、業務委託や指定管理者制

度などの公募要件において理由もなく株式会社を排除しないよう地方公

共団体に通知することが求められています。 

つきましては、貴職におかれては、上記通知の趣旨を改めて御理解い

ただくとともに、貴管内市区町村に対し周知願います。 

（下線は公正取引委員会が付した） 

 

参考２参考２参考２参考２    厚生労働省老健局計画課・振興課・老人保健課長通知「地方公共団体厚生労働省老健局計画課・振興課・老人保健課長通知「地方公共団体厚生労働省老健局計画課・振興課・老人保健課長通知「地方公共団体厚生労働省老健局計画課・振興課・老人保健課長通知「地方公共団体

が設置する介護サービス提供施設における指定管理者制度の取扱いにつが設置する介護サービス提供施設における指定管理者制度の取扱いにつが設置する介護サービス提供施設における指定管理者制度の取扱いにつが設置する介護サービス提供施設における指定管理者制度の取扱いにつ

いて」（平成１９年３月３０日老計発第０３３０００６号・老振発０３３いて」（平成１９年３月３０日老計発第０３３０００６号・老振発０３３いて」（平成１９年３月３０日老計発第０３３０００６号・老振発０３３いて」（平成１９年３月３０日老計発第０３３０００６号・老振発０３３

０００２号・老老発０３３０００４号）（抜粋）０００２号・老老発０３３０００４号）（抜粋）０００２号・老老発０３３０００４号）（抜粋）０００２号・老老発０３３０００４号）（抜粋）    

指定管理者には、原則として、民間事業者等が幅広く含まれ、その対

象は限定されないものである。特に、特別養護老人ホームについては、

旧地方自治法上の管理委託制度と比べて地方公共団体の関与が強化され

ていることを踏まえ、従来から指定管理者制度の下では、株式会社でも

指定管理者として管理を行うことができる取扱いとしている。 

（下線は公正取引委員会が付した） 

 

 

                                                   
42

 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知「社会福祉施設に係る指定管理者制度の運用について」（平

成２６年９月２９日社援基発０９２９第１号） 
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この点について，厚生労働省の通知等を踏まえた運用等の見直し状況を確認

したところ，自治体に対するアンケートでは，回答者の７８．４％が「特に決

まっていない（今後検討する）」（４１．５％）又は「見直す予定はない」（３６．

９％）と回答している。こうした状況等も踏まえて，意見交換会では，「厚生労

働省は，指定管理者制度に関する通知を出したことで責任を果たしたと思って

いるのかもしれないが，その後の実態はどうなっているかをよくみるべきであ

る」との意見があった。 

なお，「指定管理者制度は図書館や公民館の運営には適した制度であると思う

が，医療・介護分野には適さないと思う」という意見もあった。 

 

図表図表図表図表２３２３２３２３    自治体における厚生労働省の通知を踏まえた運用等の見直しの状況自治体における厚生労働省の通知を踏まえた運用等の見直しの状況自治体における厚生労働省の通知を踏まえた運用等の見直しの状況自治体における厚生労働省の通知を踏まえた運用等の見直しの状況 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

  

0
0.0%

0
0.0%

2
3.1%

27
41.5%

24
36.9%

11
16.9%

1
1.5%

アアアア 株式会社等が特別養護老人ホームの指定株式会社等が特別養護老人ホームの指定株式会社等が特別養護老人ホームの指定株式会社等が特別養護老人ホームの指定

管理者となることができるように見直すことを管理者となることができるように見直すことを管理者となることができるように見直すことを管理者となることができるように見直すことを

予定している予定している予定している予定している

イイイイ 株式会社等が特別養護老人ホーム以外の株式会社等が特別養護老人ホーム以外の株式会社等が特別養護老人ホーム以外の株式会社等が特別養護老人ホーム以外の

施設について，指定管理者となることができる施設について，指定管理者となることができる施設について，指定管理者となることができる施設について，指定管理者となることができる

ように見直すことを予定しているように見直すことを予定しているように見直すことを予定しているように見直すことを予定している

ウウウウ 検討中である検討中である検討中である検討中である

エエエエ 特に決まっていない（今後検討する）特に決まっていない（今後検討する）特に決まっていない（今後検討する）特に決まっていない（今後検討する）

オオオオ 見直す予定はない見直す予定はない見直す予定はない見直す予定はない

カカカカ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：６５６５６５６５））））
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エ 特別養護老人ホームと有料老人ホーム等との役割分担の明確化に係る意見 

 特別養護老人ホームは，株式会社等が経営する介護付き有料老人ホーム等と

実質的に同じサービスを提供していること，また，現時点では，どちらの施設

においても中重度の要介護者が入所又は入居していること，また，特別養護老

人ホームにおいてもユニットケアを進めることで個室化が進んでおり，多くの

介護付き有料老人ホーム等と同様に個別性の高い介護サービスが受けられるよ

うになってきていることからすると，特別養護老人ホームと有料老人ホームは

市場において競合しているといえる。実際に，特別養護老人ホームの入所待ち

として，介護付き有料老人ホーム等に入居する例も多いとのことである。一方，

特別養護老人ホームが持つ低所得者向けの役割，緊急避難的な役割等セーフテ

ィネットを担う側面も看過できない。そこで，今後は，特別養護老人ホームの

経営主体の多様化を図っていくというだけでなく，有料老人ホーム等と利用者

のすみ分けを図っていくという方向性も考えられる。 

この点について，株式会社等に対するアンケートでは，回答者の５７．１％

が「賛成」（２３．８％）又は「どちらかというと賛成」（３３．３％）と回答し

ており，社会福祉法人に対するアンケートでは，回答者の６８．２％が「賛成」

（２９．２％）又は「どちらかというと賛成」（３９．０％）と回答している。

その理由としては，「これまで蓄積されてきた競争条件の違いは克服できないと

思うのですみ分けた方が合理的である」，「低所得者を中心とした事業にすべき

である」，「特別養護老人ホームの入所条件を厳しくすることなどによりすみ分

けを図った方がよい」等の意見があった。一方，すみ分けを図ることに「反対」

（株式会社等９．７％，社会福祉法人７．９％）又は「どちらかというと反対」

（株式会社等２１．７％，社会福祉法人１７．３％）との回答の理由としては，

「既にすみ分けが十分図られている」，「所得ですみ分けを図ることになれば特

別養護老人ホームに対する差別になる」等の意見があった。 

また，意見交換会では，「所得に応じて，特別養護老人ホームの利用料金の設

定を行うという方法がある」，「現状ですみ分けがなされており，特段のすみ分

けは必要ないと考える」という意見があった。 
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図表図表図表図表２４２４２４２４    特別養護老人ホームと有料老人ホーム等との役割分担をより明確化し，特別養護老人ホームと有料老人ホーム等との役割分担をより明確化し，特別養護老人ホームと有料老人ホーム等との役割分担をより明確化し，特別養護老人ホームと有料老人ホーム等との役割分担をより明確化し，

利用者のすみ分けを図ることに対する株式会社等の意見利用者のすみ分けを図ることに対する株式会社等の意見利用者のすみ分けを図ることに対する株式会社等の意見利用者のすみ分けを図ることに対する株式会社等の意見 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

    

図表図表図表図表２５２５２５２５    特別養護老人ホームと有料老人ホーム等との役割分担をより明確化し，特別養護老人ホームと有料老人ホーム等との役割分担をより明確化し，特別養護老人ホームと有料老人ホーム等との役割分担をより明確化し，特別養護老人ホームと有料老人ホーム等との役割分担をより明確化し，

利用者のすみ分けを図ることに対する社会福祉法人の意見利用者のすみ分けを図ることに対する社会福祉法人の意見利用者のすみ分けを図ることに対する社会福祉法人の意見利用者のすみ分けを図ることに対する社会福祉法人の意見 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

 

 

 

115
23.8%

161
33.3%

105
21.7%

47
9.7%

28
5.8%

27
5.6%

アアアア 賛成賛成賛成賛成

イイイイ どちらかというと賛成どちらかというと賛成どちらかというと賛成どちらかというと賛成

ウウウウ どちらかというと反対どちらかというと反対どちらかというと反対どちらかというと反対

エエエエ 反対反対反対反対

オオオオ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

137
29.2%

183
39.0%

81
17.3%

37
7.9%

25
5.3%

6
1.3%

アアアア 賛成賛成賛成賛成

イイイイ どちらかというと賛成どちらかというと賛成どちらかというと賛成どちらかというと賛成

ウウウウ どちらかというと反対どちらかというと反対どちらかというと反対どちらかというと反対

エエエエ 反対反対反対反対

オオオオ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：４６９）（回答者：４６９）（回答者：４６９）（回答者：４６９）

（回答者：４８３）（回答者：４８３）（回答者：４８３）（回答者：４８３） 
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⑵ 需給調整を目的とした規制 

ア 現行制度の概要・実態 

需給調整を目的とした規制についてみると，総量規制

43

については，従来，そ

の対象は，介護保険３施設だけであったが，介護保険制度開始以降，介護付き

有料老人ホーム等の特定施設が急増し，介護保険を運営する各自治体の保険給

付額が大きく増加する要因となったことから，介護保険制度を維持するため，

平成１７年の介護保険法改正により，介護付き有料老人ホーム等の特定施設に

ついても総量規制の対象とされた（介護保険法第７０条第４項及び第５項）。 

特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホーム等の特定施設の設置に当たっ

ては，市区町村においてこれらの施設の設置主体となる社会福祉法人や株式会

社等の公募を行い，そこで選定された者が介護サービス事業者としての指定を

受けることができるようになっている場合が多い。この場合，公募の段階で事

実上設置者が決まる。また，平成２３年の介護保険法改正により，地域密着型

サービスの一部について，市区町村長は，その見込量の確保等のために特に必

要な場合に，公募により指定を行うものとすると規定されており（介護保険法

第７８条の１３ないし１５），公募により選定された介護サービス事業者のみを

指定することができるようになっている。 

介護サービスに係る施設を整備する社会福祉法人や株式会社等の選定方法等

について，自治体に対するアンケートでは，回答者の５０．５％が「公募を行

うこととしている」と回答している。 
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 総量規制については，前記第２の３⑷イ（２４～２６ページ）参照。 
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図表図表図表図表２６２６２６２６    介護サービスに係る施設の設置主体となる事業者の選定方法介護サービスに係る施設の設置主体となる事業者の選定方法介護サービスに係る施設の設置主体となる事業者の選定方法介護サービスに係る施設の設置主体となる事業者の選定方法 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

イ 現行制度・実態に係る意見 

(ｱ) 総量規制に関する総論的な意見 

総量規制に関して，株式会社等に対するアンケートでは，回答者の５６．

７％が「賛成」（２３．０％）又は「どちらかというと賛成」（３３．７％）と

回答しており，社会福祉法人に対するアンケートでは，回答者の７２．２％

が「賛成」（３２．８％）又は「どちらかというと賛成」（３９．４％）と回答

している。また，株式会社等に対するヒアリングでは，「総量規制により，質

の良い事業者が参入できず，逆に質の悪い事業者が守られることになるので

はないかという懸念はある。しかし，財政面を考えれば総量規制はやむを得

ない」との意見が，意見交換会においても，「総量規制はきちんと持続的に行

うべきである。例えばデイサービスについては，一部の都市部を中心に供給

過剰になっている」との意見があった。他方，意見交換会では，「保険者が圏

域ごとに公募等を行って事業者を指定することが多く，事業者間の競争原理

が働きづらい状況であり，複数の事業者が参入できるように地域密着型サー

ビス等の総量規制を緩和してもらいたい」との意見があった。    

    

    

    

212
50.5%

101
24.0%

26
6.2%

50
11.9%

29
6.9%

2
0.5%

アアアア 公募を行うこととしている公募を行うこととしている公募を行うこととしている公募を行うこととしている

イイイイ 介護サービスごとに選定方法が異な介護サービスごとに選定方法が異な介護サービスごとに選定方法が異な介護サービスごとに選定方法が異な

るが，一部については公募を行うこととるが，一部については公募を行うこととるが，一部については公募を行うこととるが，一部については公募を行うことと

しているしているしているしている

ウウウウ 決まった方法はなく，その都度検討決まった方法はなく，その都度検討決まった方法はなく，その都度検討決まった方法はなく，その都度検討

することとしているが，公募を行ったことすることとしているが，公募を行ったことすることとしているが，公募を行ったことすることとしているが，公募を行ったこと

もあるもあるもあるもある

エエエエ 公募を行わず，個別に事業者と交渉公募を行わず，個別に事業者と交渉公募を行わず，個別に事業者と交渉公募を行わず，個別に事業者と交渉

することとしているすることとしているすることとしているすることとしている

オオオオ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４２０４２０４２０４２０））））
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図表図表図表図表２７２７２７２７    総量規制に対する株式会社等の意見総量規制に対する株式会社等の意見総量規制に対する株式会社等の意見総量規制に対する株式会社等の意見    

    

【出所】公正取引委員会調べ 

    

図表図表図表図表２８２８２８２８    総量規制に対する総量規制に対する総量規制に対する総量規制に対する社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人の意見の意見の意見の意見    

 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

111
23.0%

163
33.7%

119
24.6%

57
11.8%

22
4.6%

11
2.3%

アアアア 賛成賛成賛成賛成

イイイイ どちらかというと賛成どちらかというと賛成どちらかというと賛成どちらかというと賛成

ウウウウ どちらかというと反対どちらかというと反対どちらかというと反対どちらかというと反対

エエエエ 反対反対反対反対

オオオオ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

154
32.8%

185
39.4%

80
17.1%

33
7.0% 12

2.6%

5
1.1%

アアアア 賛成賛成賛成賛成

イイイイ どちらかというと賛成どちらかというと賛成どちらかというと賛成どちらかというと賛成

ウウウウ どちらかというと反対どちらかというと反対どちらかというと反対どちらかというと反対

エエエエ 反対反対反対反対

オオオオ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４６９４６９４６９４６９））））

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４８３４８３４８３４８３）））） 
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(ｲ) 介護保険事業計画等における介護サービスの需要把握に係る意見 

総量規制の根拠となる介護保険事業計画等の策定に関連して，「規制改革実

施計画」（平成２６年６月２４日閣議決定）において，「厚生労働省は、利用

者の様々なニーズに応じた多様なサービスが提供されるよう、各市町村が要

介護者等の実態を踏まえて介護サービスの需要を的確に把握し、有料老人ホ

ーム等の特定施設も含めて、地域の実情に即して適切なサービス量を見込む

よう、地方公共団体に通知する」こととされた。これを受けて，厚生労働省

は，第６期介護保険事業計画等の策定に向けて，平成２６年７月３日に各自

治体に通知を発出し，同月２８日に全国介護保険担当課長会議において説明

を行った。 

この点について，厚生労働省の通知等を踏まえた運用等の見直し状況を確

認したところ，自治体に対するアンケートでは，回答者の７４．８％が「通

知以前から適切であると考えるサービス量を見込んでいたため，対応は行っ

ていない」と回答し，回答者の１８．６％が「適切なサービス量を見込むた

めに全般的に算出方法等の見直しを行った」と回答している。 

にもかかわらず，第６期介護保険事業計画等に関し，適切な介護サービス

量が見込まれていないと考えられる事例の有無について，株式会社等に対す

るアンケートでは，回答者の３０．４％が適切な介護サービス量を見込んで

いないと考えられる事例が「あった」と回答しており，社会福祉法人に対す

るアンケートでは，回答者の２４．９％が適切な介護サービス量を見込んで

いないと考えられる事例が「あった」と回答している。また，株式会社等に

対するヒアリングでは，「国の政策として地域密着型サービスを増やしていこ

うという方向性であるにもかかわらず，市町村レベルの介護保険事業計画で

地域密着型サービスの開設が認められない場合がある」との意見があった。 

なお，このような状況を解消するべく，意見交換会では，自治体によって

は介護保険事業計画等に介護サービスの需要が反映されていない場合もある

ことから，「自治体の介護保険事業計画等に基づいて総量規制を実施している

現状を見直すべき時期に来ているのではないか」との意見があった。 
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図表図表図表図表２９２９２９２９    自治体における厚生労働省の通知を踏まえた運用等の見直しの状況自治体における厚生労働省の通知を踏まえた運用等の見直しの状況自治体における厚生労働省の通知を踏まえた運用等の見直しの状況自治体における厚生労働省の通知を踏まえた運用等の見直しの状況    

 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

図表図表図表図表３０３０３０３０    適切な介護サービス量が見込まれていない事例の有無適切な介護サービス量が見込まれていない事例の有無適切な介護サービス量が見込まれていない事例の有無適切な介護サービス量が見込まれていない事例の有無    

〔株式会社等〕 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

314
74.8%

78
18.6%

5
1.2%

12
2.9%

11
2.6%

アアアア 通知以前から適切であると考える通知以前から適切であると考える通知以前から適切であると考える通知以前から適切であると考える

サービス量を見込んでいたため，対応はサービス量を見込んでいたため，対応はサービス量を見込んでいたため，対応はサービス量を見込んでいたため，対応は

行っていない行っていない行っていない行っていない

イイイイ 適切なサービス量を見込むために全適切なサービス量を見込むために全適切なサービス量を見込むために全適切なサービス量を見込むために全

般的に算出方法等の見直しを行った般的に算出方法等の見直しを行った般的に算出方法等の見直しを行った般的に算出方法等の見直しを行った

ウウウウ 適切なサービス量を見込むために有適切なサービス量を見込むために有適切なサービス量を見込むために有適切なサービス量を見込むために有

料老人ホーム等の特定施設についてだけ料老人ホーム等の特定施設についてだけ料老人ホーム等の特定施設についてだけ料老人ホーム等の特定施設についてだけ

算出方法等を見直した算出方法等を見直した算出方法等を見直した算出方法等を見直した

エエエエ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４２０４２０４２０４２０））））

147
30.4%

56
11.6%

270
55.9%

10
2.1%

アアアア あったあったあったあった

イイイイ なかったなかったなかったなかった

ウウウウ 分からない分からない分からない分からない

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４８３４８３４８３４８３）））） 
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図表図表図表図表３１３１３１３１    適切な介護サービス量が見込まれていない事例の有無適切な介護サービス量が見込まれていない事例の有無適切な介護サービス量が見込まれていない事例の有無適切な介護サービス量が見込まれていない事例の有無    

〔社会福祉法人〕 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

(ｳ) 自治体の公募における選考方法に係る意見 

自治体が実施する公募に関し，公正な方法で選考が行われていないと考え

られる不適切な事例の有無について，株式会社等に対するアンケートでは，

回答者の２１．９％が不適切な事例が「あった」と回答しており，社会福祉

法人に対するアンケートでは，回答者の１１．３％が不適切な事例が「あっ

た」と回答しているが，最も多い回答は，いずれも「分からない」（株式会社

等４１．６％，社会福祉法人４７．１％）との回答であり，適切か不適切か

を判断できない様子がうかがわれた。 

株式会社等に対するヒアリングでは，「公募期間が２週間程度しかないなど

極端に短い場合があり，不正の温床になっているのではないかと疑わしい事

例もある」，「選考基準や選考過程が不透明な自治体がある」との意見があっ

た。 

    

    

    

    

    

117
24.9%

98
20.9%

249
53.1%

5
1.1%

アアアア あったあったあったあった

イイイイ なかったなかったなかったなかった

ウウウウ 分からない分からない分からない分からない

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４６９４６９４６９４６９））））
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図表図表図表図表３２３２３２３２    公正な方法で選考が行われていないと考えられる不適切な事例の有公正な方法で選考が行われていないと考えられる不適切な事例の有公正な方法で選考が行われていないと考えられる不適切な事例の有公正な方法で選考が行われていないと考えられる不適切な事例の有無無無無    

〔株式会社等〕 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

図表図表図表図表３３３３３３３３    公正な方法で選考が行われていないと考えられる不適切な事例の有無公正な方法で選考が行われていないと考えられる不適切な事例の有無公正な方法で選考が行われていないと考えられる不適切な事例の有無公正な方法で選考が行われていないと考えられる不適切な事例の有無    

〔社会福祉法人〕 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

106
21.9%

39
8.1%

201
41.6%

119
24.6%

12
2.5%

6
1.2%

アアアア あったあったあったあった

イイイイ なかったなかったなかったなかった

ウウウウ 分からない分からない分からない分からない

エエエエ 公募に参加したことがない公募に参加したことがない公募に参加したことがない公募に参加したことがない

オオオオ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

53
11.3%

127
27.1%

221
47.1%

61
13.0%

3
0.6%

4
0.9%

アアアア あったあったあったあった

イイイイ なかったなかったなかったなかった

ウウウウ 分からない分からない分からない分からない

エエエエ 公募に参加したことがない公募に参加したことがない公募に参加したことがない公募に参加したことがない

オオオオ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４６９４６９４６９４６９））））

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４８３４８３４８３４８３）））） 
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２２２２    補助制度・税制補助制度・税制補助制度・税制補助制度・税制    

事業者が公平な条件の下で競争できる環境が整っているかとの視点から，補助制

度・税制とその実態等について調査を行った。 

 

⑴ 補助制度 

ア 現行制度の概要・実態 

特別養護老人ホームや有料老人ホーム等の施設を整備する際には，高額の施

設整備費が必要となる。これについて，以前は，社会福祉法人が特別養護老人

ホーム等の施設を整備する場合に，国は，原則として，その費用の２分の１を

補助し，都道府県等は，その費用の４分の１を補助していた（社会福祉施設等

施設整備費補助負担金）が，平成１７年に，三位一体改革に伴い社会福祉施設

整備補助金が補助負担金と交付金に再編された。その後，特別養護老人ホーム

の施設の整備に使用される交付金については，国から都道府県等に税源が移譲

され（一般財源化），現在では，特別養護老人ホーム等に対しては，地方単独事

業として，補助が実施されている。したがって，補助率については，都道府県

等ごとに異なっており，自治体によっては，依然として，相応の補助がなされ

ている自治体もあるが，以前よりも補助率は下がっているとみられる。 

また，社会福祉施設整備補助金の一部については，前記の再編とともに，交

付金化され，地域介護・福祉空間整備交付金等（市町村交付金）として，地域

密着型サービスの施設等の整備に助成されてきた（特定の介護サービス等に対

して助成されるものであり,社会福祉法人に限らず，株式会社等も助成の対象と

なっている。）。 

なお，平成２７年度には，新たに「地域医療介護総合確保基金」の制度が創

設されたことにより，地域密着型サービスの施設等の整備に対する助成は当該

基金からなされることになった。 

これらのほか，都道府県や市区町村が，地方単独事業として，施設整備等に

関して自治体独自の補助制度を設けている場合がある。補助金額や交付対象は，

それぞれの自治体の判断において決定されているが，その中には，同一サービ

スであるにもかかわらず，対象を社会福祉法人に限定していたり，社会福祉法

人とそれ以外の法人とで交付条件等に差を設けていたりする事例が見受けられ

る。 

自治体に対するアンケートでは，回答者の３１．４％が補助対象を社会福祉

法人等の特定の法人に限定していたり，社会福祉法人とそれ以外の法人とで交

付条件等に差を設けていたりするものがあると回答している。そして，このよ

うに社会福祉法人等に対してのみ助成がなされている補助制度の具体例として

は，「認知症高齢者グループホーム施設整備費補助」，「小規模多機能型居宅介護
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事業所施設整備補助」等が挙げられている。また，このように法人形態により

差を設けている理由としては，「営利目的の設置（運営）主体を補助の対象とす

ることはふさわしくないから」等が挙げられている。 

 

図表図表図表図表３４３４３４３４    法人形態により差を設けている補助制度を有する自治体の割合及びそ法人形態により差を設けている補助制度を有する自治体の割合及びそ法人形態により差を設けている補助制度を有する自治体の割合及びそ法人形態により差を設けている補助制度を有する自治体の割合及びそ

の理由の理由の理由の理由    

① 法人形態により差を設けている補助制度を有する自治体の割合 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

② ①の回答の理由 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

27
31.4%

59
68.6%

0
0.0%

アアアア あるあるあるある

イイイイ ないないないない

無回答無回答無回答無回答

（回答者：８６）（回答者：８６）（回答者：８６）（回答者：８６）

7.4

7.4

29.6

0.0

3.7

66.7

0.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

アアアア 社会福祉法人以外の設置（運営）主体は，経営の安社会福祉法人以外の設置（運営）主体は，経営の安社会福祉法人以外の設置（運営）主体は，経営の安社会福祉法人以外の設置（運営）主体は，経営の安

定性・継続性に懸念があるから定性・継続性に懸念があるから定性・継続性に懸念があるから定性・継続性に懸念があるから

イイイイ 社会福祉法人以外の設置（運営）主体から補助金を社会福祉法人以外の設置（運営）主体から補助金を社会福祉法人以外の設置（運営）主体から補助金を社会福祉法人以外の設置（運営）主体から補助金を

要望する相談等がない，又は少ないため，補助の対象と要望する相談等がない，又は少ないため，補助の対象と要望する相談等がない，又は少ないため，補助の対象と要望する相談等がない，又は少ないため，補助の対象と

する必要がないからする必要がないからする必要がないからする必要がないから

ウウウウ 営利目的の設置（運営）主体を補助の対象とすること営利目的の設置（運営）主体を補助の対象とすること営利目的の設置（運営）主体を補助の対象とすること営利目的の設置（運営）主体を補助の対象とすること

はふさわしくないからはふさわしくないからはふさわしくないからはふさわしくないから

エエエエ 社会福祉法人以外の設置（運営）主体の資産形成に社会福祉法人以外の設置（運営）主体の資産形成に社会福祉法人以外の設置（運営）主体の資産形成に社会福祉法人以外の設置（運営）主体の資産形成に

該当するから該当するから該当するから該当するから

オオオオ 営利目的の設置（運営）主体は，提供する介護サービ営利目的の設置（運営）主体は，提供する介護サービ営利目的の設置（運営）主体は，提供する介護サービ営利目的の設置（運営）主体は，提供する介護サービ

スの質に懸念があるからスの質に懸念があるからスの質に懸念があるからスの質に懸念があるから

カカカカ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：２７２７２７２７））））

（（（（※※※※複数回答可）複数回答可）複数回答可）複数回答可）

（％）（％）（％）（％）
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イ 現行制度・実態に係る意見 

社会福祉法人が特別養護老人ホームを整備する場合の補助について，株式会

社等に対するヒアリングでは，「特別養護老人ホームと有料老人ホームが提供す

るサービスに差はないし，介護報酬にも極端な差はないが，このような状況で

利用料金に差がつくのは，やはり補助金が大きな要因であろう」，「現在は，特

別養護老人ホームへの補助金の額は少なくなってきたようであるが，社会福祉

法人に過去に与えられていた手厚い補助制度の恩恵が，今なおハード上の差と

して存在し続けている」との意見があった。 

また，自治体が独自に行う介護サービス事業に係る補助制度・融資制度等に

おいて，法人形態により差があることについて，株式会社等に対するアンケー

トでは，回答者の２２．２％が「同一の介護サービスであるもかかわらず，社

会福祉法人に比べて，株式会社等が不利になっていると考えられるものがある」

と回答している。一方で，当該制度等について，社会福祉法人に対するアンケ

ートでは，「社会福祉法人が有利になっていると考えられるものがある」と回答

しているのは，回答者の３．８％だけであった。 

 

図表図表図表図表３５３５３５３５    地方単独事業地方単独事業地方単独事業地方単独事業として設けられたとして設けられたとして設けられたとして設けられた補助制度補助制度補助制度補助制度の中の中の中の中で株式会社等に不利なもで株式会社等に不利なもで株式会社等に不利なもで株式会社等に不利なも

のがあると認識している株式会社等の割合のがあると認識している株式会社等の割合のがあると認識している株式会社等の割合のがあると認識している株式会社等の割合 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

 

 

 

107
22.2%

31
6.4%

331
68.5%

14
2.9%

アアアア はいはいはいはい

イイイイ いいえいいえいいえいいえ

ウウウウ 分からない分からない分からない分からない

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４８３４８３４８３４８３）））） 
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図表図表図表図表３６３６３６３６    地方単独事業地方単独事業地方単独事業地方単独事業として設けられたとして設けられたとして設けられたとして設けられた補助制度補助制度補助制度補助制度の中の中の中の中で社会福祉法人に有利なで社会福祉法人に有利なで社会福祉法人に有利なで社会福祉法人に有利な

ものがあると認識している社会福祉法人の割合ものがあると認識している社会福祉法人の割合ものがあると認識している社会福祉法人の割合ものがあると認識している社会福祉法人の割合 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

自治体が独自に実施している助成・補助制度に関連して，「規制改革実施計画」

（平成２６年６月２４日閣議決定）において，「厚生労働省は、地方公共団体が

独自に実施している助成・補助制度において、経営主体による差異を設けない

よう、地方公共団体に要請する」こととされ，これを受けて，平成２８年３月

３１日に厚生労働省は，各自治体宛てに通知

44

を発出した。 

    

参考３参考３参考３参考３    厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省社会・援護局福祉基盤社会・援護局福祉基盤社会・援護局福祉基盤社会・援護局福祉基盤課長通知「課長通知「課長通知「課長通知「地方公共団体が独自に実地方公共団体が独自に実地方公共団体が独自に実地方公共団体が独自に実

施している助成・補助施している助成・補助施している助成・補助施している助成・補助制度制度制度制度について」（平成について」（平成について」（平成について」（平成２８年３２８年３２８年３２８年３月月月月３１３１３１３１日日日日社援基発０社援基発０社援基発０社援基発０

３３１３３１３３１３３１第第第第５５５５号）（抜粋）号）（抜粋）号）（抜粋）号）（抜粋）    

地方公共団体が独自に実施している助成・補助制度について、平成 26

年６月に閣議決定された「規制改革実施計画」において、経営主体によ

る差異を設けないよう地方公共団体に要請することが求められていま

す。 

つきましては、貴職においては、助成・補助を実施するに当たっては、

上記の内容を踏まえていただくようお願いいたします。 

また、都道府県においては、管内の市町村（指定都市及び中核市を除

                                                   
44

 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知「地方公共団体が独自に実施している助成・補助制度につ

いて」（平成２８年３月３１日社援基発０３３１第５号） 

18
3.8%

170
36.2%

276
58.8%

5
1.1%

アアアア はいはいはいはい

イイイイ いいえいいえいいえいいえ

ウウウウ 分からない分からない分からない分からない

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４６９４６９４６９４６９））））
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き、特別区を含む。）に対して周知いただきますようお願いいたします。 

（下線は公正取引委員会が付した） 

 

前記閣議決定

45

を受けて，交付対象や交付条件の見直しを行うか否かについ

て，自治体に対するアンケートでは，「既に変更した又は変更することを予定し

ている」及び「検討中である」が０％，「特に決まっていない（今後検討する）」

が２３．３％，「変更する予定はない」が３０．２％となっている。 

 

図表図表図表図表３７３７３７３７    法人形態により差を設けている補助制度の見直しの予定法人形態により差を設けている補助制度の見直しの予定法人形態により差を設けている補助制度の見直しの予定法人形態により差を設けている補助制度の見直しの予定 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

⑵ 税制 

ア 税制の概要 

社会福祉法人と株式会社等では，同様に介護サービス事業を行っていても，

税制上の取扱いに差があり，社会福祉法人の場合は，原則として，法人税，住

民税及び事業税が非課税となっている

46

。社会福祉法人に対する税制優遇の根

拠については，「社会福祉法人は，公益性を有する社会福祉事業を主たる事業と

する非営利法人として，低所得者や生活困窮者の対応など，一定の規制の下で

事業を実施することや，地域の福祉ニーズに対応することが求められるため，

補助金や税制優遇等を受けている」と説明されている

47

。 

                                                   
45

 本件要請に関する「規制改革実施計画」の閣議決定は，平成２６年６月２４日になされているものの，

厚生労働省から実際に通知が発出されたのは，本件書面アンケート調査の実施後である。 

46

 収益事業から生じた所得にのみ，法人税，住民税及び事業税が課税される。 

47

 内閣府「規制改革会議」第２５回会合（平成２６年２月４日）厚生労働省提出資料参照。 

0
0.0%

0
0.0%

20
23.3%

26
30.2%

1
1.2%

39
45.3%

アアアア 既に変更した又は変更することを予既に変更した又は変更することを予既に変更した又は変更することを予既に変更した又は変更することを予

定している定している定している定している

イイイイ 検討中である検討中である検討中である検討中である

ウウウウ 特に決まっていない（今後検討す特に決まっていない（今後検討す特に決まっていない（今後検討す特に決まっていない（今後検討す

る）る）る）る）

エエエエ 変更する予定はない変更する予定はない変更する予定はない変更する予定はない

オオオオ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：８６８６８６８６））））
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図表図表図表図表３８３８３８３８    法人形態別の税制の概要法人形態別の税制の概要法人形態別の税制の概要法人形態別の税制の概要 

 

【出所】厚生労働省「第１回社会保障審議会福祉部会」（平成２６年８月２７日）資料 

 

イ 制度に係る意見 

平成２３年度以降，特別養護老人ホームのいわゆる「内部留保」

48

の問題等，

社会福祉法人に対する厳しい意見が相次いだこと等から，厚生労働省において

社会福祉法人の在り方について検討

49

が行われるなどして，社会福祉法の改正

50

がなされるに至った。この過程において，例えば，政府税制調査会から社会福

祉法人が実施する介護事業に関する課税の取扱いについて見直しが必要である

との意見

51

（参考４参照）が出されたこともあったが，社会福祉法人の税制優遇

に関する制度の見直しはなされていない

52

。 

 

                                                   
48

 平成２３年１２月の社会保障審議会介護給付費分科会において，特別養護老人ホーム１施設当たり

平均約３．１億円の内部留保（平成２２年度決算ベース）があることが報告された。 

49

 社会福祉法人の在り方等に関する検討会（平成２５年９月から平成２６年６月）等 

50

 平成２７年４月に「社会福祉法等の一部を改正する法律案」が国会に提出され，平成２８年３月２３

日に一部修正の上，参議院において可決され，同月３１日に，衆議院で可決・成立した。 

51

 政府税制調査会「法人税の改革について」（平成２６年６月２７日） 

52

 一方で，平成２７年１２月１６日に自由民主党及び公明党において取りまとめられた「平成２８年度

税制改正大綱」では，社会福祉法人を含む公益法人等の法人課税について「非収益事業について民間競

合が生じているのではないかとの指摘がある一方で、関連制度の見直しの動きも見られており、実効的

な対応となるかどうか、動向をよく注視する」ことに併せて，収益事業への課税の在り方についても引

き続き検討を行うこととされている。 
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参考４参考４参考４参考４    税制調査会「法人税の改革について」（平成２６年６月２７日）（抄）税制調査会「法人税の改革について」（平成２６年６月２７日）（抄）税制調査会「法人税の改革について」（平成２６年６月２７日）（抄）税制調査会「法人税の改革について」（平成２６年６月２７日）（抄）    

⑺ 公益法人課税等の見直し 

 ① 現状 

公益法人等は、収益事業のみが課税対象となり、公益目的事業に係る

収益は原則非課税とされている。収益事業に対しては、中小法人と同じ

軽減税率が適用されていることに加え、収益事業による収入を非収益事

業のために支出した金額は寄附金とみなして、一定額まで損金参入され

る（みなし寄附金制度）。（後略） 

 

 ② 改革の方向性 

公共的とされているサービスの提供主体が多様化し、経営形態のみに

よって公営事業を定義することが適当ではなくなっている。こうした市

場の変化を踏まえ、公益法人等や協同組合等に対する課税の抜本的な見

直しを行う必要がある。特に介護事業のように民間事業者との競合が発

生している分野においては、経営形態間での課税の公平性を確保してい

る必要がある。 

こうした観点から、公益法人等の成り立ちや果たしている役割も踏ま

えながら、公益法人等の範囲や収益事業の範囲を見直すべきである。特

に収益事業の範疇であっても、特定の事業者が行う場合に非課税とされ

ている事業で、民間と競合しているもの（例えば社会福祉法人が実施す

る介護事業）については、その取扱いについて見直しが必要である。ま

た、収益事業の規定方法については、従来から、現行の限定列挙方式で

はなく、対価を得て行う事業は原則課税とし、一定の要件に該当する事

業を非課税とすべきとの指摘があり、このような方向での見直しも検討

すべきである。（後略） 

（下線は公正取引委員会が付した） 

 

この点について，株式会社等及び社会福祉法人に対するヒアリングでは，双

方から，「社会福祉法人が，訪問介護等の株式会社等が提供する介護サービスと

同一のサービスを提供している場合については，当該サービスに係る収益につ

いて課税すべきである」との意見があった。また，意見交換会においても，「税

制に関して，営利法人と社会福祉法人の双方の条件を揃えるべきである」との

意見があった。 

さらに，株式会社等に対するアンケートでは，「株式会社等も非課税にした方

がよい」が２０．７％，「介護サービス事業に係る所得全てについて，社会福祉

法人にも課税した方がよい」が２１．７％，「社会福祉法人が株式会社等と同一
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の介護サービスを提供している場合に，その部分の所得については，社会福祉

法人にも課税した方がよい」が１８．４％，「課税・非課税はどちらでもよいが，

株式会社等と社会福祉法人の条件を揃えた方がよい」が２８．８％となってお

り，回答者の約９割が株式会社等と社会福祉法人の税制上の条件を揃えること

を望んでいる。一方，社会福祉法人に対するアンケートでは，「現状のままでよ

い」が７３．０％となっており，回答者の７割超が現状維持を望んでいる。 

 

図表図表図表図表３９３９３９３９    税制に対する株式会社等の意見税制に対する株式会社等の意見税制に対する株式会社等の意見税制に対する株式会社等の意見 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

        

11
2.3%

100
20.7%

105
21.7%

89
18.4%

139
28.8%

17
3.5%

12
2.5%

10
2.1% アアアア 現状のままでよい現状のままでよい現状のままでよい現状のままでよい

イイイイ 株式会社等も非課税にした方がよい株式会社等も非課税にした方がよい株式会社等も非課税にした方がよい株式会社等も非課税にした方がよい

ウウウウ 介護サービス事業に係る所得全てについて，社会福介護サービス事業に係る所得全てについて，社会福介護サービス事業に係る所得全てについて，社会福介護サービス事業に係る所得全てについて，社会福

祉法人にも課税した方がよい祉法人にも課税した方がよい祉法人にも課税した方がよい祉法人にも課税した方がよい

エエエエ 社会福祉法人が株式会社等と同一の介護サービスを社会福祉法人が株式会社等と同一の介護サービスを社会福祉法人が株式会社等と同一の介護サービスを社会福祉法人が株式会社等と同一の介護サービスを

提供している場合に，その部分の所得については，社会提供している場合に，その部分の所得については，社会提供している場合に，その部分の所得については，社会提供している場合に，その部分の所得については，社会

福祉法人にも課税した方がよい福祉法人にも課税した方がよい福祉法人にも課税した方がよい福祉法人にも課税した方がよい

オオオオ 課税・非課税はどちらでもよいが，株式会社等と社会課税・非課税はどちらでもよいが，株式会社等と社会課税・非課税はどちらでもよいが，株式会社等と社会課税・非課税はどちらでもよいが，株式会社等と社会

福祉法人の条件を揃えた方がよい福祉法人の条件を揃えた方がよい福祉法人の条件を揃えた方がよい福祉法人の条件を揃えた方がよい

カカカカ 特に考えはない特に考えはない特に考えはない特に考えはない

キキキキ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４８３４８３４８３４８３）））） 
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図表図表図表図表４０４０４０４０    税制に対する社会福祉法人の意見税制に対する社会福祉法人の意見税制に対する社会福祉法人の意見税制に対する社会福祉法人の意見 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

⑶ イコールフッティングに係る意見 

介護サービス事業を営む事業者間における当該事業を実施するための条件を公

平なものとすること，すなわちイコールフッティングに関連して，株式会社等に

対するアンケートでは，回答者の９１．７％が介護サービス事業を行うに当たっ

て「社会福祉法人の方が競争条件が有利であると思う」と回答しており，その理

由としては，「社会福祉法人には施設の整備のための補助が大きいため」，「税制面

での格差があるため」等が挙げられている。そして，社会福祉法人に対するアン

ケートでは，イコールフッティングについて，回答者の７９．１％が「反対」（４

３．３％）又は「どちらかというと反対」（３５．８％）と回答している。 

意見交換会では，前記１⑴イ（３３ページ）のとおり，参入規制の緩和等に関

連して，「社会福祉法人が補助制度・税制により競争上優遇されているというイコ

ールフッティングの問題を併せて議論することが必要である」という意見や「介

護事業におけるイコールフッティングの確立として，税制面の優遇措置や補助制

度の見直しを整備するべきである」という意見が，また，「社会福祉法人がもっと

競争しやすい環境をつくるという観点も非常に重要である」という意見があった。 

 

343
73.0%

22
4.7%

0
0.0%

16
3.4%

46
9.8%

12
2.6%

29
6.2%

2
0.4%

アアアア 現状のままでよい現状のままでよい現状のままでよい現状のままでよい

イイイイ 株式会社等も非課税にした方がよい株式会社等も非課税にした方がよい株式会社等も非課税にした方がよい株式会社等も非課税にした方がよい

ウウウウ 介護サービス事業に係る所得全てについて，介護サービス事業に係る所得全てについて，介護サービス事業に係る所得全てについて，介護サービス事業に係る所得全てについて，

社会福祉法人にも課税した方がよい社会福祉法人にも課税した方がよい社会福祉法人にも課税した方がよい社会福祉法人にも課税した方がよい

エエエエ 社会福祉法人が株式会社等と同一の介護社会福祉法人が株式会社等と同一の介護社会福祉法人が株式会社等と同一の介護社会福祉法人が株式会社等と同一の介護

サービスを提供している場合に，その部分の所得サービスを提供している場合に，その部分の所得サービスを提供している場合に，その部分の所得サービスを提供している場合に，その部分の所得

については，社会福祉法人にも課税した方がよいについては，社会福祉法人にも課税した方がよいについては，社会福祉法人にも課税した方がよいについては，社会福祉法人にも課税した方がよい

オオオオ 課税・非課税はどちらでもよいが，株式会社等課税・非課税はどちらでもよいが，株式会社等課税・非課税はどちらでもよいが，株式会社等課税・非課税はどちらでもよいが，株式会社等

と社会福祉法人の条件を揃えた方がよいと社会福祉法人の条件を揃えた方がよいと社会福祉法人の条件を揃えた方がよいと社会福祉法人の条件を揃えた方がよい

カカカカ 特に考えはない特に考えはない特に考えはない特に考えはない

キキキキ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

※※※※重複回答：１重複回答：１重複回答：１重複回答：１（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４６９４６９４６９４６９））））
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図表図表図表図表４１４１４１４１    社会福祉法人との競争条件に係る株式会社等の認識社会福祉法人との競争条件に係る株式会社等の認識社会福祉法人との競争条件に係る株式会社等の認識社会福祉法人との競争条件に係る株式会社等の認識 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

    

図表図表図表図表４２４２４２４２    社会福祉法人の競争条件が有利であると社会福祉法人の競争条件が有利であると社会福祉法人の競争条件が有利であると社会福祉法人の競争条件が有利であると株式会社等が株式会社等が株式会社等が株式会社等が考える理由考える理由考える理由考える理由 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

443
91.7%

4
0.8%

18
3.7%

13
2.7%

5
1.0%

アアアア 社会福祉法人の方が有利であると社会福祉法人の方が有利であると社会福祉法人の方が有利であると社会福祉法人の方が有利であると

思う思う思う思う

イイイイ 社会福祉法人の方が不利であると社会福祉法人の方が不利であると社会福祉法人の方が不利であると社会福祉法人の方が不利であると

思う思う思う思う

ウウウウ 同一の同一の同一の同一の競争競争競争競争条件に立っていると思条件に立っていると思条件に立っていると思条件に立っていると思

うううう

エエエエ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

31.2

38.6

87.4

82.6

11.5

0.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

アアアア 社会福祉法人は，社会福祉法人は，社会福祉法人は，社会福祉法人は，居宅居宅居宅居宅サービスと施設サービスをサービスと施設サービスをサービスと施設サービスをサービスと施設サービスを組組組組

みみみみ合わ合わ合わ合わせせせせたサービスが提供できるためたサービスが提供できるためたサービスが提供できるためたサービスが提供できるため

イイイイ 将将将将来の施設サービスの利用を来の施設サービスの利用を来の施設サービスの利用を来の施設サービスの利用を期期期期待して，社会福祉法待して，社会福祉法待して，社会福祉法待して，社会福祉法

人が提供する人が提供する人が提供する人が提供する居宅居宅居宅居宅サービスを利用する利用者が多くサービスを利用する利用者が多くサービスを利用する利用者が多くサービスを利用する利用者が多く存在存在存在存在

するためするためするためするため

ウウウウ 社会福祉法人には施設の社会福祉法人には施設の社会福祉法人には施設の社会福祉法人には施設の整備整備整備整備のための補助が大きのための補助が大きのための補助が大きのための補助が大き

いためいためいためいため

エエエエ 税制面での格税制面での格税制面での格税制面での格差差差差があるためがあるためがあるためがあるため

オオオオ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４８３４８３４８３４８３）））） 

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４４３４４３４４３４４３）））） 

（％）（％）（％）（％） 

（（（（※※※※複数回答可）複数回答可）複数回答可）複数回答可） 
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図表図表図表図表４３４３４３４３    補助制度・税制のイコールフッティングに対する社会福祉法人の意見補助制度・税制のイコールフッティングに対する社会福祉法人の意見補助制度・税制のイコールフッティングに対する社会福祉法人の意見補助制度・税制のイコールフッティングに対する社会福祉法人の意見 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

⑷ 生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度 

社会福祉法人による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担

額軽減制度事業（以下「社福軽減事業」という。）は，介護サービスの利用者のう

ち，所得が低く，一定の要件を満たす者に対し，国，事業を実施する社会福祉法

人等が利用者負担額の一部を助成し，負担の軽減を図ることで，介護サービスの

利用を促進する事業であり，社会福祉事業の実施を任務として税制優遇措置等を

受けている社会福祉法人が，低所得者の負担軽減を行うことは法人本来の使命で

あるという考えの下に制度化されているものである。ただし，当該事業の実施は

任意である。これについて，都道府県や市区町村が，独自の補助により，上乗せ

補助を行う又は事業実施者を営利法人等に拡大するなどといった制度を設けてい

る場合がある。 

この社福軽減事業に関し，株式会社等が提供者となることについて，株式会社

等に対するアンケートでは，回答者の６７．９％が「賛成」（２８．４％）又は「ど

ちらかというと賛成」（３９．５％）と回答しており，社会福祉法人に対するアン

ケートでは，回答者の６１．４％が「賛成」（２７．５％）又は「どちらかという

と賛成」（３３．９％）と回答している。 

    

18
3.8%

53
11.3%

168
35.8%

203
43.3%

21
4.5%

6
1.3%

アアアア 賛成賛成賛成賛成

イイイイ どちらかというと賛成どちらかというと賛成どちらかというと賛成どちらかというと賛成

ウウウウ どちらかというと反対どちらかというと反対どちらかというと反対どちらかというと反対

エエエエ 反対反対反対反対

オオオオ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４６９４６９４６９４６９））））
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図表図表図表図表４４４４４４４４    株式会社等が社福軽減事業株式会社等が社福軽減事業株式会社等が社福軽減事業株式会社等が社福軽減事業のののの提供者となることについての提供者となることについての提供者となることについての提供者となることについての株式会社等株式会社等株式会社等株式会社等

の意見の意見の意見の意見    

 

【出所】公正取引委員会調べ 

    

図表図表図表図表４５４５４５４５    株式会社等が社福軽減事業の提供者となることについての株式会社等が社福軽減事業の提供者となることについての株式会社等が社福軽減事業の提供者となることについての株式会社等が社福軽減事業の提供者となることについての社会福祉法社会福祉法社会福祉法社会福祉法

人の意見人の意見人の意見人の意見    

 

【出所】公正取引委員会調べ 

  

137
28.4%

191
39.5%

64
13.3%

33
6.8%

42
8.7%

16
3.3%

アアアア 賛成賛成賛成賛成

イイイイ どちらかというと賛成どちらかというと賛成どちらかというと賛成どちらかというと賛成

ウウウウ どちらかというと反対どちらかというと反対どちらかというと反対どちらかというと反対

エエエエ 反対反対反対反対

オオオオ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

129
27.5%

159
33.9%

98
20.9%

44
9.4%

31
6.6%

8
1.7% アアアア 賛成賛成賛成賛成

イイイイ どちらかというと賛成どちらかというと賛成どちらかというと賛成どちらかというと賛成

ウウウウ どちらかというと反対どちらかというと反対どちらかというと反対どちらかというと反対

エエエエ 反対反対反対反対

オオオオ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４６９４６９４６９４６９））））

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４８３４８３４８３４８３）））） 
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３３３３    介護サービス・価格の弾力化介護サービス・価格の弾力化介護サービス・価格の弾力化介護サービス・価格の弾力化（混合介護の弾力化）（混合介護の弾力化）（混合介護の弾力化）（混合介護の弾力化）    

事業者の創意工夫が発揮され得る環境が整っているかとの視点から，介護サービ

ス・価格の弾力化に関し，関連する制度とその実態等について調査を行った。 

 

⑴ 現行制度の概要・実態 

介護保険給付の対象となるサービス（以下「保険内サービス」という。）の範囲

については，法令（介護保険法及び同施行規則）において，各介護サービスの定

義が定められており，より具体的な取扱いは介護報酬算定等に関する告示その他

通知等において定められている。介護サービス事業者によっては，このような保

険適用対象となるサービスを提供しているほか，要介護者等のニーズに応じて，

保険適用外のサービス（以下「保険外サービス」という。）を提供している。 

なお，前記通知等に定めがない場合に，より具体的にどのようなサービスが保

険内サービスとなり，どのようなサービスが保険外サービスとなるかは，保険者

ごとにルールが設定され，運用されている状況にある。 

保険外サービスについて，株式会社等に対するアンケートでは，回答者の５７．

６％が「提供している」と回答しており，社会福祉法人に対するアンケートでは，

回答者の３８．０％が「提供している」と回答している。 

 

図表図表図表図表４６４６４６４６    保険外サービスの提供状況保険外サービスの提供状況保険外サービスの提供状況保険外サービスの提供状況    

〔株式会社等〕 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

    

    

238
57.6%

25
6.1%

103
24.9%

47
11.4%

アアアア 提供している提供している提供している提供している

イイイイ 以前は提供していたが，現以前は提供していたが，現以前は提供していたが，現以前は提供していたが，現在在在在提供提供提供提供

していないしていないしていないしていない

ウウウウ これまで提供したことがないこれまで提供したことがないこれまで提供したことがないこれまで提供したことがない

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４１３４１３４１３４１３）））） 
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図表図表図表図表４７４７４７４７    保険外サービスの提供状況保険外サービスの提供状況保険外サービスの提供状況保険外サービスの提供状況    

〔社会福祉法人〕 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

介護サービスの料金に関し，保険内サービスについては，前記第２の３⑶エ（２

１～２２ページ）のとおり，国が定める公定価格（介護報酬）となっているが，

居宅サービスのうち医療系サービス等一部の介護サービスを除いて，公定価格を

下回る価格を設定することが認められている

53

。他方，現行制度下では，公定価格

を上回る価格を設定することはできないとされている。 

この介護サービスの料金水準について，株式会社等に対するアンケートでは，

回答者の７４．７％が「全ての料金が介護報酬と同額となっている」と回答して

いる。 

保険外サービスの料金については，介護サービス事業者が自由に設定できるこ

とになっているが，保険内サービスと同一内容の保険外サービスを提供する場合，

例えば，介護保険の支給限度基準額を超えてサービスを提供した場合にあっては，

保険内サービスと保険外サービスの料金の間に不合理な差額が生じないようにし

なければならない旨省令

54

で定められている。保険外のサービスであるため，自治

体による独自の補助等がなければ，その利用料は，基本的には利用者の全額自己

負担となる。 

                                                   
53

 前掲注３４（２６ページ）の厚生省老人保健福祉局企画課長通知参照。 

54

 例えば，訪問介護にあっては，「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」（平

成１１年３月３１日厚生省令第３７号）第２０条第２項に規定がある。 

173
38.0%

23
5.1%

240
52.7%

19
4.2%

アアアア 提供している提供している提供している提供している

イイイイ 以前は提供していたが，現以前は提供していたが，現以前は提供していたが，現以前は提供していたが，現在在在在提供提供提供提供

していないしていないしていないしていない

ウウウウ これまで提供したことがないこれまで提供したことがないこれまで提供したことがないこれまで提供したことがない

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４５５）４５５）４５５）４５５）
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図表図表図表図表４８４８４８４８    株式会社等が提供する介護サービス（居宅サービス）の料金の水準株式会社等が提供する介護サービス（居宅サービス）の料金の水準株式会社等が提供する介護サービス（居宅サービス）の料金の水準株式会社等が提供する介護サービス（居宅サービス）の料金の水準 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

また，介護サービス事業者は，保険内サービスである居宅サービスを提供する

に当たり，保険外サービスを併せて提供する，いわゆる「混合介護」を提供する

ことが可能であるとされている。 

ただし，現在認められている混合介護では，保険外サービスは，保険内サービ

スと明確に区分した上で，これを提供することが求められており

55

，例えば，訪問

介護サービスにおいて，原則として，訪問介護員の指名料を利用者から徴収して，

指名された訪問介護員を派遣することはできないとされている。 

保険内サービスと保険外サービスの区分について，自治体に対するアンケート

では，回答者の８１．０％が「保険内外のサービスを明確に区分する必要がある

ため，原則として，一体的に提供することはできないが，区分が明確になってい

れば，連続して提供することは可能である」と回答している。よって，例えば，

訪問介護サービスにおいて，通常，利用者の食事の支度・洗濯・部屋の掃除と一

緒に同居家族の食事の支度・洗濯・部屋の掃除はできないし，掃除のついでに庭

の花木の水やりもできないことになり，また，通所介護サービスにおいて，隣に

スーパーマーケットがあっても，昼休みに介護士の介助の下，簡単な買い物に付

き合ってもらうこともできないことになる。 

                                                   
55

 第４回産業競争力会議医療・介護等分科会（平成２５年１１月１２日）厚生労働省提出資料参照。 

360
74.7%

38
7.9%

11
2.3%

10
2.1%

63
13.1%

アアアア 提供する介護サービスの全ての料金提供する介護サービスの全ての料金提供する介護サービスの全ての料金提供する介護サービスの全ての料金

は，介護は，介護は，介護は，介護報酬報酬報酬報酬と同と同と同と同額額額額となっているとなっているとなっているとなっている

イイイイ 提供する介護サービスの料金は，介提供する介護サービスの料金は，介提供する介護サービスの料金は，介提供する介護サービスの料金は，介

護護護護報酬報酬報酬報酬と同と同と同と同額額額額のものもあればのものもあればのものもあればのものもあれば下下下下回ってい回ってい回ってい回ってい

るものもあるるものもあるるものもあるるものもある

ウウウウ 提供する介護サービスの全ての料金提供する介護サービスの全ての料金提供する介護サービスの全ての料金提供する介護サービスの全ての料金

は，介護は，介護は，介護は，介護報酬報酬報酬報酬をををを下下下下回っている回っている回っている回っている

エエエエ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：４８２）（回答者：４８２）（回答者：４８２）（回答者：４８２） 

※※※※無効回答：１無効回答：１無効回答：１無効回答：１ 



 

61 
 

なお，特定施設入居者生活介護については，厚生労働省の通知

56

により，介護サ

ービス事業者が提供することができる保険外サービスの範囲が明確に定められて

おり，人員配置を手厚くした場合，外出介助，買い物代行等の場合に保険外サー

ビスの提供が可能となっている。また，施設サービスにおいては，「混合介護」は，

原則として認められていない。 

 

図表図表図表図表４９４９４９４９    保険内サービスと保険外サービスの併用に係る自治体におけるルール保険内サービスと保険外サービスの併用に係る自治体におけるルール保険内サービスと保険外サービスの併用に係る自治体におけるルール保険内サービスと保険外サービスの併用に係る自治体におけるルール 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

  

                                                   
56

 厚生省老人保健福祉局企画課長通知「特定施設入居者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対

象外の介護サービス費用について」（平成１２年３月３０日老企第５２号） 

24
5.7%

340
81.0%

33
7.9%

17
4.0%

6
1.4%

アアアア 保険内保険内保険内保険内外のサービスを明外のサービスを明外のサービスを明外のサービスを明確確確確にににに区区区区分する必要分する必要分する必要分する必要

があるため，があるため，があるため，があるため，原則原則原則原則として，一体的に提供することとして，一体的に提供することとして，一体的に提供することとして，一体的に提供すること

もももも連連連連続して提供することもできない続して提供することもできない続して提供することもできない続して提供することもできない

イイイイ 保険内保険内保険内保険内外のサービスを明外のサービスを明外のサービスを明外のサービスを明確確確確にににに区区区区分する必要分する必要分する必要分する必要

があるため，があるため，があるため，があるため，原則原則原則原則として，一体的に提供することとして，一体的に提供することとして，一体的に提供することとして，一体的に提供すること

はできないが，はできないが，はできないが，はできないが，区区区区分が明分が明分が明分が明確確確確になっていれば，になっていれば，になっていれば，になっていれば，連連連連

続して提供することは続して提供することは続して提供することは続して提供することは可能可能可能可能であるであるであるである

ウウウウ 一体的に提供することも一体的に提供することも一体的に提供することも一体的に提供することも連連連連続して提供するこ続して提供するこ続して提供するこ続して提供するこ

ともともともとも可能可能可能可能であるであるであるである

エエエエ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４２０４２０４２０４２０）））） 
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⑵ 現行制度・実態に係る意見 

介護サービス事業者が介護報酬より低い料金で介護サービスを提供することに

ついて，自治体に対するアンケートでは，回答者の２８．８％が「反対」（７．６％）

又は「どちらかといえば反対」（２１．２％）と回答しており，その理由としては，

「介護保険のような社会保障の分野は価格競争になじまないから」，「同一サービ

スを提供しているにもかかわらず，事業者ごとに価格差が生じるのは不合理であ

るから」等が挙げられている。 

 

図表図表図表図表５０５０５０５０    介護サービス事業者が介護報介護サービス事業者が介護報介護サービス事業者が介護報介護サービス事業者が介護報酬酬酬酬よりよりよりより低低低低い料金で介護サービスを提供すい料金で介護サービスを提供すい料金で介護サービスを提供すい料金で介護サービスを提供す

ることに対する自治体の意見及び理由ることに対する自治体の意見及び理由ることに対する自治体の意見及び理由ることに対する自治体の意見及び理由    

① 介護サービス事業者が介護報酬より低い料金で介護サービスを提供する

ことに対する自治体の意見 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
2.4%

21
5.0%

89
21.2%

32
7.6%

115
27.4%

28
6.7%

125
29.8%

アアアア 賛成賛成賛成賛成

イイイイ どちらかといえば賛成どちらかといえば賛成どちらかといえば賛成どちらかといえば賛成

ウウウウ どちらかといえば反対どちらかといえば反対どちらかといえば反対どちらかといえば反対

エエエエ 反対反対反対反対

オオオオ 介護サービス事業者が自らの介護サービス事業者が自らの介護サービス事業者が自らの介護サービス事業者が自らの判断判断判断判断でででで

行うことであり，特に意見はない行うことであり，特に意見はない行うことであり，特に意見はない行うことであり，特に意見はない

カカカカ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４２０４２０４２０４２０）））） 
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② ①の回答の理由 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

100.0

90.5

2.2

0.0

23.5

28.6

0.8

90.0

90.5

3.4

0.0

15.7

25.0

11.2

10.0

9.5

61.8

59.4

9.6

39.3

33.6

10.0

4.8

56.2

59.4

3.5

14.3

12.0

0.0

4.8

1.1

3.1

49.6

0.0

29.6

10.0

14.3

28.1

34.4

12.2

42.9

24.8

0.0

0.0

0.0

0.0

4.3

7.1

2.4

0.0 50.0 100.0

アアアア 賛成賛成賛成賛成

イイイイ どちらかといえば賛成どちらかといえば賛成どちらかといえば賛成どちらかといえば賛成

ウウウウ どちらかといえば反対どちらかといえば反対どちらかといえば反対どちらかといえば反対

エエエエ 反対反対反対反対

オオオオ 介護サービス事業者が介護サービス事業者が介護サービス事業者が介護サービス事業者が

自らの自らの自らの自らの判断判断判断判断で行うことであり，で行うことであり，で行うことであり，で行うことであり，

特に意見はない特に意見はない特に意見はない特に意見はない

カカカカ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

アアアア 低低低低料金で介護サービスを料金で介護サービスを料金で介護サービスを料金で介護サービスを

利用できることは利用者に利用できることは利用者に利用できることは利用者に利用できることは利用者に

とってとってとってとって好好好好ましいからましいからましいからましいから

イイイイ 公公公公費負担費負担費負担費負担分が減ることに分が減ることに分が減ることに分が減ることに

なり，なり，なり，なり，財政財政財政財政上の上の上の上の観点観点観点観点からからからから好好好好まままま

しいからしいからしいからしいから

ウウウウ 介護介護介護介護保険保険保険保険のような社会のような社会のような社会のような社会保保保保

障障障障の分の分の分の分野野野野はははは価価価価格格格格競争競争競争競争になじまになじまになじまになじま

ないからないからないからないから

エエエエ 同一サービスを提供して同一サービスを提供して同一サービスを提供して同一サービスを提供して

いるにもかかわらず，事業者いるにもかかわらず，事業者いるにもかかわらず，事業者いるにもかかわらず，事業者

ごとにごとにごとにごとに価価価価格格格格差差差差がががが生生生生じるのは不じるのは不じるのは不じるのは不

合理であるから合理であるから合理であるから合理であるから

オオオオ 特に理由はない特に理由はない特に理由はない特に理由はない

カカカカ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４２０４２０４２０４２０）））） （％）（％）（％）（％） 

（１０（１０（１０（１０/４２０４２０４２０４２０）））） 

（２１（２１（２１（２１/４２０４２０４２０４２０）））） 

（８９（８９（８９（８９/４２０４２０４２０４２０）））） 

（３２（３２（３２（３２/４２０４２０４２０４２０）））） 

（１１５（１１５（１１５（１１５/４２０４２０４２０４２０）））） 

（２８（２８（２８（２８/４２０４２０４２０４２０）））） 

（１２５（１２５（１２５（１２５/４２０４２０４２０４２０）））） 

（（（（※※※※複数回答可）複数回答可）複数回答可）複数回答可） 
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また，保険外サービスを提供するに当たっての課題について，保険外サービス

を提供している株式会社等及び社会福祉法人に対するアンケートでは，「特に課題

はない」（株式会社等２１．８％，社会福祉法人３７．０％）との回答がある一方，

「保険外サービスを提供する人員の確保が困難であること」，「保険外サービスに

対する利用者の理解（認知度・価格の高低）が低いこと」という回答もみられた。

これらのほか，「地方自治体から保険内外を厳密に区分けするよう求める指導があ

ること」，「保険サービスと保険外サービスの併用に係るルールが曖昧であること

又は地域差があること」という回答もみられ，自治体の指導や地域ごとのルール

の違い等が保険外サービスの普及に関する課題となっている状況がみられる。 

    

図表図表図表図表５１５１５１５１    保険外サービスの提供に保険外サービスの提供に保険外サービスの提供に保険外サービスの提供に当当当当たたたたっっっっての課ての課ての課ての課題題題題    

〔株式会社等〕 

【出所】公正取引委員会調べ 

    

    

    

    

（（（（※※※※複数回答可）複数回答可）複数回答可）複数回答可） 

27.7

26.5

15.1

8.4

14.7

29.8

8.4

37.4

21.8

4.2

0.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0
アアアア 地地地地方自方自方自方自治治治治体から体から体から体から保険内保険内保険内保険内外を外を外を外を厳密厳密厳密厳密にににに区区区区分けするよう分けするよう分けするよう分けするよう求求求求

める指める指める指める指導導導導があることがあることがあることがあること

イイイイ 保険保険保険保険サービスとサービスとサービスとサービスと保険保険保険保険外サービスの外サービスの外サービスの外サービスの併併併併用に係る用に係る用に係る用に係るルルルルーーーールルルル

がががが曖昧曖昧曖昧曖昧であること又はであること又はであること又はであること又は地域差地域差地域差地域差があることがあることがあることがあること

ウウウウ ケケケケアアアアマネジャマネジャマネジャマネジャーがーがーがーが消極消極消極消極的であること的であること的であること的であること

エエエエ 保険保険保険保険外サービスの外サービスの外サービスの外サービスの担担担担いいいい手手手手として，として，として，として，ボランティボランティボランティボランティア等のア等のア等のア等の活活活活

用が用が用が用が推奨推奨推奨推奨されていることされていることされていることされていること

オオオオ 保険保険保険保険外サービスの利用者の外サービスの利用者の外サービスの利用者の外サービスの利用者の確保確保確保確保がががが困難困難困難困難であることであることであることであること

カカカカ 保険保険保険保険外サービスに対する利用者の理解（認知度・外サービスに対する利用者の理解（認知度・外サービスに対する利用者の理解（認知度・外サービスに対する利用者の理解（認知度・価価価価

格の高格の高格の高格の高低低低低）が）が）が）が低低低低いこといこといこといこと

キキキキ 保険保険保険保険外サービスの外サービスの外サービスの外サービスの品品品品質の質の質の質の確保確保確保確保がががが困難困難困難困難であることであることであることであること

クククク 保険保険保険保険外サービスを提供する人外サービスを提供する人外サービスを提供する人外サービスを提供する人員員員員のののの確保確保確保確保がががが困難困難困難困難であるであるであるである

ことことことこと

ケケケケ 特に課特に課特に課特に課題題題題はないはないはないはない

ココココ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（％）（％）（％）（％）

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：２３８２３８２３８２３８））））

（（（（※※※※複数回答可）複数回答可）複数回答可）複数回答可）
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図表図表図表図表５２５２５２５２    保険外サービスの提供に保険外サービスの提供に保険外サービスの提供に保険外サービスの提供に当当当当たたたたっっっっての課ての課ての課ての課題題題題    

〔社会福祉法人〕 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

以上のように，介護サービスの提供に当たって，多様なサービスの提供が可能

となり価格競争が有効に機能する環境が，必ずしも整っている状況にはないが，

株式会社等に対するヒアリングでは，「保険内サービスと保険外サービスを一体的

に提供できれば効率が上がり，その分料金を下げられる可能性がある」，「保険内

サービスと保険外サービスを自由に組み合わせて提供することが可能であれば，

サービス内容の差別化を図ることができ，料金を含めた競争が可能となる」との

意見があった。 

これらの意見は，現在認められている混合介護をより弾力的に運用すること，

具体的には，保険内サービスと保険外サービスを組み合わせて同時一体的に提供

することを可能とすることや質の高いサービスを提供することとともに，利用料

金を自由化することで，多様なサービスの提供が可能となり，価格競争が有効に

機能する環境が整備され得ることを示唆するものである（以下，上記の弾力的な

運用をできるようにすることを「混合介護の弾力化」という。）。 

12.1

16.2

4.6

3.5

9.8

22.0

5.2

34.7

37.0

4.6

0.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0
アアアア 地地地地方自方自方自方自治治治治体から体から体から体から保険内保険内保険内保険内外を外を外を外を厳密厳密厳密厳密にににに区区区区分けするよう分けするよう分けするよう分けするよう求求求求

める指める指める指める指導導導導があることがあることがあることがあること

イイイイ 保険保険保険保険サービスとサービスとサービスとサービスと保険保険保険保険外サービスの外サービスの外サービスの外サービスの併併併併用に係る用に係る用に係る用に係るルルルルーーーールルルル

がががが曖昧曖昧曖昧曖昧であること又はであること又はであること又はであること又は地域差地域差地域差地域差があることがあることがあることがあること

ウウウウ ケケケケアアアアマネジャマネジャマネジャマネジャーがーがーがーが消極消極消極消極的であること的であること的であること的であること

エエエエ 保険保険保険保険外サービスの外サービスの外サービスの外サービスの担担担担いいいい手手手手として，として，として，として，ボランティボランティボランティボランティア等のア等のア等のア等の活活活活

用が用が用が用が推奨推奨推奨推奨されていることされていることされていることされていること

オオオオ 保険保険保険保険外サービスの利用者の外サービスの利用者の外サービスの利用者の外サービスの利用者の確保確保確保確保がががが困難困難困難困難であることであることであることであること

カカカカ 保険保険保険保険外サービスに対する利用者の理解（認知度・外サービスに対する利用者の理解（認知度・外サービスに対する利用者の理解（認知度・外サービスに対する利用者の理解（認知度・価価価価

格の高格の高格の高格の高低低低低）が）が）が）が低低低低いこといこといこといこと

キキキキ 保険保険保険保険外サービスの外サービスの外サービスの外サービスの品品品品質の質の質の質の確保確保確保確保がががが困難困難困難困難であることであることであることであること

クククク 保険保険保険保険外サービスを提供する人外サービスを提供する人外サービスを提供する人外サービスを提供する人員員員員のののの確保確保確保確保がががが困難困難困難困難であるであるであるである

ことことことこと

ケケケケ 特に課特に課特に課特に課題題題題はないはないはないはない

ココココ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：１７３）１７３）１７３）１７３）

（（（（※※※※複数回答可）複数回答可）複数回答可）複数回答可）

（％）（％）（％）（％）
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この「混合介護の弾力化」について，意見交換会

57

では，「既存の混合介護は使

いにくい制度となっており，混合介護の弾力化が認められれば，事業者の収益の

増加により，介護職員の処遇改善，事業の維持可能性の確保ができるほか，新し

い市場の創出，介護サービスの質の向上・効率化が期待できる」，「新しい混合介

護（混合介護の弾力化）のような質の高いサービスを提供する事業者が報われる

ような仕組みにしないと利用者にとっても困るし，産業としても発展しない」，「市

場において賃金の上昇が見込めるとしても，財政上の問題により介護報酬が上げ

られないことから，介護労働者の賃金が増やせないという問題がある，この問題

の解決のための現実的な妥協案として，新しい混合介護（混合介護の弾力化）を

認めてもよいのではないか」といった賛成意見があった。一方，「認知症高齢者や

独居高齢者といった合理的な判断をすることが難しい利用者が増えていく中で，

適切なアセスメントがなされないまま，保険外サービスを増やすことによって，

無用な保険給付が生み出される場合があることから，新しい混合介護（混合介護

の弾力化）を拙速に認めることには反対である」，「自治体ごとのローカルルール

により，保険外サービスと保険内サービスの区分が不明瞭な状況の下では不適切

な保険給付の事例が生じるといった問題が起きる」といった反対意見があった。

これらの懸念に対しては，それぞれ，「利用者が適切に介護サービスの質を評価し

適切に事業者を選択できるための手当てが行われることを前提とすれば，不適切

なサービスを提供する事業者は利用者から選択されずに淘汰されることになるた

め無用な保険給付が発生することにはならない」，「保険内サービスと保険外サー

ビスの区分が明確でないことにより，不適切な保険給付の事例が生じるというこ

とになれば，それを解決するために区分がはっきり決まることになるのではない

か」との意見があった。また，混合介護の弾力化を認めることに関して懸念があ

るなら，「国家戦略特区を活用して試験的に実施するという案もある」という意見

もあった。 

なお，保険外サービスについて，利用者及びその家族（以下「利用者等」とい

う。）に対するアンケートでは，回答者の４９．３％が「保険外サービスを利用し

たことがない」と回答しており，これまで利用したことがある又は今後利用して

みたい保険外サービスについて，回答者の４３．４％が「特になし」と回答して

いる。 

 

 

 

 

                                                   
57

 平成２８年５月２３日の第２回意見交換会の開催時点では，「混合介護の弾力化」のことを「新しい

混合介護」としている。 
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図表図表図表図表５３５３５３５３    介護サービス利用者介護サービス利用者介護サービス利用者介護サービス利用者等等等等における保険外サービスの利用状況における保険外サービスの利用状況における保険外サービスの利用状況における保険外サービスの利用状況    

 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

図表図表図表図表５４５４５４５４    介護サービス利用者介護サービス利用者介護サービス利用者介護サービス利用者等等等等が利用したことがある，が利用したことがある，が利用したことがある，が利用したことがある，又は今後又は今後又は今後又は今後利用したいと利用したいと利用したいと利用したいと

する保険外サービスの内容する保険外サービスの内容する保険外サービスの内容する保険外サービスの内容    

【出所】公正取引委員会調べ 

231
24.8%

459
49.3%

241
25.9%

0
0.0%

アアアア あるあるあるある

イイイイ ないないないない

ウウウウ 分からない分からない分からない分からない

エエエエ その他その他その他その他

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：９３１９３１９３１９３１）））） 

（※（※（※（※    複数回答可）複数回答可）複数回答可）複数回答可） 

18.7

7.4

10.0

4.4

5.9

12.1

13.7

13.0

15.4

10.3

16.5

43.4

0.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

アアアア 「支給限度基準額」を超えて利用するサービス「支給限度基準額」を超えて利用するサービス「支給限度基準額」を超えて利用するサービス「支給限度基準額」を超えて利用するサービス

イイイイ 訪問介護員を指名できるなど，付加価値を加えたサービス訪問介護員を指名できるなど，付加価値を加えたサービス訪問介護員を指名できるなど，付加価値を加えたサービス訪問介護員を指名できるなど，付加価値を加えたサービス

ウウウウ 訪問介護における「通院等の目的」以外の外出時の乗車又は訪問介護における「通院等の目的」以外の外出時の乗車又は訪問介護における「通院等の目的」以外の外出時の乗車又は訪問介護における「通院等の目的」以外の外出時の乗車又は

降車の介助降車の介助降車の介助降車の介助

エエエエ 草むしり，花木の水やり，犬の散歩等ペットの世話草むしり，花木の水やり，犬の散歩等ペットの世話草むしり，花木の水やり，犬の散歩等ペットの世話草むしり，花木の水やり，犬の散歩等ペットの世話

オオオオ 家具・電気器具等の移動・修繕，大掃除，家屋の修理，ペンキ家具・電気器具等の移動・修繕，大掃除，家屋の修理，ペンキ家具・電気器具等の移動・修繕，大掃除，家屋の修理，ペンキ家具・電気器具等の移動・修繕，大掃除，家屋の修理，ペンキ

塗り塗り塗り塗り

カカカカ 配食サービス，共食サービス，季節ごとの特別な手間をかけて配食サービス，共食サービス，季節ごとの特別な手間をかけて配食サービス，共食サービス，季節ごとの特別な手間をかけて配食サービス，共食サービス，季節ごとの特別な手間をかけて

行う調理行う調理行う調理行う調理

キキキキ 通院時の待ち時間の付き添い，待機通院時の待ち時間の付き添い，待機通院時の待ち時間の付き添い，待機通院時の待ち時間の付き添い，待機

クククク 移送サービス，移動を伴う各種付き添いサービス（旅行の付き移送サービス，移動を伴う各種付き添いサービス（旅行の付き移送サービス，移動を伴う各種付き添いサービス（旅行の付き移送サービス，移動を伴う各種付き添いサービス（旅行の付き

添いを含みます。）添いを含みます。）添いを含みます。）添いを含みます。）

ケケケケ 見守り，安否確認・緊急通報サービス見守り，安否確認・緊急通報サービス見守り，安否確認・緊急通報サービス見守り，安否確認・緊急通報サービス

ココココ 買物代行サービス買物代行サービス買物代行サービス買物代行サービス

ササササ 訪問理美容サービス訪問理美容サービス訪問理美容サービス訪問理美容サービス

シシシシ 特になし特になし特になし特になし

スススス その他その他その他その他

（回答者：９３１）（回答者：９３１）（回答者：９３１）（回答者：９３１）

（％）（％）（％）（％）

（（（（※※※※複数回答可）複数回答可）複数回答可）複数回答可）
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４４４４    情報公開・第三者評価情報公開・第三者評価情報公開・第三者評価情報公開・第三者評価    

利用者の選択が適切に行われ得る環境が整っているかとの視点から，利用者の選

択の基礎となる情報公開・第三者評価に係る制度とその実態等について調査を行っ

た。 

 

⑴ 情報公開 

ア 現行制度の概要・実態 

現行制度では，介護保険法に基づき，介護サービスの利用者が適切かつ円滑

に当該介護サービスを利用する機会を確保するために，原則として，全ての介

護サービス事業者に対し，介護サービスの内容等に関する情報を管轄する都道

府県知事に報告する義務が課されており（介護保険法第１１５条の３５第１項），

また，当該報告を受けた都道府県知事に対しては，当該報告の内容を公表する

義務が課されている（同第２項。以下，本制度のことを「介護サービス情報公

表制度」という。）。 

具体的な報告及び公表の方法は，介護保険法施行規則等において定められて

いるところ，介護サービス事業者が，都道府県が指定する「情報公表センター」

に対し，「基本情報」及び「運営情報」を報告し，報告された情報のうち基本情

報についてはそのまま，運営情報については必要に応じて当該都道府県が指定

する調査機関による事実確認のための調査を経るなどして，インターネット上

で公表される。これら情報の更新頻度は年１回とされている。 

なお，自治体の中には調査又は公表に当たって，介護サービス事業者から手

数料を徴収する場合がある。 

 

図表図表図表図表５５５５５５５５    介護サービス情報公表制度介護サービス情報公表制度介護サービス情報公表制度介護サービス情報公表制度 

 

【出所】厚生労働省ウェブサイト 
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図表図表図表図表５６５６５６５６    報告・公表される具体的な内容報告・公表される具体的な内容報告・公表される具体的な内容報告・公表される具体的な内容 

分類 主な事項 

基本情報 
・事業所の名称、所在地等 

・従業者に関するもの 

・提供サービスの内容 

・利用料等 

・法人情報 

運営情報 
・利用者の権利擁護の取組 

・サービスの質の確保の取組 

・相談・苦情等への対応 

・外部機関等との連携 

・適切な事業運営・管理の体制 

・安全・衛生管理等の体制 

・その他（従業者の研修の状況等） 

【出所】厚生労働省「介護サービス情報の公表制度の見直し及び新システムの概要」 

（平成２４年８月３１日）資料を基に作成 
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自治体が介護サービス情報公表制度以外に，ウェブサイト上で提供している

情報について，アンケート結果は次のとおりである。 

 

図表図表図表図表５７５７５７５７    自治体が自治体が自治体が自治体がウェブウェブウェブウェブサイサイサイサイトトトト上で提供している上で提供している上で提供している上で提供している情情情情報報報報 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

47.6

16.7

5.7

27.9

4.8

3.3

7.9

6.0

1.0

7.4

8.1

4.0

10.7

1.9

1.9

1.4

0.5

5.5

1.4

1.0

51.2

19.3

6.0

28.3

4.8

5.2

8.1

5.5

1.2

5.5

5.2

2.9

16.7

6.2

3.1

4.5

0.7

5.5

0.7

0.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

アアアア 事業者（事業所）事業者（事業所）事業者（事業所）事業者（事業所）名名名名，，，，住住住住所，所，所，所，電話番号電話番号電話番号電話番号

イイイイ 法人形法人形法人形法人形態態態態（（（（種種種種別）別）別）別）

ウウウウ 事業者の運営方事業者の運営方事業者の運営方事業者の運営方針針針針・介護サービスの特・介護サービスの特・介護サービスの特・介護サービスの特色色色色

エエエエ 提供される介護サービスの提供される介護サービスの提供される介護サービスの提供される介護サービスの種類種類種類種類・・・・内内内内容容容容

オオオオ 料金（介護料金（介護料金（介護料金（介護保険保険保険保険自自自自己負担己負担己負担己負担分）分）分）分）

カカカカ 料金（その他必要料金（その他必要料金（その他必要料金（その他必要費費費費用）用）用）用）

キキキキ 事業者のウ事業者のウ事業者のウ事業者のウェブェブェブェブサイトのアサイトのアサイトのアサイトのアドレドレドレドレス（リス（リス（リス（リンンンンクをクをクをクを含み含み含み含み

ますますますます。。。。））））

クククク 事業所の介護・事業所の介護・事業所の介護・事業所の介護・看看看看護護護護職員職員職員職員数数数数

ケケケケ 介護・介護・介護・介護・看看看看護護護護職員職員職員職員の資格の資格の資格の資格保保保保有者数・経有者数・経有者数・経有者数・経験年験年験年験年数数数数

ココココ サービスの提供サービスの提供サービスの提供サービスの提供地域地域地域地域

ササササ 利用できる利用できる利用できる利用できる日時日時日時日時

シシシシ 送迎送迎送迎送迎サービスの有無・提供サービスの有無・提供サービスの有無・提供サービスの有無・提供地域地域地域地域・・・・時間時間時間時間

スススス 定定定定員員員員・・・・空空空空き状き状き状き状況況況況

セセセセ 入入入入居居居居（所）待ちの状（所）待ちの状（所）待ちの状（所）待ちの状況況況況

ソソソソ 提提提提携医療携医療携医療携医療機機機機関関関関

タタタタ 施設・設施設・設施設・設施設・設備備備備のののの概概概概要・要・要・要・居居居居室の状室の状室の状室の状況況況況（室数・面（室数・面（室数・面（室数・面積積積積））））

チチチチ 年間年間年間年間のののの催催催催しししし物物物物などの行事予定などの行事予定などの行事予定などの行事予定

ツツツツ 苦情苦情苦情苦情等の等の等の等の受付受付受付受付制度・制度・制度・制度・連絡連絡連絡連絡先先先先

テテテテ 第第第第三三三三者者者者評価評価評価評価のののの結果結果結果結果

トトトト 監査監査監査監査のののの結果結果結果結果

居宅居宅居宅居宅サービスサービスサービスサービス 施設サービス（施設サービス（施設サービス（施設サービス（居宅居宅居宅居宅扱い施設介護を扱い施設介護を扱い施設介護を扱い施設介護を含含含含むむむむ。。。。））））

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４２０４２０４２０４２０）））） 

（％）（％）（％）（％） 

（（（（※※※※複数回答可）複数回答可）複数回答可）複数回答可） 
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利用者がどのような情報を必要としているのかを把握する取組について，自

治体に対するアンケートでは，回答者の８８．８％が，そのような取組は「行

っていない」と回答している。 

なお，具体的な取組の内容としては，「日常生活圏域ニーズ調査を利用して利

用者が必要としている情報を把握する」等が挙げられている。 

 

図表図表図表図表５８５８５８５８    利用者が利用者が利用者が利用者が求求求求めるめるめるめる情情情情報を報を報を報を把握把握把握把握するために自治体が実施しているするために自治体が実施しているするために自治体が実施しているするために自治体が実施している取組取組取組取組の有の有の有の有

無無無無 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

  

39
9.3%

373
88.8%

8
1.9%

アアアア 行っている行っている行っている行っている

イイイイ 行っていない行っていない行っていない行っていない

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４２０４２０４２０４２０）））） 
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事業者の情報公開手段及び公開している情報について，アンケート結果は次

のとおりである。 

 

図表図表図表図表５９５９５９５９    事業者の事業者の事業者の事業者の情情情情報公報公報公報公開手段開手段開手段開手段    

〔株式会社等〕 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

56.7

24.0

69.2

71.4

14.7

52.0

24.0

24.6

15.7

3.5

3.5

1.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

アアアア チラシチラシチラシチラシ，，，，パンフレパンフレパンフレパンフレットのットのットのットの配布配布配布配布，，，，ダダダダイイイイレレレレクトクトクトクトメメメメーーーールルルルのののの送送送送

付付付付を行うことを行うことを行うことを行うこと

イイイイ 新聞新聞新聞新聞，，，，雑誌雑誌雑誌雑誌等の等の等の等の広告媒広告媒広告媒広告媒体に体に体に体に情報情報情報情報をををを掲載掲載掲載掲載することすることすることすること

ウウウウ 自社のウ自社のウ自社のウ自社のウェブェブェブェブサイト上にサイト上にサイト上にサイト上に情報情報情報情報をををを掲載掲載掲載掲載することすることすることすること

エエエエ 自社の事業所・施設において，資料を自社の事業所・施設において，資料を自社の事業所・施設において，資料を自社の事業所・施設において，資料を備備備備ええええ付付付付けるけるけるける

ことことことこと

オオオオ 説説説説明会（明会（明会（明会（セミナセミナセミナセミナー）を実施することー）を実施することー）を実施することー）を実施すること

カカカカ 体体体体験験験験・見・見・見・見学学学学会を実施すること会を実施すること会を実施すること会を実施すること

キキキキ 紹紹紹紹介介介介センタセンタセンタセンター等のー等のー等のー等の仲仲仲仲介業者を利用すること介業者を利用すること介業者を利用すること介業者を利用すること

クククク 地地地地方自方自方自方自治治治治体が体が体が体が発発発発行する行する行する行する広報誌広報誌広報誌広報誌，，，，パンフレパンフレパンフレパンフレット等にット等にット等にット等に

情報情報情報情報をををを掲載掲載掲載掲載することすることすることすること

ケケケケ 地地地地方自方自方自方自治治治治体のウ体のウ体のウ体のウェブェブェブェブサイト上にサイト上にサイト上にサイト上に掲載掲載掲載掲載されるようにされるようにされるようにされるように

情報情報情報情報を提供することを提供することを提供することを提供すること

（介護サービス（介護サービス（介護サービス（介護サービス情報情報情報情報公公公公表表表表制度によるものを制度によるものを制度によるものを制度によるものを除除除除くくくく。。。。））））

ココココ 特に行っていない特に行っていない特に行っていない特に行っていない

ササササ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：４８３）（回答者：４８３）（回答者：４８３）（回答者：４８３） 
（％）（％）（％）（％） 

（（（（※※※※複数回答可）複数回答可）複数回答可）複数回答可） 
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〔社会福祉法人〕 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

45.4

16.4

83.6

77.8

13.9

45.4

6.0

18.3

21.1

1.7

4.9

1.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

アアアア チラシチラシチラシチラシ，，，，パンフレパンフレパンフレパンフレットのットのットのットの配布配布配布配布，，，，ダダダダイイイイレレレレクトクトクトクトメメメメーーーールルルルのののの送付送付送付送付

を行うことを行うことを行うことを行うこと

イイイイ 新聞新聞新聞新聞，，，，雑誌雑誌雑誌雑誌等の等の等の等の広告媒広告媒広告媒広告媒体に体に体に体に情報情報情報情報をををを掲載掲載掲載掲載することすることすることすること

ウウウウ 自法人のウ自法人のウ自法人のウ自法人のウェブェブェブェブサイト上にサイト上にサイト上にサイト上に情報情報情報情報をををを掲載掲載掲載掲載することすることすることすること

エエエエ 自法人の事業所・施設において，資料を自法人の事業所・施設において，資料を自法人の事業所・施設において，資料を自法人の事業所・施設において，資料を備備備備ええええ付付付付けるこけるこけるこけるこ

とととと

オオオオ 説説説説明会（明会（明会（明会（セミナセミナセミナセミナー）を実施することー）を実施することー）を実施することー）を実施すること

カカカカ 体体体体験験験験・見・見・見・見学学学学会を実施すること会を実施すること会を実施すること会を実施すること

キキキキ 紹紹紹紹介介介介センタセンタセンタセンター等のー等のー等のー等の仲仲仲仲介業者を利用すること介業者を利用すること介業者を利用すること介業者を利用すること

クククク 地地地地方自方自方自方自治治治治体が体が体が体が発発発発行する行する行する行する広報誌広報誌広報誌広報誌，，，，パンフレパンフレパンフレパンフレット等にット等にット等にット等に情報情報情報情報

をををを掲載掲載掲載掲載することすることすることすること

ケケケケ 地地地地方自方自方自方自治治治治体のウ体のウ体のウ体のウェブェブェブェブサイト上にサイト上にサイト上にサイト上に掲載掲載掲載掲載されるようにされるようにされるようにされるように情報情報情報情報

を提供すること（介護サービスを提供すること（介護サービスを提供すること（介護サービスを提供すること（介護サービス情報情報情報情報公公公公表表表表制度によるものを制度によるものを制度によるものを制度によるものを

除除除除くくくく。。。。））））

ココココ 特に行っていない特に行っていない特に行っていない特に行っていない

ササササ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４６９４６９４６９４６９））））

（（（（※※※※複数回答可）複数回答可）複数回答可）複数回答可）

（％）（％）（％）（％）
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図表図表図表図表６０６０６０６０    事業者が公事業者が公事業者が公事業者が公開開開開しているしているしているしている情情情情報報報報    

① 各介護サービス共通事項 

〔株式会社等〕 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

89.9

95.2

84.5

81.2

54.9

60.7

41.4

34.4

28.2

48.7

11.2

17.4

62.9

24.0

66.0

70.0

52.6

49.9

29.0

28.4

17.0

15.7

12.6

23.8

5.2

5.2

25.9

10.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

アアアア 運営方運営方運営方運営方針針針針・介護サービスの特・介護サービスの特・介護サービスの特・介護サービスの特色色色色

イイイイ 提供する介護サービスの提供する介護サービスの提供する介護サービスの提供する介護サービスの種類種類種類種類・・・・内内内内容容容容

ウウウウ 料金（介護料金（介護料金（介護料金（介護保険保険保険保険自自自自己負担己負担己負担己負担分）分）分）分）

エエエエ 料金（その他必要料金（その他必要料金（その他必要料金（その他必要費費費費用）用）用）用）

オオオオ 保険保険保険保険外サービスの提供の有無，外サービスの提供の有無，外サービスの提供の有無，外サービスの提供の有無，内内内内容・料金容・料金容・料金容・料金

カカカカ 介護・介護・介護・介護・看看看看護護護護職員職員職員職員数数数数

キキキキ 介護・介護・介護・介護・看看看看護護護護職員職員職員職員の資格の資格の資格の資格保保保保有者数・経有者数・経有者数・経有者数・経験年験年験年験年数数数数

クククク 介護・介護・介護・介護・看看看看護護護護職員職員職員職員のののの研修研修研修研修体制体制体制体制

ケケケケ 介護・介護・介護・介護・看看看看護護護護職員職員職員職員の前の前の前の前年年年年度退度退度退度退職職職職者数者数者数者数

ココココ 利用者数・入所者数利用者数・入所者数利用者数・入所者数利用者数・入所者数

ササササ 要介護度の要介護度の要介護度の要介護度の改善改善改善改善状状状状況況況況

シシシシ 会社・施設の会社・施設の会社・施設の会社・施設の財務諸表財務諸表財務諸表財務諸表

スススス 苦情苦情苦情苦情等の等の等の等の受付受付受付受付制度・制度・制度・制度・連絡連絡連絡連絡先先先先

セセセセ 第第第第三三三三者者者者評価評価評価評価のののの結果結果結果結果

公公公公開開開開の有無の有無の有無の有無 うちウうちウうちウうちウェブェブェブェブサイト上で公サイト上で公サイト上で公サイト上で公開開開開

（（（（※※※※複数回答可）複数回答可）複数回答可）複数回答可）

（％）（％）（％）（％）

（回答者：４８３）（回答者：４８３）（回答者：４８３）（回答者：４８３）
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〔社会福祉法人〕 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

94.7

96.8

85.7

81.9

44.8

62.7

27.5

33.7

22.0

64.2

6.4

91.7

80.6

27.7

75.5

82.5

54.2

48.6

21.5

27.1

14.1

16.2

12.8

37.7

1.9

75.3

38.2

14.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

アアアア 運営方運営方運営方運営方針針針針・介護サービスの特・介護サービスの特・介護サービスの特・介護サービスの特色色色色

イイイイ 提供する介護サービスの提供する介護サービスの提供する介護サービスの提供する介護サービスの種類種類種類種類・・・・内内内内容容容容

ウウウウ 料金（介護料金（介護料金（介護料金（介護保険保険保険保険自自自自己負担己負担己負担己負担分）分）分）分）

エエエエ 料金（その他必要料金（その他必要料金（その他必要料金（その他必要費費費費用）用）用）用）

オオオオ 保険保険保険保険外サービスの提供の有無，外サービスの提供の有無，外サービスの提供の有無，外サービスの提供の有無，内内内内容・料金容・料金容・料金容・料金

カカカカ 介護・介護・介護・介護・看看看看護護護護職員職員職員職員数数数数

キキキキ 介護・介護・介護・介護・看看看看護護護護職員職員職員職員の資格の資格の資格の資格保保保保有者数・経有者数・経有者数・経有者数・経験年験年験年験年数数数数

クククク 介護・介護・介護・介護・看看看看護護護護職員職員職員職員のののの研修研修研修研修体制体制体制体制

ケケケケ 介護・介護・介護・介護・看看看看護護護護職員職員職員職員の前の前の前の前年年年年度退度退度退度退職職職職者数者数者数者数

ココココ 利用者数・入所者数利用者数・入所者数利用者数・入所者数利用者数・入所者数

ササササ 要介護度の要介護度の要介護度の要介護度の改善改善改善改善状状状状況況況況

シシシシ 法人・施設の法人・施設の法人・施設の法人・施設の財務諸表財務諸表財務諸表財務諸表

スススス 苦情苦情苦情苦情等の等の等の等の受付受付受付受付制度・制度・制度・制度・連絡連絡連絡連絡先先先先

セセセセ 第第第第三三三三者者者者評価評価評価評価のののの結果結果結果結果

公公公公開開開開の有無の有無の有無の有無 うちウうちウうちウうちウェブェブェブェブサイト上で公サイト上で公サイト上で公サイト上で公開開開開

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４６９４６９４６９４６９））））

（％）（％）（％）（％）

（（（（※※※※複数回答可）複数回答可）複数回答可）複数回答可）
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② 居宅サービス又は地域密着型サービス（居宅扱い施設介護等を除く。） 

〔株式会社等〕 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

〔社会福祉法人〕 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

60.1

54.5

29.0

53.4

42.3

47.7

55.8

54.0

10.7

32.9

34.9

9.2

26.8

23.7

20.0

31.6

30.3

4.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

アアアア サービスの提供サービスの提供サービスの提供サービスの提供地域地域地域地域

イイイイ 利用できる利用できる利用できる利用できる日時日時日時日時

ウウウウ キキキキャンセルャンセルャンセルャンセル料とその算定方法料とその算定方法料とその算定方法料とその算定方法

エエエエ 送迎送迎送迎送迎サービスの有無・提供サービスの有無・提供サービスの有無・提供サービスの有無・提供地域地域地域地域・・・・時間時間時間時間

オオオオ 定定定定員員員員・・・・空空空空き状き状き状き状況況況況

カカカカ 提提提提携医療携医療携医療携医療機機機機関関関関

キキキキ 設設設設備備備備のののの概概概概要・要・要・要・居居居居室の状室の状室の状室の状況況況況（室数・面（室数・面（室数・面（室数・面積積積積））））

クククク 食費食費食費食費・・・・滞在費滞在費滞在費滞在費とその算定方法とその算定方法とその算定方法とその算定方法

ケケケケ 利用者の利用者の利用者の利用者の平均平均平均平均的な利用的な利用的な利用的な利用日日日日数数数数

公公公公開開開開の有無の有無の有無の有無 うちウうちウうちウうちウェブェブェブェブサイト上で公サイト上で公サイト上で公サイト上で公開開開開

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４５９４５９４５９４５９））））

（％）（％）（％）（％）

（（（（※※※※複数回答可）複数回答可）複数回答可）複数回答可）
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36.6
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43.1

45.5

8.6

30.3

29.4

11.9

21.4

18.6

15.9

22.4

23.3

2.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

アアアア サービスの提供サービスの提供サービスの提供サービスの提供地域地域地域地域

イイイイ 利用できる利用できる利用できる利用できる日時日時日時日時

ウウウウ キキキキャンセルャンセルャンセルャンセル料とその算定方法料とその算定方法料とその算定方法料とその算定方法

エエエエ 送迎送迎送迎送迎サービスの有無・提供サービスの有無・提供サービスの有無・提供サービスの有無・提供地域地域地域地域・・・・時間時間時間時間

オオオオ 定定定定員員員員・・・・空空空空き状き状き状き状況況況況

カカカカ 提提提提携医療携医療携医療携医療機機機機関関関関

キキキキ 設設設設備備備備のののの概概概概要・要・要・要・居居居居室の状室の状室の状室の状況況況況（室数・面（室数・面（室数・面（室数・面積積積積））））

クククク 食費食費食費食費・・・・滞在費滞在費滞在費滞在費とその算定方法とその算定方法とその算定方法とその算定方法

ケケケケ 利用者の利用者の利用者の利用者の平均平均平均平均的な利用的な利用的な利用的な利用日日日日数数数数

公公公公開開開開の有無の有無の有無の有無 うちウうちウうちウうちウェブェブェブェブサイト上で公サイト上で公サイト上で公サイト上で公開開開開

（％）（％）（％）（％）

（（（（回答者回答者回答者回答者：：：：４２９４２９４２９４２９））））

（（（（※※※※複数回答可）複数回答可）複数回答可）複数回答可）
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③ 居宅扱い施設介護 

〔株式会社等〕 

【出所】公正取引委員会調べ 

64.9

77.0

22.5

73.8

74.9

75.9

48.2

46.6

43.5

69.6

40.3

38.2

45.0

28.3

26.7

12.0

47.1

59.2

11.5

52.9

55.0

53.4

27.7

22.5

28.8

41.4

16.2

21.5

25.7

13.1

13.1

5.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

アアアア 定員・空き状況定員・空き状況定員・空き状況定員・空き状況

イイイイ 施設・設備の概要，居室の状況（室数・面積）施設・設備の概要，居室の状況（室数・面積）施設・設備の概要，居室の状況（室数・面積）施設・設備の概要，居室の状況（室数・面積）

ウウウウ 入居待ちの状況入居待ちの状況入居待ちの状況入居待ちの状況

エエエエ 入居要件入居要件入居要件入居要件

オオオオ 入居時に必要な費用入居時に必要な費用入居時に必要な費用入居時に必要な費用

カカカカ 毎月必要な費用毎月必要な費用毎月必要な費用毎月必要な費用

キキキキ 介護・看護職員１人当たりの入居者数介護・看護職員１人当たりの入居者数介護・看護職員１人当たりの入居者数介護・看護職員１人当たりの入居者数

クククク 夜間の職員数夜間の職員数夜間の職員数夜間の職員数

ケケケケ 食事の内容食事の内容食事の内容食事の内容

ココココ 提携医療機関提携医療機関提携医療機関提携医療機関

ササササ 看取りへの取組看取りへの取組看取りへの取組看取りへの取組

シシシシ 一日の過ごし方一日の過ごし方一日の過ごし方一日の過ごし方

スススス 年間の催し物などの行事予定年間の催し物などの行事予定年間の催し物などの行事予定年間の催し物などの行事予定

セセセセ 入居率入居率入居率入居率

ソソソソ 前年度の退去者数前年度の退去者数前年度の退去者数前年度の退去者数

タタタタ 利用者の平均的な入居日数利用者の平均的な入居日数利用者の平均的な入居日数利用者の平均的な入居日数

公公公公開開開開の有無の有無の有無の有無 うちウうちウうちウうちウェブェブェブェブサイト上で公サイト上で公サイト上で公サイト上で公開開開開

（回答者：１９１）（回答者：１９１）（回答者：１９１）（回答者：１９１）

（％）（％）（％）（％）

（（（（※※※※複数回答可）複数回答可）複数回答可）複数回答可）
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④ 居宅扱い施設介護又は施設サービス 

〔社会福祉法人〕 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

56.0

79.0

17.8

60.6

58.8

68.6

28.5

36.9

33.0

66.3

29.8

41.2

55.4

13.2

18.5

14.4

34.9

54.4

8.0

41.0

35.3

41.0

11.2

11.6

13.9

33.5

8.4

20.5

29.8

6.6

8.4

7.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

アアアア 定員・空き状況定員・空き状況定員・空き状況定員・空き状況

イイイイ 施設・設備の概要，居室の状況（室数・面積）施設・設備の概要，居室の状況（室数・面積）施設・設備の概要，居室の状況（室数・面積）施設・設備の概要，居室の状況（室数・面積）

ウウウウ 入所（入居）待ちの状況入所（入居）待ちの状況入所（入居）待ちの状況入所（入居）待ちの状況

エエエエ 入所（入居）要件入所（入居）要件入所（入居）要件入所（入居）要件

オオオオ 入所（入居）時に必要な費用入所（入居）時に必要な費用入所（入居）時に必要な費用入所（入居）時に必要な費用

カカカカ 毎月必要な費用毎月必要な費用毎月必要な費用毎月必要な費用

キキキキ 介護・看護職員１人当たりの入所（入居）者数介護・看護職員１人当たりの入所（入居）者数介護・看護職員１人当たりの入所（入居）者数介護・看護職員１人当たりの入所（入居）者数

クククク 夜間の職員数夜間の職員数夜間の職員数夜間の職員数

ケケケケ 食事の内容食事の内容食事の内容食事の内容

ココココ 提携医療機関提携医療機関提携医療機関提携医療機関

ササササ 看取りへの取組看取りへの取組看取りへの取組看取りへの取組

シシシシ 一日の過ごし方一日の過ごし方一日の過ごし方一日の過ごし方

スススス 年間の催し物などの行事予定年間の催し物などの行事予定年間の催し物などの行事予定年間の催し物などの行事予定

セセセセ 入所（入居）率入所（入居）率入所（入居）率入所（入居）率

ソソソソ 前年度の退去者数前年度の退去者数前年度の退去者数前年度の退去者数

タタタタ 利用者の平均的な入所（入居）日数利用者の平均的な入所（入居）日数利用者の平均的な入所（入居）日数利用者の平均的な入所（入居）日数

公公公公開開開開の有無の有無の有無の有無 うちウうちウうちウうちウェブェブェブェブサイト上で公サイト上で公サイト上で公サイト上で公開開開開
（（（（※※※※複数回答可）複数回答可）複数回答可）複数回答可）

（％）（％）（％）（％）

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４３９４３９４３９４３９））））
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情報公開に対する事業者の認識について，アンケートでは，株式会社等，社

会福祉法人共に，「不十分だとは思っていないが，必要であれば，より広範な情

報を提供していく」（株式会社等４８．４％，社会福祉法人５７．３％）との回

答が最も多かったが，「十分にはできていない」（株式会社等２３．６％，社会

福祉法人２３．１％）との回答も多くみられた。 

 

図表図表図表図表６１６１６１６１    情情情情報公報公報公報公開開開開に対する事業者の認識に対する事業者の認識に対する事業者の認識に対する事業者の認識    

〔株式会社等〕 

    

【出所】公正取引委員会調べ 

 

〔社会福祉法人〕 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

69
14.3%

234
48.4%

114
23.6%

20
4.1%

19
3.9%

8
1.7%

19
3.9%

アアアア 既に既に既に既に十十十十分な分な分な分な情報情報情報情報公公公公開開開開を行っているを行っているを行っているを行っている

イイイイ 不不不不十十十十分だとは思っていないが，必要であ分だとは思っていないが，必要であ分だとは思っていないが，必要であ分だとは思っていないが，必要であ

れば，よりれば，よりれば，よりれば，より広範広範広範広範なななな情報情報情報情報を提供していくを提供していくを提供していくを提供していく

ウウウウ 十十十十分にはできていない分にはできていない分にはできていない分にはできていない

エエエエ 更に更に更に更に情報情報情報情報公公公公開開開開を行っていきたいが，利を行っていきたいが，利を行っていきたいが，利を行っていきたいが，利

用者の必要としている用者の必要としている用者の必要としている用者の必要としている情報情報情報情報が分からないが分からないが分からないが分からない

オオオオ そもそもそもそもそもそもそもそも情報情報情報情報公公公公開開開開は必要ないは必要ないは必要ないは必要ない

カカカカ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

55
11.7%

270
57.3%

109
23.1%

20
4.2%

3
0.6%

5
1.1%

9
1.9%

アアアア 既に既に既に既に十十十十分な分な分な分な情報情報情報情報公公公公開開開開を行っているを行っているを行っているを行っている

イイイイ 不不不不十十十十分だとは思っていないが，必要で分だとは思っていないが，必要で分だとは思っていないが，必要で分だとは思っていないが，必要で

あれば，よりあれば，よりあれば，よりあれば，より広範広範広範広範なななな情報情報情報情報を提供していくを提供していくを提供していくを提供していく

ウウウウ 十十十十分にはできていない分にはできていない分にはできていない分にはできていない

エエエエ 更に更に更に更に情報情報情報情報公公公公開開開開を行っていきたいが，利を行っていきたいが，利を行っていきたいが，利を行っていきたいが，利

用者の必要としている用者の必要としている用者の必要としている用者の必要としている情報情報情報情報が分からないが分からないが分からないが分からない

オオオオ そもそもそもそもそもそもそもそも情報情報情報情報公公公公開開開開は必要ないは必要ないは必要ないは必要ない

カカカカ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（（（（回答者回答者回答者回答者：：：：４６９４６９４６９４６９））））

※※※※重複回答：２重複回答：２重複回答：２重複回答：２

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４８３４８３４８３４８３）））） 
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一方，情報公開に対する利用者等の認識について，アンケートでは，介護サ

ービス事業者を選択する際の情報入手手段として，「ケアマネジャーからの説明」

（７３．３％）が圧倒的に多く，続いて，「医療機関からの説明」（２６．４％），

「介護サービス事業者のチラシ，パンフレット等」（２１．８％），「介護サービ

スの体験・施設の見学」（２０．８％）となっている。また，回答者の４０．９％

が「事前に知りたかったにもかかわらず，入手することが難しかった情報があ

ったかどうか分からない」と回答しており，回答者の１１．８％が「事前に知

りたかったにもかかわらず，入手することが難しかった情報があった」と回答

している。事前に入手することが難しかった情報としては，「料金（実際負担す

る額）」（３４．５％），「入所（入居）待ちの状況」（２７．３％），「定員・空き

状況」（２４．５％），「介護・看護職員の資格保有者数・経験年数」（２４．５％）

等が挙げられている。 

    

図表図表図表図表６２６２６２６２    利用者利用者利用者利用者等等等等のののの情情情情報入報入報入報入手手段手手段手手段手手段    

【出所】公正取引委員会調べ 

26.4

73.3

17.6

21.8
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20.8
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11.6

4.3
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0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

アアアア 医療医療医療医療機機機機関関関関からのからのからのからの説説説説明明明明

イイイイ ケケケケアアアアマネジャマネジャマネジャマネジャーからのーからのーからのーからの説説説説明明明明

ウウウウ 家族家族家族家族・知人からの・知人からの・知人からの・知人からの紹紹紹紹介介介介

エエエエ 介護サービス事業者の介護サービス事業者の介護サービス事業者の介護サービス事業者のチラシチラシチラシチラシ，，，，パンフレパンフレパンフレパンフレット等ット等ット等ット等

オオオオ 介護サービス事業者のウ介護サービス事業者のウ介護サービス事業者のウ介護サービス事業者のウェブェブェブェブサイト上のサイト上のサイト上のサイト上の情報情報情報情報

カカカカ 介護サービス事業者の事業所・施設に介護サービス事業者の事業所・施設に介護サービス事業者の事業所・施設に介護サービス事業者の事業所・施設に備備備備ええええ付付付付けのけのけのけの

資料資料資料資料

キキキキ 介護サービス事業者が主介護サービス事業者が主介護サービス事業者が主介護サービス事業者が主催催催催するするするする説説説説明会（明会（明会（明会（セミナセミナセミナセミナー）ー）ー）ー）

へへへへの参加の参加の参加の参加

クククク 介護サービスの体介護サービスの体介護サービスの体介護サービスの体験験験験・施設の見・施設の見・施設の見・施設の見学学学学

ケケケケ 紹紹紹紹介介介介センタセンタセンタセンター等のー等のー等のー等の仲仲仲仲介業者による介業者による介業者による介業者による情報情報情報情報

ココココ 地地地地方自方自方自方自治治治治体が体が体が体が発発発発行する行する行する行する広報誌広報誌広報誌広報誌，，，，パンフレパンフレパンフレパンフレット等ット等ット等ット等

ササササ 地地地地方自方自方自方自治治治治体のウ体のウ体のウ体のウェブェブェブェブサイト上のサイト上のサイト上のサイト上の情報情報情報情報

シシシシ 第第第第三三三三者者者者評価評価評価評価のののの結果結果結果結果

スススス その他その他その他その他

（％）（％）（％）（％）

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：９３１９３１９３１９３１））））

（（（（※※※※複数回答可）複数回答可）複数回答可）複数回答可）
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図表図表図表図表６３６３６３６３    利用者利用者利用者利用者等等等等が入が入が入が入手手手手がががが困難困難困難困難であであであであっっっったたたた情情情情報の有無報の有無報の有無報の有無    

    

【出所】公正取引委員会調べ 

図表図表図表図表６４６４６４６４    利用者利用者利用者利用者等等等等が入が入が入が入手手手手がががが困難困難困難困難であであであであっっっったたたた情情情情報の内容報の内容報の内容報の内容    

    

【出所】公正取引委員会調べ 

110
11.8%
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46.9%

381
40.9%

3
0.3%

アアアア あったあったあったあった

イイイイ なかったなかったなかったなかった

ウウウウ 分からない分からない分からない分からない

エエエエ その他その他その他その他
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24.5

10.9
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0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0
アアアア 運営方運営方運営方運営方針針針針・介護サービスの特・介護サービスの特・介護サービスの特・介護サービスの特色色色色

イイイイ 料金（実料金（実料金（実料金（実際負担際負担際負担際負担するするするする額額額額））））

ウウウウ 利用できる利用できる利用できる利用できる日時日時日時日時

エエエエ キキキキャンセルャンセルャンセルャンセル料とその算定方法料とその算定方法料とその算定方法料とその算定方法

オオオオ 介護・介護・介護・介護・看看看看護護護護職員職員職員職員数数数数

カカカカ 介護・介護・介護・介護・看看看看護護護護職員職員職員職員の資格の資格の資格の資格保保保保有者数・経有者数・経有者数・経有者数・経験年験年験年験年数数数数

キキキキ 介護・介護・介護・介護・看看看看護護護護職員職員職員職員の前の前の前の前年年年年度退度退度退度退職職職職者数者数者数者数

クククク 夜間夜間夜間夜間のののの職員職員職員職員数数数数

ケケケケ 利用者数・入所（入利用者数・入所（入利用者数・入所（入利用者数・入所（入居居居居）者数）者数）者数）者数

ココココ 定定定定員員員員・・・・空空空空き状き状き状き状況況況況

ササササ 入所（入入所（入入所（入入所（入居居居居）待ちの状）待ちの状）待ちの状）待ちの状況況況況

シシシシ 送迎送迎送迎送迎サービスの有無・提供サービスの有無・提供サービスの有無・提供サービスの有無・提供地域地域地域地域・・・・時間時間時間時間

スススス 提提提提携医療携医療携医療携医療機機機機関関関関

セセセセ 施設・設施設・設施設・設施設・設備備備備のののの概概概概要・要・要・要・居居居居室の状室の状室の状室の状況況況況（室数・面（室数・面（室数・面（室数・面積積積積））））

ソソソソ 平均平均平均平均的な利用的な利用的な利用的な利用日日日日数・入所（入数・入所（入数・入所（入数・入所（入居居居居））））日日日日数数数数

タタタタ 一一一一日日日日のののの過過過過ごし方ごし方ごし方ごし方

チチチチ 年間年間年間年間のののの催催催催しししし物物物物等の行事予定等の行事予定等の行事予定等の行事予定

ツツツツ 前前前前年年年年度の退度の退度の退度の退去去去去者数者数者数者数

テテテテ 事業者・施設の事業者・施設の事業者・施設の事業者・施設の財務諸表財務諸表財務諸表財務諸表

トトトト 苦情苦情苦情苦情等の等の等の等の受付受付受付受付制度・制度・制度・制度・連絡連絡連絡連絡先先先先

ナナナナ 第第第第三三三三者者者者評価評価評価評価のののの結果結果結果結果

ニニニニ その他その他その他その他

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：９３１９３１９３１９３１）））） 

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：１１０１１０１１０１１０）））） 
（％）（％）（％）（％） 

（※（※（※（※    複数回答可）複数回答可）複数回答可）複数回答可） 
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これらのアンケートからは，介護サービス事業者にとって，利用者を獲得す

る上で広告活動が必ずしも効果的な手段となっていないこと，また，介護サー

ビス事業者の中には，積極的に情報を公開しようとしている姿勢を有する者も

多いことがうかがえるが，実際に事業者から公開されている情報では利用者等

が必要とする情報としては必ずしも十分ではない実態が見受けられる。 

 

イ 情報公開に係る意見 

介護サービス情報公表制度について，株式会社等に対するアンケートでは，

回答者の５６．８％が「改善すべきである」（３３．７％）又は「廃止すべきで

ある」（２３．１％）と回答しており，社会福祉法人に対するアンケートでは，

回答者の５５．５％が「改善すべきである」（４０．１％）又は「廃止すべきで

ある」（１５．４％）と回答している。その理由としては，「利用者が事業者等

を選択するために当該制度を利用していないから」，「情報内容を報告するのに

手間がかかるが，それに見合った効果がないから」等が挙げられている。また，

株式会社等及び社会福祉法人に対するヒアリングでは，双方から，「この制度が

どこまで機能しているのか疑問である。例えば事業者が競合他社の事業所の情

報を確認したいときにアクセスすることはあるだろうが，利用者が情報を得る

ために利用するという話は聞いたことがない」，「情報公表制度については，結

局誰も見ていないため無駄な制度である」との意見があった。また，自治体に

対するアンケートでは，回答者の約４割が「改善すべきである」と回答してお

り，その理由としては，「一定の改善が行われたものの，いまだに使いにくいか

ら」等が挙げられている。自治体に対するヒアリングでも，「制度があること自

体住民に浸透していない」との意見があった。 
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図表図表図表図表６５６５６５６５    介護サービス介護サービス介護サービス介護サービス情情情情報報報報公表公表公表公表制度に対する事業者制度に対する事業者制度に対する事業者制度に対する事業者のののの意見及びその理由意見及びその理由意見及びその理由意見及びその理由    

① 介護サービス情報公表制度に対する事業者の意見 

〔株式会社等〕 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

〔社会福祉法人〕 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

 

 

 

 

179
37.0%

163
33.7%

112
23.1%

16
3.3%

14
2.9%

アアアア 現状のままでよい現状のままでよい現状のままでよい現状のままでよい

イイイイ 改善改善改善改善すべきであるすべきであるすべきであるすべきである

ウウウウ 廃止廃止廃止廃止すべきであるすべきであるすべきであるすべきである

エエエエ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

192
40.9%

188
40.1%

72
15.4%

12
2.6%

5
1.1%

アアアア 現状のままでよい現状のままでよい現状のままでよい現状のままでよい

イイイイ 改善改善改善改善すべきであるすべきであるすべきであるすべきである

ウウウウ 廃止廃止廃止廃止すべきであるすべきであるすべきであるすべきである

エエエエ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４６９４６９４６９４６９））））

（回答者：４８３）（回答者：４８３）（回答者：４８３）（回答者：４８３） 

※※※※重複回答：１重複回答：１重複回答：１重複回答：１ 
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② ①の回答の理由 

〔株式会社等〕 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

75.4

4.3

0.9

0.0

0.0

15.1

1.2

0.0

0.0

0.0

2.2

41.1

15.2

0.0

7.1

1.7

25.8

19.6

18.8

0.0

9.5

66.3

73.2

50.0

7.1

8.4

60.1

71.4

37.5

0.0

3.9

42.3

59.8

18.8

0.0

5.6

3.1

8.0

31.3

0.0

6.7

0.0

0.9

6.3

92.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

アアアア 現状のままで現状のままで現状のままで現状のままで

よいよいよいよい

イイイイ 改善改善改善改善すべきですべきですべきですべきで

あるあるあるある

ウウウウ 廃止廃止廃止廃止すべきですべきですべきですべきで

あるあるあるある

エエエエ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

アアアア 利用者が事業者等を選利用者が事業者等を選利用者が事業者等を選利用者が事業者等を選択択択択するたするたするたするた

めにめにめにめに役役役役立っているから立っているから立っているから立っているから

イイイイ 公公公公表表表表されているされているされているされている情報内情報内情報内情報内容が充実し容が充実し容が充実し容が充実し

ており，ており，ており，ており，使使使使いいいいややややすくなったからすくなったからすくなったからすくなったから

ウウウウ 一定の一定の一定の一定の改善改善改善改善が行われたものの，が行われたものの，が行われたものの，が行われたものの，

いまだにいまだにいまだにいまだに使使使使いにくいからいにくいからいにくいからいにくいから

エエエエ 公公公公表表表表されているされているされているされている情報情報情報情報のののの内内内内容が容が容が容が古古古古

い又はい又はい又はい又は誤誤誤誤りが多いからりが多いからりが多いからりが多いから

オオオオ 利用者が事業者等を選利用者が事業者等を選利用者が事業者等を選利用者が事業者等を選択択択択するたするたするたするた

めに当該制度を利用していないからめに当該制度を利用していないからめに当該制度を利用していないからめに当該制度を利用していないから

カカカカ 情報内情報内情報内情報内容を容を容を容を報告報告報告報告するのにするのにするのにするのに手間手間手間手間がががが

かかるが，それに見合ったかかるが，それに見合ったかかるが，それに見合ったかかるが，それに見合った効果効果効果効果がながながながな

いからいからいからいから

キキキキ 掲載掲載掲載掲載のためにのためにのためにのために手手手手数料がかかる数料がかかる数料がかかる数料がかかる

が，それに見合ったが，それに見合ったが，それに見合ったが，それに見合った効果効果効果効果がないからがないからがないからがないから

クククク その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：４８３）（回答者：４８３）（回答者：４８３）（回答者：４８３） 

※※※※重複回答：１重複回答：１重複回答：１重複回答：１ 

（％）（％）（％）（％） 

（１７９（１７９（１７９（１７９/４８３）４８３）４８３）４８３） 

（１６３（１６３（１６３（１６３/４８３）４８３）４８３）４８３） 

（１１２（１１２（１１２（１１２/４８３）４８３）４８３）４８３） 

（１６（１６（１６（１６/４８３）４８３）４８３）４８３） 

（１４（１４（１４（１４/４８３）４８３）４８３）４８３） 

（（（（※※※※複数回答可）複数回答可）複数回答可）複数回答可） 
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〔社会福祉法人〕 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

75.5

8.5

0.0

0.0

0.0

18.8

2.7

2.8

0.0

0.0

2.6

33.5

9.7

16.7

0.0

0.5

16.5

13.9

0.0

0.0

8.9

62.2

79.2

50.0

20.0

6.8

57.4

75.0

58.3

20.0

1.6

35.1

58.3

16.7

0.0

3.6

4.8

9.7

33.3

0.0

4.2

0.0

1.4

8.3

80.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

アアアア 現状のままで現状のままで現状のままで現状のままで

よいよいよいよい

イイイイ 改善すべきで改善すべきで改善すべきで改善すべきで

あるあるあるある

ウウウウ 廃止すべきで廃止すべきで廃止すべきで廃止すべきで

あるあるあるある

エエエエ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

アアアア 利用者が事業者等を選利用者が事業者等を選利用者が事業者等を選利用者が事業者等を選択択択択すすすす

るためにるためにるためにるために役役役役立っているから立っているから立っているから立っているから

イイイイ 公公公公表表表表されているされているされているされている情報内情報内情報内情報内容が容が容が容が

充実しており，充実しており，充実しており，充実しており，使使使使いいいいややややすくなったすくなったすくなったすくなった

からからからから

ウウウウ 一定の一定の一定の一定の改善改善改善改善が行われたものが行われたものが行われたものが行われたもの

の，いまだにの，いまだにの，いまだにの，いまだに使使使使いにくいからいにくいからいにくいからいにくいから

エエエエ 公公公公表表表表されているされているされているされている情報情報情報情報のののの内内内内容容容容

がががが古古古古い又はい又はい又はい又は誤誤誤誤りが多いからりが多いからりが多いからりが多いから

オオオオ 利用者が事業者等を選利用者が事業者等を選利用者が事業者等を選利用者が事業者等を選択択択択すすすす

るために当該制度を利用しているために当該制度を利用しているために当該制度を利用しているために当該制度を利用してい

ないからないからないからないから

カカカカ 情報内情報内情報内情報内容を容を容を容を報告報告報告報告するのにするのにするのにするのに手手手手

間間間間がかかるが，それに見合ったがかかるが，それに見合ったがかかるが，それに見合ったがかかるが，それに見合った

効果効果効果効果がないからがないからがないからがないから

キキキキ 掲載掲載掲載掲載のためにのためにのためにのために手手手手数料がかか数料がかか数料がかか数料がかか

るが，それに見合ったるが，それに見合ったるが，それに見合ったるが，それに見合った効果効果効果効果がながながながな

いからいからいからいから

クククク その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４６９４６９４６９４６９））））

（（（（※※※※複数回答可）複数回答可）複数回答可）複数回答可）

（１９２（１９２（１９２（１９２/４６９）４６９）４６９）４６９）

（１８８（１８８（１８８（１８８/４６９）４６９）４６９）４６９）

（７２（７２（７２（７２/４６９）４６９）４６９）４６９）

（１２（１２（１２（１２/４６９）４６９）４６９）４６９）

（５（５（５（５/４６９）４６９）４６９）４６９）

（％）（％）（％）（％） 
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図表図表図表図表６６６６６６６６    介護サービス介護サービス介護サービス介護サービス情情情情報報報報公表公表公表公表制度に対する自治体の意見及びその理由制度に対する自治体の意見及びその理由制度に対する自治体の意見及びその理由制度に対する自治体の意見及びその理由    

① 介護サービス情報公表制度に対する自治体の意見 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222
52.9%

168
40.0%

6
1.4%

17
4.0%

7
1.7%

アアアア 現状のままでよい現状のままでよい現状のままでよい現状のままでよい

イイイイ 改善改善改善改善すべきであるすべきであるすべきであるすべきである

ウウウウ 廃止廃止廃止廃止すべきであるすべきであるすべきであるすべきである

エエエエ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：４２０（回答者：４２０（回答者：４２０（回答者：４２０）））） 
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② ①の回答の理由 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

70.3

4.2

0.0

0.0

0.0

22.5

1.2

0.0

0.0

0.0

0.5

47.6

50.0

5.9

0.0

0.9

42.3

50.0

17.6

0.0

10.4

33.9

33.3

47.1

0.0

6.3

12.5

16.7

52.9

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

アアアア 現状のままでよい現状のままでよい現状のままでよい現状のままでよい

イイイイ 改善すべきである改善すべきである改善すべきである改善すべきである

ウウウウ 廃止すべきである廃止すべきである廃止すべきである廃止すべきである

エエエエ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

アアアア 利用者が事業者等を選利用者が事業者等を選利用者が事業者等を選利用者が事業者等を選択択択択するたするたするたするた

めにめにめにめに役役役役立っているから立っているから立っているから立っているから

イイイイ 公公公公表表表表されているされているされているされている情報内情報内情報内情報内容が充実し容が充実し容が充実し容が充実し

ており，ており，ており，ており，使使使使いいいいややややすくなったからすくなったからすくなったからすくなったから

ウウウウ 一定の一定の一定の一定の改善改善改善改善が行われたものの，いが行われたものの，いが行われたものの，いが行われたものの，い

まだにまだにまだにまだに使使使使いにくいからいにくいからいにくいからいにくいから

エエエエ 公公公公表表表表されているされているされているされている情報情報情報情報のののの内内内内容が容が容が容が古古古古

い又はい又はい又はい又は誤誤誤誤りが多いからりが多いからりが多いからりが多いから

オオオオ 利用者が事業者等を選利用者が事業者等を選利用者が事業者等を選利用者が事業者等を選択択択択するたするたするたするた

めに当該制度を利用していないからめに当該制度を利用していないからめに当該制度を利用していないからめに当該制度を利用していないから

カカカカ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：４２０）（回答者：４２０）（回答者：４２０）（回答者：４２０） 
（％）（％）（％）（％） 

（（（（※※※※複数回答可）複数回答可）複数回答可）複数回答可） 

（２２２（２２２（２２２（２２２////４２０）４２０）４２０）４２０） 

（１６８（１６８（１６８（１６８////４２０）４２０）４２０）４２０） 

（６（６（６（６////４２０）４２０）４２０）４２０） 

（１７（１７（１７（１７////４２０）４２０）４２０）４２０） 

（７（７（７（７////４２０）４２０）４２０）４２０） 
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この点について，利用者等に対するアンケートでは，回答者の９２．５％が

「介護サービス情報公表制度を利用したことがない」（８０．８％）又は「利用

したかどうか分からない」（１１．７％）と回答している。 

    

図表図表図表図表６７６７６７６７    介護サービス介護サービス介護サービス介護サービス情情情情報報報報公表公表公表公表制度の利用状況制度の利用状況制度の利用状況制度の利用状況 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

⑵ 第三者評価 

ア 現行制度の概要・実態 

(ｱ) 福祉サービス第三者評価 

社会福祉法では，「社会福祉事業の経営者は，自らその提供する福祉サービ

スの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより，常に福祉サービ

スを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努

めなければならない」と規定されており（同法第７８条第１項），この条文の

趣旨に鑑み，介護サービス事業を含む社会福祉事業における第三者評価（福

祉サービス第三者評価）の受審が推進されている

58

。 

第三者評価とは，事業者が提供するサービスの質を，事業者及び利用者以

外の公正・中立な第三者評価機関が専門的かつ客観的な立場から評価するも

のである。第三者評価は，個々の事業者が事業運営における問題点を把握し，

サービスの質の向上に結び付けることを目的とするものであり，評価結果が

公表されることにより，結果として利用者の適切なサービス選択に資するた

                                                   
58

 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長・社会・援護局長・老健局長通知「「福祉サービス第三者評価事

業に関する指針について」の全部改正について」（平成２６年４月１日雇児発０４０１第１２号・社援

発０４０１第３３号・老発０４０１第１１号） 

68
7.3%

752
80.8%

109
11.7%

2
0.2%

アアアア あるあるあるある

イイイイ ないないないない

ウウウウ 分からない分からない分からない分からない

エエエエ その他その他その他その他

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：９３１９３１９３１９３１）））） 
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めの情報となることが期待されるものである

59

。 

福祉サービス第三者評価を行う事業については，厚生労働省の通知

60

によ

り，各都道府県において，各都道府県が自ら又は都道府県等が適当と認める

都道府県推進組織が中心となり，社会福祉法人全国社会福祉協議会の支援を

受けて，これを実施している。評価は，都道府県推進組織等による認証を受

けた認証評価機関（株式会社，特定非営利活動法人，社会福祉法人等様々で

ある。）により実施され，費用は評価機関自身が定め，被評価者が負担する。

被評価者は当該認証評価機関の中から任意に選択し，評価を依頼することが

できる。介護サービス事業は，社会福祉法上の社会福祉事業に該当するもの

と公益事業に該当するものに分かれることなどから，各都道府県において，

必ずしも全ての介護サービス事業が福祉サービス第三者評価事業の対象にな

っていない（東京都にあっては，主要な介護サービスは対象となっている。）。 

第三者評価の結果については，独立行政法人福祉医療機構が運営する「福

祉保健医療情報ネットワークシステム（ＷＡＭＮＥＴ）」を利用して，公開す

ることとされている

61

。 

 

図表図表図表図表６８６８６８６８    第三者評価の推進体制第三者評価の推進体制第三者評価の推進体制第三者評価の推進体制 

 

【出所】全国社会福祉協議会ウェブサイト 

                                                   
59

 前掲注５８（８８ページ）と同じ。 

60

 前掲注５８（８８ページ）と同じ。 

61

 厚生労働省老健局計画課長通知「「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準」第７２条第２項及び第９７条第７項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について」（平成１

８年１０月１７日老計発第１０１７００１号） 
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なお，介護サービス事業者における第三者評価の受審は事業者の任意とな

っており，受審率は，平成２６年度で，例えば，第一種社会福祉事業である

特別養護老人ホームは６．２％となっている

62

。また，受審数は，地域によっ

て大きく偏りがあることが推測される

63

。 

事業者に対するアンケートでも，株式会社等，社会福祉法人共に，受審し

ていない事業者が多い。 

 

(ｲ) 地域密着型サービス外部評価等 

地域密着型サービスのうち，認知症対応型共同生活介護については，省令

64

に基づき，原則として年１回の外部評価の受審と結果の公表が義務付けら

れている。そして，当該外部評価の受審をもって，前記(ｱ)の福祉サービス第

三者評価を受審したものとみなすことができるとされている

65

。 

また，定期巡回・随時対応型訪問介護看護，小規模多機能型居宅介護及び

看護小規模多機能型居宅介護については，これらの介護サービスを提供する

事業所自らがその提供するサービスの質の自己評価を行い，当該評価を前記

基準に規定する運営推進会議

66

等に報告した上で公表することとされている。 

 

(ｳ) 第三者評価の利用状況 

利用者等に対するアンケートでは，介護サービス事業者を選択するに当た

って第三者評価の結果を参照した者は，回答者の８．８％にとどまっている

が，第三者評価の結果を参照した者の８５．４％が「参考になった」（２３．

２％）又は「どちらかというと参考になった」（６２．２％）と回答している。

一方，第三者評価の結果を参照しなかった者のうち，６７．０％は，参照し

なかった理由として第三者評価制度の存在を知らなかったことを挙げている。 

 

 

 

 

 

                                                   
62

 全国社会福祉協議会調べ。URL（http://www.shakyo-hyouka.net/appraisal/sys-b34a.pdf） 

63

 平成２６年度の福祉施設全般における都道府県別受審数をみると，上位３都府県（東京都，京都府，

神奈川県）で，全体の受審数の７２ .０％を占める（出所：全国社会福祉協議会調べ。 URL

〔http://www.shakyo-hyouka.net/appraisal/sys-b32a.pdf〕） 

64

 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」（平成１８年３月１４日厚生

労働省令第３４号） 

65

 前掲注５８（８８ページ）と同じ。 

66

 利用者，利用者の家族，地域住民の代表，市区町村職員等により構成される協議会のこと。介護サー

ビス事業者は，当該協議会に対し，事業活動の状況を報告し，事業活動に係る要望，助言等を聴く機会

を設けなければならないとされている。 
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図表図表図表図表６９６９６９６９    介護サービス利用者介護サービス利用者介護サービス利用者介護サービス利用者等等等等における第における第における第における第三三三三者者者者評評評評価の利用状況価の利用状況価の利用状況価の利用状況    

    

【出所】公正取引委員会調べ 

    

図表図表図表図表７０７０７０７０    第第第第三三三三者者者者評評評評価の価の価の価の結果結果結果結果を参を参を参を参照照照照した介護サービス利用者した介護サービス利用者した介護サービス利用者した介護サービス利用者等等等等のののの感想感想感想感想    

    

【出所】公正取引委員会調べ 

    

    

    

    

82
8.8%

849
91.2%

アアアア 見た見た見た見た

イイイイ 見なかった見なかった見なかった見なかった

19
23.2%

51
62.2%

8
9.8%

3
3.7%

1
1.2%

アアアア 参考になった参考になった参考になった参考になった

イイイイ どちらかというと参考になったどちらかというと参考になったどちらかというと参考になったどちらかというと参考になった

ウウウウ どちらかというと参考にならなどちらかというと参考にならなどちらかというと参考にならなどちらかというと参考にならな

かったかったかったかった

エエエエ 参考にならなかった参考にならなかった参考にならなかった参考にならなかった

オオオオ その他その他その他その他

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：８２８２８２８２）））） 

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：９３１９３１９３１９３１）））） 
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図表図表図表図表７１７１７１７１    介護サービス利用者介護サービス利用者介護サービス利用者介護サービス利用者等等等等がががが評評評評価価価価結果結果結果結果を参を参を参を参照照照照しなかしなかしなかしなかっっっった理由た理由た理由た理由    

    

【出所】公正取引委員会調べ 

 

イ 第三者評価に係る意見 

第三者評価の受審を推進することについて，株式会社等に対するアンケート

では，回答者の５２．４％が「どちらかというと賛成」（３９．１％）又は「賛

成」（１３．３％）と回答しており，社会福祉法人に対するアンケートでは，回

答者の６３．７％が「どちらかというと賛成」（４４．３％）又は「賛成」（１

９．４％）と回答している。その理由としては，「自らのサービスを振り返る機

会になるから」，「サービスが比較されることによりサービスの質の向上につな

がるから」等が挙げられている。自治体に対するアンケートでは，回答者の９

１．９％が「どちらかというと賛成」（４８．８％）又は「賛成」（４３．１％）

と回答している。 

第三者評価の意義について，株式会社等に対するヒアリングでは，「第三者が

客観的にサービスの質を評価するという理念に賛同できる」，「施設系のサービ

スは閉鎖的な環境であるので，公正な立場の第三者から客観的な意見を聞いて

自らのサービスを振り返る機会を確保することが重要である」との意見があっ

た。しかし，現状は，その受審率は必ずしも高いとはいえず，その理由につい

て，ヒアリングでは，「第三者評価にかかる費用はそれなりの金額だが，金額に

67.0

2.4

21.9

3.3

2.1

18.8

2.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

アアアア 第三者評価制度のことを知らなかったから第三者評価制度のことを知らなかったから第三者評価制度のことを知らなかったから第三者評価制度のことを知らなかったから

イイイイ 利用を検討した事業所・施設が第三者評価を利用を検討した事業所・施設が第三者評価を利用を検討した事業所・施設が第三者評価を利用を検討した事業所・施設が第三者評価を

受けていなかったから受けていなかったから受けていなかったから受けていなかったから

ウウウウ どこで公表しているのか分からなかったからどこで公表しているのか分からなかったからどこで公表しているのか分からなかったからどこで公表しているのか分からなかったから

エエエエ 分量が多くて読みにくそうだったから分量が多くて読みにくそうだったから分量が多くて読みにくそうだったから分量が多くて読みにくそうだったから

オオオオ 評価の結果を信頼できないから評価の結果を信頼できないから評価の結果を信頼できないから評価の結果を信頼できないから

カカカカ 特に理由はない特に理由はない特に理由はない特に理由はない

キキキキ その他その他その他その他

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：８４９８４９８４９８４９）））） 

（％）（％）（％）（％） 

（※（※（※（※    複数回答可）複数回答可）複数回答可）複数回答可） 
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見合うだけの価値があるか疑問がある」，「第三者評価の結果を参考にして事業

者を選択する方がいないため，仮に，悪い評価が下されたとしても集客に影響

はなく，真面目に評価を受ける意味がない」，との意見があった。さらに，第三

者評価を行う評価機関に対して，「評価者の能力に疑問がある」，「評価者によっ

て評価基準が異なり信憑性に疑問がある」との意見があった。 

 

図表図表図表図表７２７２７２７２    第第第第三三三三者者者者評評評評価の受価の受価の受価の受審審審審を推を推を推を推進進進進することにすることにすることにすることに対する事業者の意見及びその理由対する事業者の意見及びその理由対する事業者の意見及びその理由対する事業者の意見及びその理由    

① 第三者評価の受審を推進することに対する事業者の意見 

〔株式会社等〕 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

〔社会福祉法人〕 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

64
13.3%

189
39.1%110

22.8%

41
8.5%

34
7.0%

45
9.3% アアアア 賛成賛成賛成賛成

イイイイ どちらかというと賛成どちらかというと賛成どちらかというと賛成どちらかというと賛成

ウウウウ どちらかというと反対どちらかというと反対どちらかというと反対どちらかというと反対

エエエエ 反対反対反対反対

オオオオ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

91
19.4%

208
44.3%

99
21.1%

28
6.0%

29
6.2%

14
3.0%

アアアア 賛成賛成賛成賛成

イイイイ どちらかというと賛成どちらかというと賛成どちらかというと賛成どちらかというと賛成

ウウウウ どちらかというと反対どちらかというと反対どちらかというと反対どちらかというと反対

エエエエ 反対反対反対反対

オオオオ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４６９４６９４６９４６９））））

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４８３４８３４８３４８３）））） 
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② ①の回答の理由 

〔株式会社等〕 

 

【出所】公正取引委員会調べ 

75.0

42.3

2.7

2.4

14.7

0.0

90.6

86.2

4.5

0.0

38.2

0.0

76.6

54.5

1.8

0.0

29.4

0.0

31.3

22.8

1.8

0.0

20.6

0.0

3.1

14.8

62.7

58.5

52.9

2.2

1.6

12.7

55.5

56.1

41.2

6.7

1.6

5.8

46.4

53.7

44.1

4.4

0.0

7.9

37.3

53.7

20.6

4.4

3.1

7.4

25.5

41.5

5.9

2.2

1.6

2.1

10.0

17.1

8.8

4.4

3.1

0.5

3.6

22.0

20.6

0.0

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

91.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

アアアア 賛成賛成賛成賛成

イイイイ どちらかとどちらかとどちらかとどちらかと

いうと賛成いうと賛成いうと賛成いうと賛成

ウウウウ どちらかとどちらかとどちらかとどちらかと

いうと反対いうと反対いうと反対いうと反対

エエエエ 反対反対反対反対

オオオオ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

アアアア 評価結果評価結果評価結果評価結果を公を公を公を公表表表表することによりすることによりすることによりすることにより

利用者の選利用者の選利用者の選利用者の選択択択択に資することになるかに資することになるかに資することになるかに資することになるか

らららら

イイイイ 自らのサービスを自らのサービスを自らのサービスを自らのサービスを振振振振りりりり返返返返る機会る機会る機会る機会

になるからになるからになるからになるから

ウウウウ サービスがサービスがサービスがサービスが比較比較比較比較されることによりされることによりされることによりされることにより

サービスの質の向上につながるからサービスの質の向上につながるからサービスの質の向上につながるからサービスの質の向上につながるから

エエエエ 良良良良いいいい評価評価評価評価をををを受受受受ければ知ければ知ければ知ければ知名名名名度の向度の向度の向度の向

上につながるから上につながるから上につながるから上につながるから

オオオオ 受審費受審費受審費受審費用が高いから用が高いから用が高いから用が高いから

カカカカ 受審受審受審受審には多くのには多くのには多くのには多くの手間手間手間手間がかかるかがかかるかがかかるかがかかるか

らららら

キキキキ 利用者の利用者の利用者の利用者の増増増増加にはつながらない加にはつながらない加にはつながらない加にはつながらない

からからからから

クククク 地地地地方自方自方自方自治治治治体の指体の指体の指体の指導導導導・・・・監査監査監査監査でででで十十十十分分分分

であるからであるからであるからであるから

ケケケケ 信頼信頼信頼信頼性の性の性の性の伴伴伴伴わない第わない第わない第わない第三三三三者者者者評価評価評価評価

機機機機関関関関があるからがあるからがあるからがあるから

ココココ 評価評価評価評価基準の基準の基準の基準の項項項項目（目（目（目（内内内内容）に不満容）に不満容）に不満容）に不満

があるからがあるからがあるからがあるから

ササササ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：４８３）（回答者：４８３）（回答者：４８３）（回答者：４８３） 
（％）（％）（％）（％）    

（６４（６４（６４（６４////４８３）４８３）４８３）４８３） 

（１８９（１８９（１８９（１８９////４８３）４８３）４８３）４８３） 

（１１０（１１０（１１０（１１０////４８３）４８３）４８３）４８３） 

（４１（４１（４１（４１////４８３）４８３）４８３）４８３） 

（３４（３４（３４（３４////４８３）４８３）４８３）４８３） 

（４５（４５（４５（４５////４８３）４８３）４８３）４８３） 

（（（（※※※※    複数回答可）複数回答可）複数回答可）複数回答可） 
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〔社会福祉法人〕 

 

【出所】公正取引委員会調べ 
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0.0

1.0

9.1

28.6

6.9

0.0
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0.0

0.0

0.0

92.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

アアアア 賛成賛成賛成賛成

イイイイ どちらかといどちらかといどちらかといどちらかとい

うと賛成うと賛成うと賛成うと賛成

ウウウウ どちらかといどちらかといどちらかといどちらかとい

うと反対うと反対うと反対うと反対

エエエエ 反対反対反対反対

オオオオ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

アアアア 評価結果評価結果評価結果評価結果を公を公を公を公表表表表することにすることにすることにすることに

より利用者の選より利用者の選より利用者の選より利用者の選択択択択に資することに資することに資することに資すること

になるからになるからになるからになるから

イイイイ 自らのサービスを自らのサービスを自らのサービスを自らのサービスを振振振振りりりり返返返返るるるる

機会になるから機会になるから機会になるから機会になるから

ウウウウ サービスがサービスがサービスがサービスが比較比較比較比較されることされることされることされること

によりサービスの質の向上につによりサービスの質の向上につによりサービスの質の向上につによりサービスの質の向上につ

ながるからながるからながるからながるから

エエエエ 良良良良いいいい評価評価評価評価をををを受受受受ければ知ければ知ければ知ければ知名名名名度度度度

の向上につながるからの向上につながるからの向上につながるからの向上につながるから

オオオオ 受審費受審費受審費受審費用が高いから用が高いから用が高いから用が高いから

カカカカ 受審受審受審受審には多くのには多くのには多くのには多くの手間手間手間手間がかかがかかがかかがかか

るからるからるからるから

キキキキ 利用者の利用者の利用者の利用者の増増増増加にはつながら加にはつながら加にはつながら加にはつながら

ないからないからないからないから

クククク 地地地地方自方自方自方自治治治治体の指体の指体の指体の指導導導導・・・・監査監査監査監査でででで

十十十十分であるから分であるから分であるから分であるから

ケケケケ 信頼信頼信頼信頼性の性の性の性の伴伴伴伴わない第わない第わない第わない第三三三三者者者者

評価評価評価評価機機機機関関関関があるからがあるからがあるからがあるから

ココココ 評価評価評価評価基準の基準の基準の基準の項項項項目（目（目（目（内内内内容）に容）に容）に容）に

不満があるから不満があるから不満があるから不満があるから

ササササ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４６９４６９４６９４６９））））

（（（（※※※※複数回答可）複数回答可）複数回答可）複数回答可）

（％）（％）（％）（％）

（９１（９１（９１（９１/４６９）４６９）４６９）４６９）

（１４（１４（１４（１４/４６９）４６９）４６９）４６９）

（２９（２９（２９（２９/４６９）４６９）４６９）４６９）

（２８（２８（２８（２８/４６９４６９４６９４６９））））

（９９（９９（９９（９９/４６９）４６９）４６９）４６９）

（２０８（２０８（２０８（２０８/４６９）４６９）４６９）４６９）
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図表図表図表図表７３７３７３７３    第第第第三三三三者者者者評評評評価の受価の受価の受価の受審審審審を推を推を推を推進進進進することに対する自治体の意見することに対する自治体の意見することに対する自治体の意見することに対する自治体の意見    

 

【出所】公正取引委員会調べ 

 

第４第４第４第４    介護分野に対する競争介護分野に対する競争介護分野に対する競争介護分野に対する競争政策政策政策政策上の考え方上の考え方上の考え方上の考え方    

１１１１    基基基基本本本本的な考え方的な考え方的な考え方的な考え方    

社会福祉分野においては，低所得者等を含め，福祉サービスを必要とする者に対

し，適正な水準のサービスを提供するとの観点から，行政による公的な関与が広く

行われてきた。特に，高齢者福祉分野については，従来の措置制度に基づき，行政

がサービスの提供に責任を持ち，実際には行政からの委託を受けた社会福祉法人等

がその担い手となることが多かった。 

しかし，介護保険制度は，行政がサービスを提供する従来の措置制度ではなく，

利用者が介護サービス事業者を選択することを基本として，多様な事業者が利用者

と相対して契約を締結し，これに基づいてサービスを提供する制度として導入され

たものである。すなわち，このように新たに登場した介護サービス市場では，限ら

れた財源の下で，より良いサービスを選択する利用者を巡って，事業者間の競争が

生じ，その結果として，サービスの供給量の増加，サービスの質の向上や事業の効

率化が進むことが期待されていたものである。 

このように，介護分野は，市場原理を通じたサービスの質の向上等が期待されて

いる分野であり，多様な事業者による創意工夫の発揮や活発な競争を促すことによ

って消費者利益を確保することを目指す競争政策との親和性が相対的に高い分野で

あると考えられる。 

このため，競争政策の観点から介護分野についての考え方を整理し，多様な事業

181
43.1%

205
48.8%

14
3.3%

1
0.2%

11
2.6% 8

1.9%

アアアア 賛成賛成賛成賛成

イイイイ どちらかというと賛成どちらかというと賛成どちらかというと賛成どちらかというと賛成

ウウウウ どちらかというと反対どちらかというと反対どちらかというと反対どちらかというと反対

エエエエ 反対反対反対反対

オオオオ その他その他その他その他

無回答無回答無回答無回答

（回答者：（回答者：（回答者：（回答者：４２０４２０４２０４２０）））） 
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者の新規参入や事業者による創意工夫の発揮等を通じ同分野における活発な競争を

促すことが介護保険制度の本来の趣旨にかなうだけでなく，介護サービスの供給量

の増加や質の向上につながるとともに，ひいては，我が国が現下に直面する介護分

野における様々な課題の解決に資するものと考えられる。 

今回，介護分野について，①多様な事業者の新規参入が可能となる環境，②事業

者が公平な条件の下で競争できる環境，③事業者の創意工夫が発揮され得る環境，

④利用者の選択が適切に行われ得る環境が整っているかといった点について検討を

行った。 

当然ながら，特別養護老人ホーム等の一部の介護サービスについては，経営安定

を通じて利用者を保護する必要性が高い事業として，「第一種社会福祉事業」に位置

付けられており，そのサービスの特性等から一定の規制が必要であって，利用者の

保護に強く配慮することを前提に競争が行われなければならないことにも留意する

必要がある。 

 

２２２２    競争政策の観点からの検討及び考え方競争政策の観点からの検討及び考え方競争政策の観点からの検討及び考え方競争政策の観点からの検討及び考え方    

⑴ 参入規制の緩和 

競争政策の観点からは，多様な事業者の新規参入が可能となる環境の整備が重

要であると考えられる。この視点から，参入規制について検討を行い，競争政策

上の考え方を整理した。 

 

ア 提供主体等による規制（特別養護老人ホームへの参入規制） 

(ｱ) 検討 

現在，我が国においては，地域包括ケアシステムを構築すること等によっ

て，在宅医療・介護の連携が進められている。しかし，在宅での生活が困難

な高齢者のために，必要な介護施設の整備を行わなければならないこと，都

市部においては，現実に相当数の特別養護老人ホームの待機者が発生してい

ること，また，厳しい財政事情の下で，限られた人材を有効に活用すること

も課題であること等を踏まえると，法人形態を問わず，意欲ある多様な事業

者の新規参入の促進を図り，供給量の増加や質の向上につなげていくことが

取り得る手段の一つであると考えられる。 

前記第３の１⑴ア（２８ページ）のとおり，現行制度においては，特別養

護老人ホームの開設主体となり得るのは社会福祉法人等に限られている。そ

の理由として，①株式会社等は倒産等の理由により撤退する懸念があること

や，株式会社等の場合は撤退時の利用者保護が図られにくいと考えられてい

ること，②特別養護老人ホームの新規入所者が原則として要介護３以上の高

齢者に限定されたことにより公的性格がより強まったものと考えられること，
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③株式会社等の参入希望がないと考えられていること等が挙げられる。しか

し，①については，撤退時の残余財産に係る規制等により，別途，利用者保

護策を採ること等が十分に考えられること，②については，介護付き有料老

人ホーム等においても，要介護３以上の高齢者が入居しており，株式会社等

が参入できない理由とはならないと考えられることから，株式会社等である

ことをもって参入を排除する合理性・必要性は乏しいと考えられること，ま

た，③については，前記第３の１⑴イ（２８～３０ページ）のとおり，参入

意欲がある事業者が一定程度存在することが認められる。 

多様な事業者の新規参入を促進するという観点からは，その効果は自治体

が設置する特別養護老人ホームに限定されるものの，株式会社等を指定管理

者とするように，指定管理者制度を積極的に活用していくことが考えられる。

しかし，前記第３の１⑴ウ（３３～３４ページ）のとおり，一部の自治体に

おいて，株式会社等が指定管理者になることを認めないなどという運用が行

われており，このために，参入機会が十分に確保されていないと考えられる。

このような運用を行う理由として，一部の自治体は，株式会社等が特別養護

老人ホームへ参入することが禁止されていることを挙げている。一方，国は

株式会社が指定管理者になることを禁止しておらず，厚生労働省は，理由な

く，指定管理者制度等の公募要件から株式会社を除外しないように求める通

知

67

を発出している。したがって，株式会社等を除外する理由として，株式会

社等が特別養護老人ホームへ参入することが禁止されていることを理由に，

株式会社等を除外することは不適切であると考えられる。 

特別養護老人ホームと有料老人ホーム等との役割分担を明確化し，利用者

のすみ分けを図ることについて，現状で既にすみ分けがなされているとする

意見も多いが，一層のすみ分けを図るには，例えば，所得に応じて区分する

ことが考えられる。しかし，より多くの社会保険料を負担する中高所得者の

特別養護老人ホームへの入所を拒否することは難しく，更なるすみ分けは根

本的な解決にならないと考えられる

68

。 

 

(ｲ) 考え方 

特別養護老人ホームの開設主体に係る参入規制については，多様な事業者

の新規参入を図るためにこれを撤廃し，医療法人，株式会社等が社会福祉法

人と対等の立場で参入できるようにすることが望ましいと考えられる。 

特に，非営利性の高い社会医療法人が参入することを規制する理由は見当

                                                   
67

 前掲注４２（３５ページ）と同じ。 

68

 ヒアリングによれば，特別養護老人ホームへの新規入所者が原則として要介護３以上の高齢者に限

定されたことにより，要介護１又は２の低所得高齢者については，在宅介護以外の選択肢がなくなった

ことから，行き場のない高齢者が増加するとの指摘があった。 
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たらない。このように非営利性の高い法人から参入が可能となるようにし，

順次株式会社等が参入できるように段階的に緩和することも考えられる。ま

た，その途中の段階において，例えば，社会福祉法人と株式会社等の共同出

資会社が開設主体となることができるようにすることも考えられる。 

また，参入規制を緩和する場合にあっては，後記⑵（１００～１０１ペー

ジ）の補助制度・税制等に関するイコールフッティングについても併せて検

討する必要がある。 

さらに，多様な事業者の新規参入を図る観点から，自治体が設置する特別

養護老人ホームにおいて，株式会社等を指定管理者とするように，指定管理

者制度を積極的に活用していくべきであり，自治体においては，特定の法人

形態の事業者を除外するような，競争制限的で不公平な運用を行うことがな

いようにすべきである。 

なお，意見交換会やアンケート調査の結果等によれば，特別養護老人ホー

ムの入所を待つ待機者を解消する一つの方法として，国が整備促進するユニ

ット型よりも，むしろ多床室型を増やすことや低所得者等に対して必要なサ

ービスの提供が確保されることに配慮した上で料金設定を見直すことといっ

た意見等が出されており，これらの方法は検討に値するものと考えられる。 

 

イ 需給調整を目的とした規制 

(ｱ) 検討 

需給調整を目的とした規制（総量規制）は，介護給付費が過剰となること

を抑制し，介護保険制度の維持を図るために設けられたものであり，総量規

制そのものについては，やむを得ない面がある。しかしながら，厚生労働省

が地域の実情に即して適切なサービス量を見込むように総量規制に関する通

知を発出しているにもかかわらず，前記第３の１⑵イ(ｲ)（４２～４４ページ）

のとおり，一部の自治体において，適正な介護サービス量が見込まれていな

いといった事例があるとの指摘があり，利用者のニーズに見合った介護サー

ビスの供給が十分に確保されていないと考えられる。また，前記第３の１⑵

イ(ｳ)（４４～４５ページ）のとおり，一部の自治体において，具体的な事業

者の選定に当たり，不適切な事例があるとの指摘があり，意欲ある事業者の

参入の機会が十分に確保されていないと考えられる。 

 

(ｲ) 考え方 

自治体は，介護保険事業計画等の本来の目的に立ち返り，適正な介護サー

ビス量の増加を見込むなど規制の目的に照らして，総量規制を適切に運用す

べきである。あわせて，意欲ある事業者の参入を排除することがないように，
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具体的な事業者の選定に当たっては，選定基準を明確化し，客観的な指標に

基づいて選定を行うなど，恣意性の排除を図るとともに選定の透明性を高め

るべきである。 

なお，自治体における総量規制の運用に改善がみられない場合には，介護

保険事業計画等に沿って実施される総量規制そのものの在り方について検討

することも考えられる。 

 

⑵ 補助制度・税制等の見直し 

競争政策の観点からは，事業者が公平な条件の下で競争できる環境の整備が重

要であると考えられる。この視点から，補助制度・税制等について検討を行い，

競争政策上の考え方を整理した。 

 

ア 検討 

介護保険事業において，法人形態により，事業者が得られる補助金額等に差

があると，補助金額等が少ない事業者は，相対的に不利な条件で介護サービス

を提供せざるを得なくなることから，より良いサービスを提供する機会が減少

し，補助金額等が多い事業者との競争が十分に機能しなくなる。多様な事業者

の参入を促進するとともに，利用者が公平かつ十分に便益を享受することを可

能とするためには，補助制度や税制のイコールフッティングを確保し，事業者

が公平な条件で介護サービスを提供できるようにすることが必要であると考え

られる。公平な条件の下で事業者が切磋琢磨し，互いにサービスを競い合うこ

とによって，より競争が活発化し，介護サービスの質を更に向上させることに

もつながると考えられる。 

補助制度について，実質的に同一サービスを提供している特別養護老人ホー

ムと介護付き有料老人ホームとの間で，利用料金に差が付くのは高額な補助金

が原因であるとの指摘がなされている（前記第３の２⑴イ〔４８ページ参照〕）。 

なお，現在，この特別養護老人ホームの施設整備に対する補助率については，

自治体によっては，以前よりも下がってきている。 

このほか，自治体が独自に実施する補助制度について，一部の自治体におい

ては，現在，法人形態により差が付けられているものが存在する。しかしなが

ら，法人形態を理由にした不利な取扱い，例えば社会福祉法人以外の法人形態

の事業者を補助対象としない場合には，補助金を得られない事業者がより良い

サービスを提供する機会を減少させ，ひいては利用者が得られる便益を損なう

ことになる。 

なお，株式会社等による社福軽減事業（前記第３の２⑷〔５６ページ〕参照）

については，現に一部の自治体において導入済みであり，その実施を社会福祉
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法人等に限定する理由は見当たらない。 

税制について，社会福祉法人の場合は，原則として法人税，住民税及び事業

税が非課税である

69

。そのため，前記第３の２⑵イ（５２～５３ページ）のとお

り，株式会社等からは税制上のイコールフッティングが強く求められている。

税制に関しては，介護分野だけの問題ではなく，社会福祉法人の制度上の問題

であることから，慎重な検討が求められると考えられるものの，例えば，同一

の介護サービスを提供する場合については，イコールフッティングを確保する

方向で検討していくことが必要である。 

 

イ 考え方 

事業者が公平な条件で介護サービスを提供することを通じて，利用者がより

良いサービスを享受できることが重要である。したがって，自治体は，助成・

補助に当たっては経営主体による差異を設けないように求める厚生労働省の通

知

70

の趣旨を踏まえ，独自に行う補助制度について，法人形態を問わず公平な補

助制度とすべきである。また，特別養護老人ホームと介護付き有料老人ホーム

等は市場において，一定程度競合しているといえる（前記第３の１⑴エ〔３７

ページ参照〕）ことから，補助制度のイコールフッティングという観点からは，

特別養護老人ホームに対する補助は，例えば，低所得者層の自己負担の軽減等

といった公益的な役割を果たすために必要な範囲で行われるべきであり，それ

を超える過剰な補助は好ましくないものと考えられる。 

社福軽減事業についても，導入していない自治体においては，法人形態を問

わずに利用できるようにすることが望ましい。 

また，社会福祉法人に対する税制上の優遇措置等については，事業者の提供

する介護サービスの内容等に大きな影響を与えることに鑑みれば，制度の基本

的枠組みは維持するとしても，例えば，現行制度下において，株式会社等が提

供可能な介護サービスと同一の介護サービスを提供する場合には，その部分に

ついて社会福祉法人に対する税制上の優遇措置は除外するなど，優遇の差を狭

める方向で検討することが望ましい。 

なお，イコールフッティングという観点からは，社会福祉法人が株式会社等

と競争しやすい環境を整備するという視点も重要であり，社会福祉法人が不利

になっている点があれば，この点についても検討を行うことが求められる。 

 

⑶ 介護サービス・価格の弾力化（混合介護の弾力化）等 

競争政策の観点からは，事業者の創意工夫が発揮され得る環境の整備が重要で

                                                   
69

 前掲注４６（５０ページ）と同じ。 

70

 前掲注４４（４９ページ）と同じ。 
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あると考えられる。この視点から，介護サービス・価格の弾力化（混合介護の弾

力化）について検討を行い，競争政策上の考え方を整理した。 

 

ア 検討 

介護サービス事業者間の競争を通じて事業者の創意工夫の発揮を促すことで，

介護サービスの質の向上を図り，利用者の選択肢が増えるようにするなど利用

者の利便性の向上を図ることが必要であると考えられる。しかし，現行制度下

では，原則として，保険内サービスと保険外サービスを同時一体的に提供する

ことができない。また，介護報酬を下回る料金での介護サービスの提供は，可

能ではあるもののほとんど行われておらず，現行制度下では，介護報酬を上回

る料金での介護サービスの提供はできないとされている。このように，介護サ

ービスの提供に当たって，多様なサービスの提供が可能となり，価格競争が有

効に機能する環境は必ずしも整っていない。 

他方，「混合介護の弾力化」（前記第３の３⑵〔６５～６６ページ参照〕）を認

めれば，例えば，保険内サービスの提供時間内に利用者の食事の支度をするこ

とと併せて，帰宅が遅くなる同居家族の食事の支度もするといった保険外サー

ビスを組み合わせたサービスを利用者が希望する場合には，追加料金を徴収し

た上でこれを提供することが可能となり，保険内外のサービスを同時一体的に

提供することでより低料金で効率的にサービスを提供できるようになる可能性

がある。また，利用者が特定の訪問介護員によるサービスを希望する場合には，

指名料を徴収した上で派遣することも可能となる。すなわち，利用者の利便性

が向上するとともに，保険外サービスの利用が促進され，事業者は提供するサ

ービスの内容や質に応じた料金を徴収できることになり，事業者の採算性の向

上が期待できると考えられる。現在の我が国の財政状況に鑑みれば，介護職員

の処遇改善のための介護報酬の大幅な引上げは見込めないところ，そのような

状況の下で，混合介護の弾力化を認めることは介護サービス事業者の収入の増

加をもたらし，ひいては，介護職員の処遇改善につながる可能性もあるため，

十分に検討に値するものと考えられる。 

加えて，混合介護の弾力化が認められれば，介護職員の長期勤続意欲が高ま

るとともに，既存事業者の業務拡大の可能性が広がるほか，意欲ある事業者の

新規参入の可能性を広げ，介護サービスの供給量が増加することだけでなく，

その質が向上することにも資すると考えられる。 

なお，混合介護の弾力化に当たっては，自治体ごとのローカルルールの存在

に起因する効率性等の欠如や不適切な保険給付の増加といった解決すべき課題

があるとの指摘がある。しかし，これらの課題は現行制度下でも存在する解決

すべき問題であり，混合介護の弾力化を認めない理由となるものではないと考
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えられる。 

 

イ 考え方 

介護サービス事業者間の競争を促進し，介護サービスの効率性の向上や利用

者の多様なニーズに応えるためには，前記アのとおり，解決すべき課題は残る

ものの，混合介護の弾力化を認めることにより，事業者の創意工夫を促し，サ

ービスの多様化を図ることが望ましいと考えられる。 

なお，例えば，介護付き有料老人ホームの体験入居費について，割引提供を

行おうとすると，一部の自治体から値引き提供を禁止する指導が行われるなど，

事業者の価格の弾力的な運用を妨げる指導が行われているといった指摘がある。

このように，自治体によって制度の解釈や運用が異なると，事業者が十分に創

意工夫を発揮できなくなる（特に，広域展開する事業者が全国的に消極的な事

業活動を強いられる。）という問題があるため，国は，自治体により事業者の創

意工夫を妨げるような運用が行われることがないよう，制度の解釈を明確化し，

事業者の予見可能性や透明性を高めるべきである。 

 

⑷ 情報公開の促進・第三者評価の活用 

競争政策の観点からは，利用者の選択が適切に行われ得る環境の整備が重要で

あると考えられる。この視点から，情報公開・第三者評価について検討を行い，

競争政策上の考え方を整理した。 

 

ア 情報公開 

(ｱ) 検討 

介護保険制度では，利用者が介護サービス事業者を選択することが基本と

されている。しかし，急増する認知症高齢者や独居高齢者にとって，介護サ

ービス事業者を適切に選択することは困難であり，より丁寧な情報提供が求

められているとの指摘がされている。さらに，特に施設サービスや居宅扱い

介護施設においては，利用者は，一旦，入所又は入居してしまうと，別の施

設に移ることが容易ではないという特性もある。これらを踏まえると，利用

者が，事業者の提供する介護サービスを十分に評価・判断し，適切な選択を

行えるようにすることが重要である。そして，利用者が適切な選択を行える

ようにするためには，利用者にとって有用な情報が広く提供されるとともに，

容易に入手できることが必要であり，利用者による事業者の選択により，事

業者間の競争が促進され，事業者に介護サービスの内容や質を向上させる取

組を促すことにつながると考えられる。 

事業者においては，積極的に情報を公開しようとしている姿勢がうかがえ
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る。しかしながら，前記第３の４⑴ア（７２～８２ページ）のとおり，実際

に事業者から公開されている情報では利用者等が必要とする情報としては必

ずしも十分ではない実態が見受けられる。また，前記第３の４⑴ア（８０ペ

ージ）のとおり，利用者の介護サービス事業者を選択する際の情報入手手段

の多くはケアマネジャーからの説明等によるものとなっており，事業者にと

って，利用者を獲得する上で広告活動が必ずしも効果的な手段となっていな

いばかりか，ケアマネジャーが自分が所属する事業所を勧めることが多く，

他社の事業所を使わせようとしないという苦情もみられる

71

。さらに，保険者

である自治体が独自に情報を発信している場合も見受けられるが，利用者が

どのような情報を必要としているのかを把握する取組を実施していない自治

体も多い。 

利用者が介護サービスや事業所等を比較・検討して選択できるようにする

ことを目的として，平成１８年４月から運用されている介護サービス情報公

表制度は，これまでも改良が重ねられてきたところではある。しかしながら，

現状では，前記第３の４⑴イ（８２～８８ページ）のとおり，更なる改善又

は廃止を求める意見が多いことや利用者等による利用状況を踏まえると，そ

の役割を果たしているとは言い難いと考えられる。 

これらの状況を改善し，より競争を活発化させるためにも，事業者が利用

者のニーズに合致した，更に積極的な情報公開を行うこと等により，利用者

が複数の事業者のサービス内容を比較してサービスを選択する環境を整備す

ることが重要である。また，利用者の保護等の観点から，利用者は提供され

た介護サービスに不満がある場合に，国民健康保険団体連合会等に苦情等を

申し立てることができるとされているが，利用者が安心して事業者を選択す

ることができるようになるためには，このような苦情等を受け付ける窓口が

存在することを広く周知すること，寄せられた苦情等が指定権者等の関係者

間で共有され，当該苦情等に基づき介護サービス事業者への指導等が適正に

行われること等が重要である。 

なお，前記⑶（１０１～１０３ページ）の混合介護の弾力化を認める場合，

その利用を促進するためにも，情報公開や苦情処理の一層の充実を図る必要

が生じる。 

 

(ｲ) 考え方 

事業者には，利用者が入手しやすい方法により，更に積極的な情報公開を

行うことを期待したい。 

                                                   
71

 「東京都における介護保険サービスの苦情相談白書（平成２７年版）」（東京都国民健康保険団体連合

会） 
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自治体には，利用者の選択に資するよう，利用者が求める情報を把握し，

公開されている情報とのギャップをなくす仕組みを構築することや苦情等に

対応する機関との一層の連携を期待したい。 

国は，介護サービス情報公表制度の抜本的な見直しを含めて，その在り方

について検討すべきである

72

。 

 

イ 第三者評価 

(ｱ) 検討 

前記ア(ｱ)（１０３～１０４ページ）で指摘した特性等に鑑みると，情報公

開に加えて，専門的な見地から行われる第三者評価の定期的な受審とその結

果の公表を推進することは，事業者が，自己が提供する介護サービスについ

て振り返ることや，他の事業者が提供する介護サービスと比較することを可

能とし，介護サービスの質を改善・向上させる有用な手段になるとともに，

利用者が介護サービス事業者を比較・検討しやすくすることにも資する。ま

た，第三者評価の受審を通じて，事業者が自ら公開している情報の適正性を

検証・確認する効果もあると考えられる。 

平成１２年に第三者評価制度が確立し，その後，実施されてきたが，自治

体ごとに第三者評価の受審が可能な評価対象サービスが限られており，また，

評価対象サービスとなっていた場合であっても広く受審されているとは言い

難いものとなっている。そのため，現状では利用者等の認知度や受審結果の

利用率は低く，介護サービスの選択にはいかされていないと考えられる。 

 

(ｲ) 考え方 

自治体においては，第三者評価の対象となるサービスをできるだけ拡大し，

事業者が第三者評価を受審できる体制を整えるとともに，受審を促進するた

めの積極的な施策を講じるべきである。自治体の中には，第三者評価の受審

を促進するための積極的な施策を講じ，受審が比較的進んでいる地域も見受

けられるので，そのような先進的な取組を参考にすることが望ましい。 

事業者においては，第三者評価の必要性や意義を十分に認識し，積極的な

受審や評価結果の公表に努めるべきである。 

加えて，受審率が向上しない要因として，第三者評価の信頼性を疑問視す

る指摘があるので，信頼性を確保するため，評価機関の資質の向上や評価の

公平性の確保等が図られる仕組みが構築されるべきである。 

                                                   
72

 民間企業が運営する介護付き有料老人ホーム等の介護サービスに係る情報サイトも存在するところ，

これらのサイトにおいて，介護サービス事業者の基礎的な情報のみならず，利用者の評価が共有されれ

ば，利用者の選択に資することになるので，これらのサイトの充実をサポートしていくという方法も考

えられる。 
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３３３３    結語結語結語結語    

以上，競争政策の観点から，介護分野についての考え方を整理した。前記２にお

いて示した考え方に基づき，多様な事業者の新規参入や，公平な条件の下での競争，

各事業者の創意工夫の発揮，利用者の適切な選択が可能となる環境を整備していく

ことが重要である。その結果，多様な事業者の新規参入が進み，必要な介護サービ

スの供給量が増加するととともに，事業者間の競争の促進や利用者の適切な選択を

通じて，利用者に提供される介護サービスの質の向上が図られ，ひいては，我が国

が抱える介護人材の不足等，介護分野に係る課題の解決にも資すると考えられる。 

公正取引委員会は，引き続き，介護分野における制度改革や運用の動向を注視す

るとともに，必要に応じてフォローアップ調査を実施するなど，競争環境の整備に

向けた競争唱導活動を行っていく方針である。 


